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序－１． 計画の目的と位置づけ 

 

１ 計画の背景 

 

（１）現計画策定以降の社会経済情勢の変化 

現計画策定以降、人口減少・少子高齢化の急速な進行など、本市をとりまく社

会経済情勢は大きな変化を見せています。 

 

少子高齢化と人口減少                          

• 人口が減少基調に転じ、社会が成熟化しつつある中で、都市づくりのあり方も

従来型の拡大路線から、「選択と集中」による質的な向上が求められており、

都市計画に課せられた役割も大きく変わってきています。 
 

地球温暖化問題の深刻化                         

• 地球規模での異常気象の発生や生態系の変化等の影響が顕在化しており、地

球環境の保全に資する温室効果ガスの低減や循環型社会の形成に向けて、都

市や生活のあり方を見直す必要性が強まっています。 
 

都市間・地域間格差の拡大                        

• 経済のグローバル化や構造改革は、大都市圏と地方との間に雇用などの様々

な格差をもたらしています。地域経済は厳しい局面を迎えており、産業基盤等

の見直し等による効率的な都市経営が求められています。 
 

価値観とライフスタイルの多様化                     

• 多様な価値観や心の豊かさが、人々の暮らしの重要な要素として欠かせない

ものとなっており、多彩な都市活動を創発する舞台として都心空間を磨いてい

くことが求められています。 
 

地方分権改革の進展                           

• 国による地方への権限移譲など地方分権が推進され、自立した自治体におい

ては、自己責任のもとで自主的、自律的に行政を行っていくことが求められて

います。 
 

市町村合併                               

• 市町村合併による行政区域の拡大により、高速道路網・新幹線・港湾・空港

といった広域交通機能、豊かな自然環境や地域独自の伝統・文化といった地

域資源の連携など、総合的な都市運営が求められます。 



 3

 

（２）都市計画制度の見直し 

平成 18 年に「コンパクトなまちづくり」のより一層の推進を目的として都市計画

法の一部改正が行われました。現在も、今後の人口減少・超高齢社会に対応する

ため都市計画法の見直しが検討されています。 
 

２ 計画の目的 
 

本計画は、都市計画法第 18 条の 2※１ の規定に基づいて策定する計画であり、本

市の都市計画に関する基本的な方針を定めるものです。 

計画では、市全体のまちづくりの具体性ある将来ビジョンを確立するとともに、７

地域のあるべき市街地像を示し、地域別の課題に応じた整備方針、地域の都市生

活、経済活動等を支える諸施設の計画等をきめ細かく、かつ総合的に定めます。 
 

３ 計画の位置づけと構成 
 

（１）計画の位置づけ 

・都市計画法による法定計画(都市計画マスタープラン・義務規定) 

・将来ビジョンを定めたまちづくりの総合的な指針 

・市民と行政が一体となってまちづくりを実現するための計画 

 

【主な上位・関連計画との関係】 

 

○総合交通戦略 
○公共交通政策ビ

ジョン 
○景観計画 
○中心市街地活性

化基本計画 
○緑の基本計画 

秋田県国土利用計画

 

都市計画区域の整

備、開発及び保全

の方針 
 

－都市計画区域 

マスタープラン－

秋田市総合計画 あきた 21 総合計画

秋田市国土利用計画

○農林水産業・農村
振興基本計画 

○環境基本計画 

 

秋田市総合都市計画

-都市計画マスタープラン-

 

○まちづくりの課題 

○目指すべき都市の姿 

○全体構想 

○地域別構想 

○実現化方策 
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（２）計画の構成 

本計画は、都市計画審議会や策定委員会での意見、アンケートやワークショッ

プ等で把握した市民意向等をふまえて策定したものです。内容は「目指すべき都

市の姿」、「全体構想」、「地域別構想」および「実現化方策」で構成されていま

す。 

目指すべき都市の姿では、まちづくりの基本理念とともに、将来都市構造等を示

します。 

全体構想では、将来都市像を実現するための主要課題や課題に対応した整備方

針等を示します。 

地域別構想では、中央、東部、西部、南部、北部、河辺、雄和の 7 地域につ

いて、地域のあるべき市街地像や実施されるべき施策等を示します。 

実現化の方策では、全体構想、地域別構想で描いたまちづくりを具体化し、実

現していくための方策や、市民・行政における体制づくりの方針を示します。 

 

 

 

 

 

序章 

○計画の目的と位置づけ 

○対象区域の設定と目標年次 

○まちづくりの課題 

 

第１章 目指すべき都市の姿 

 

第２章 全体構想 

 

第３章 地域別構想 

 

第４章 実現化方策 

 

 

第６ 次秋田市総合都市計画の構成

 

都市計画審議会 

 

 

策定委員会 

 

市民意向 

・アンケート調査 

・地域別ワークショップ

・パブリックコメント 

・シンポジウム 

意
見
反
映 

 
 

 
 

意
見
反
映 
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序－２． 対象区域の設定と目標年次 
 

１ 対象区域の設定 

 

本計画は、都市計画マスタープランとして都市計画区域を重点的に扱いますが、

都市づくり全体に目を向けた総合的な指針として、都市計画区域外の農地や森林地

域を含む秋田市全域を対象とします。 
 

２ 目標年次 

 

目標年次は 20 年後の平成 42 年(具体の整備は 10 年後の平成 32 年)とします。 

また、目標年次において見込まれる人口、世帯数は以下のとおりです。 

     

※人口・世帯等の推計値については、現在策定中の総合計画との調整が必要となるため、最終

的な値については見直す場合があります。 

 

（１）人口 

人口については、今後とも減少し続け、平成 32 年約 29.9 万人、平成 42 年約

26.8 万人を見込みます。 

 

【秋田市の人口推計】 

 

 

 

 

 

32.2
33.7 33.3

32.4
31.3

29.9
28.4

26.8

33.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

平成２年 7 12 17 22 27 32 37 42

（万人）

実績値 推計値
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11.0

12.8 13.1
13.5 13.7 13.8 13.7 13.6

12.0

1.97

2 .76

2.94

2.63

2.40 2.28
2.17 2.07

2 .54

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

平成２年 7 12 17 22 27 32 37 42

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

世帯数 世帯人員（万世帯）

実績値 推計値

（世帯／人）

 

 

（２）年齢別人口フレーム 

年齢別人口については、今後とも高齢化が進み、65 歳以上が平成 32 年に 31.5％ 、

平成 42 年に 36.1％ になると見込みます。 

 

【年齢別人口の推移】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）世帯数 

世帯数については、平成 32 年頃をピークに減少に転じ、平成 42 年に 13.6 万世

帯になると見込みます。 
 

【世帯数推計】 
 

 

 

 

 

 

 

 

43,927

13.2%

53,023

47,911

58,938

39,813

12.3%
35,597

11.4%
28,082

9.9%

31,816

10.6%
24,964

9.3%

225,504 228,977 227,785 218735

65.7% 207274

63.9%

146266

54.6%

173336

57.9%

189697

60.6%

159621

56.2%

96707

36.1%

96513

34.0%
94267

31.5%
87709

28.0%77195

23.8%70447

21.1%
60,789

37,955

49,470

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000
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（人） 年少人口(0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 老年人口(65歳～)

実績値 推計値

70,371

21.1%

218,498

43,879 
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序－３ まちづくりの課題 

 

（１）社会環境の変化への対応 

① 人口減少、少子高齢社会への対応 

・全国的な人口減少が進む中で、本

市においてもその傾向が顕著であ

り、また、平成 2 年から 17 年にか

けて高齢者は増加傾向にあり、将

来的にも一層の高齢化が進むこと

が推測されます。これらの変化は、

今後、市民生活や経済などあらゆ

る面から、都市の持続性に影響を

及ぼすことが懸念されます。 
 

・都市としての持続性の確保とは、

将来世代のニーズを損なうことな

く、現在の世代のニーズを満たすこ

とであり、今後の社会経済情勢を見据えて「生活の質(QOL)」の維持・向上を

はかる必要があります。 

 

② 産業構造の変化への対応 

・本市の産業構造は、第１ 次産業

の就業者の割合が比較的低く、

第 3 次産業の就業者が全体の 8

割近くを占めるという構造にあり

ます。本市の経済を支えてきた卸

売・小売業、製造業は、近年の

経済情勢の影響もあり、商品販売

額、製造品出荷額などが減少す

る一方で、福祉、情報関連の部

門の拡大が見られるなど、産業

構造が変化しています。 
 

・産業構造の変化への対応は、優

れて全国的な課題でもありますが、地方の都市政策としては、市民の生活を支

える地域産業の活性化であり、土地利用施策などを結びつけた総合的な都市経

営の確立が求められています。 

産業分類別就業者割合の推移

21.9%

22.1%

21.2%

18.0%

73.1%

74.4%

76.2%

79.2%

2.8%

2.6%

3.5%

5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成2

7

12

17

第１次産業 第２次産業 第３次産業

資料：国勢調査

資料：国勢調査

高齢者数の推移

37,955

49,470

60,789

70,371

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

(人)
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（２）地球温暖化、環境負荷の増大への対応 

・日常生活や経済活動等によって排出される二酸化炭素（以下、CO２ という。）な

どの温室効果ガスの増大が原因とされる地球温暖化への対応が、喫緊の課題

となっています。 
 

・本市の CO２ 排出量は増加

しており、その中でも運輸

部門の増加が顕著になっ

ています。自動車交通の依

存度の高い本市において

は、運輸部門における CO

２ の排出抑制など、環境負

荷の低減に向け、市民、

事業者、行政が一体となっ

た取組が求められていま

す。 

 

 

（３）規制強度の違う二つの都市計画区域の取扱いの検討 

・市町村の合併後においては、同一の

都市圏を形成している場合、一体の

都市として総合的に整備、開発およ

び保全を行うことが望ましいとされ

ていますが、本市においては、線引

き、非線引きと規制強度の異なる二

つの都市計画区域が隣接していま

す。 

・土地利用規制の不均衡による住民の

不公平感や、将来にわたり無秩序な

開発の広がりを回避するためには、

都市計画区域のあり方を検討する必

要があります。 

 

 

 

147

145

1,207

1,213

410

609

357

599

546

823
101

101

104

61

0 1,000 2,000 3,000 4,000

1990(平成2）

2007(平成19)

エネルギー転換 産業

民生家庭 民生業務

運輸 廃棄物

その他（工業プロセス他）

（千t-CO2）

合計3,594

合計2,829

秋田市の温室効果ガス（CO2）排出量部門別構成比 

資料：秋田市地球温暖化対策実行計画
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（４）各地域の土地利用のありかた 

① 市全体について 

・森林と農地で市土の約 8 割を占めており、その中には大平山県立自然公園や

番鳥森自然環境保全地域などの貴重な自然環境が豊富にあります。各種法制

度に基づき適正な維持管理を行い、バランスのとれた市土を形成していく必要

があります。 
 

・特に高齢化や後継者不足などにより、耕作放棄地や維持管理の行われていな

い山林の増加が懸念され、農地や山林の持つ生物多様性や国土保全などの多

面的機能への影響と、その延長線上にある都市としての環境的持続性の確保に

向けた、適正な維持管理と都市部と農村部の新たな連携構造を確立する必要

があります。 

 

② 都市計画区域について 

・都市的土地利用の規制・誘

導という点から見ると、秋

田都市計画区域における

市街化区域と市街化調整

区域の線引き制度は効果

を上げています。しかし河

辺都市計画区域(非線引

き)においては、近年、用

途地域外での農地転用が

見受けられ、居住環境や田

園・自然環境の保全の観

点から適正な土地利用誘

導の検討が必要です。 
 

・用途地域指定との関係を見ると、商業系用途地域においては、商業用地として

の利用よりも住宅地としての利用が中心となっている地区もあります。今後の人

口減少や商業販売額の落ち込みをふまえると、現行の土地利用と用途地域指定

の適合性について重要な課題として捉える必要があります。 

資料：都市計画基礎調査

河辺都市計画区域の農地転用件数・面積の推移

0
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0
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12,663
7,200 7,996

0
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0

10,000

20,000

30,000

40,000

用途地域件数 用途地域外件数

用途地域面積 用途地域外面積

（件）
（㎡）
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（５）人口の低密度化、行政効率の低下への対応と持続性の追求 

・人口減少および高齢社会の中

で、DID が拡大し、低密度化

が進行すると、道路や下水道、

教育施設やバス交通網など、

都市機能の維持・更新などに

かかる「都市経営コスト」※２

が増加することが予測されま

す。 
 

・今後、市街地人口の低密度化

が進行すると、空き家、空き地

の大幅な増加、さらには「高齢

化等集落」の発生など、市民

一人では解決できない問題の

顕在化が懸念されます。 
 

・都市計画道路や公園、公共下水道などの都市施設の面においては、特定の箇所

についての課題はあるものの、全体としては充足傾向にあり、行政効率の面から

考えると、今後は都市施設等を含めた既存ストックの活用を結びつける取組が重

要になっています。 
 

 

（６）マイカー依存の高まりによる渋滞や公共交通への対応 

・市民の交通手段については、自動車

への依存度が高まっており、バス利用

者の減少が進むと、赤字路線・系統

が一層増加し、現在のバス路線網の

維持が困難になることが懸念されま

す。 
 

・移動手段の公共交通への転換には、

自動車利用の抑制と一体となった鉄

道を含めた公共交通のサービスの向

上とともに、新たな都市構造の構築との連携も重要になります。鉄道については、

駅の結節点機能の強化が重要であり、バス交通の更なる連携が必要です。 

秋田都市圏の代表交通手段の変化

29.4%

12.0%

42.2%

72.1%

6.1%

11.6%

18.9%

2.3%
2.0%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和54年

平成17年

徒歩 二輪車 自動車 路線バス 鉄道 その他

資料：都市計画課

資料：パーソントリップ調査、秋田都市圏街路交通調査

都市構造タイプ別歳出額試算結果

350.9億円/年

361.5億円/年

378.1億円/年

425.4億円/年

420.4億円/年

440.7億円/年

0 20,000 40,000 60,000

現況の都市

現状維持型都市構造

拡散継続型都市構造

集約型都市構造A

集約型都市構造B

集約型都市構造C

(2025年行政区域人口)
283,000人(推計値)

（百万円/年）

(現行行政区域人口)
325,091人(実数)
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・また、超高齢社会への移行を見据え、市街地全体の歩行空間をより安全で快適

なものにしていく必要があるほか、環境面や地域活性化の面からも、鉄道駅や地

域中心の周辺を中心に自転車の利用環境も整えていくことが重要です。 
 

（７）中心市街地※３ の空洞化への対応 

・中心市街地の空き地や平面駐車場な

どの低未利用地は減少傾向にありま

すが、依然 1 割以上が低未利用地の

ままとなっています。現在、秋田市中

心市街地活性化基本計画（平成 20

年 7 月内閣総理大臣認定）に基づき、

広域都市圏の中心にふさわしい高次

都市機能の再集約と生活支援機能

の誘導・強化、街なか居住の推進を

はかっており、それぞれのプロジェク

トの推進とともに、持続性を確保するため、エリアマネジメント※４ も視野に入れて

展開する必要があります。 
 

・また、来街者を呼び込むためには、地域の魅力づくり以外に、交通の利便性の

向上も重要であり、鉄道、バス・タクシー等の乗り継ぎをはじめ、歩行環境や自

転車の利用環境などにも配慮が必要です。 
 

15.0 14.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

平成14年 平成19年

ha 低未利用地の推移 

資料：秋田市中心市街地活性化基本計画
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（８）自然災害、犯罪等への対策 

・住宅の密集した地区やハザード・リス  

クの高い地区(災害の発生の可能性が高

い地区)も見られ、自然災害からの被害を

最小限に食い止めるためにも、狭隘道路

の解消や家屋の耐震・耐火化の促進、

避難場所・避難路の充実、洪水調整等

の役割を果たす緑地の保全など、都市の

防災性能の向上を総合的に進める必要

があります。 
 

・地域によっては、空き家率の上昇が地域コミュニティを弱め、犯罪を誘発しかね

ないと不安視されています。防犯のための基礎的な活動単位となる地域コミュニ

ティの育成をはかりながら、市民の定住化や空き家への住み替えを促進するなど

により、地域ぐるみでの防犯力を強化して、安心して住み続けられる居住環境を

整備することが求められます。 

 

 

（９）自然や文化の継承と新たな秋田らしさの追求 

・市内には太平山から続く広大な丘陵部、

海岸部の緑、雄物川、市街地周辺の樹林

地や農地などの美しい郷土景観、自然環

境が広がっており、その保全と継承が求

められます。 
 

・市街地内では、新屋表町通りにおいて、

住民が主体となって、歴史や水と緑を活

かした景観づくりが進められており、この

ような地域ごとの特性にあった景観づく

りの展開により、秋田らしさや個性を創出

することが望まれます。 
 

・観光客数は近年横這いで推移していますが、本市固有の自然や文化は、観光資

源でもあり、交流人口の拡大とともに都市としての活性化につながるよう、観光客

など来訪者の滞留や回遊の仕組みを整えていく必要があります。 

観光客数の推移

1,165
1,154

1,201
1,215 1,076

6,4276,152 5,793
6,035 6,427
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7,000
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日帰 宿泊
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住宅、空家数の推移
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資料：住宅・土地統計調査

資料：秋田県観光統計
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１ まちづくりの基本的な視点 

１将来都市像を設定する上で、本市におけるまちづくりの基本的な視点を示します。 

（１）高齢者にやさしい都市づくり 

本市の高齢化率は、人口減少・少子高齢化に伴い増加傾向にあり、本格的な超高

齢社会の到来が見込れます。 

これからの高齢者には、雇用や就業、地域活動・経済活動など、様々な社会活動

への積極的な参加による、地域の活力を支える貴重な人的資源としての役割が求め

られており、そのサポートのためにも、高齢者が自立できる環境づくりが必要です。 

高齢者が暮らしやすい都市は、小さな子どもから障がい者まで、誰もが生活しやす

い都市でもあることから、市民がいきいきとした生活を送ることができるよう、生活利

便性の向上や公共施設・交通等の生活インフラのバリアフリー化など、高齢者にやさ

しい、質の高い都市づくりを目指します。 
 

（２）環境に配慮した都市づくり 

地球規模で温暖化等をはじめとする環境問題への対応が求められる中、農地や山

林などの豊かな自然環境を有する本市においても積極的な取組が求められます。 

環境に配慮した都市づくりは、計画的な都市的土地利用の誘導に基づく自然資源

の保全・管理をはじめ、温室効果ガスの発生の要因でもある過度な自動車依存の抑

制に向けた、市街地規模の適正化や拠点市街地の再構築、市街地内緑化の推進な

ど、うるおいのある都市環境の形成など、市民生活の質の向上にも大きく寄与します。 

そのため、都市計画法をはじめとする、土地利用関連法の適正な運用による計画

的な土地利用をベースとしながら、公共交通の利用促進や拠点地域への都市機能の

誘導など、コンパクトでエコロジカルな環境に配慮した都市づくりを目指します。 
 

（３）市民・事業者・行政の協働による都市づくり 

地方分権型の社会において、多様化する市民ニーズに対応した行政サービス水準

の確保、地域のコミュニティの維持などをはかるためには、効率的な行政運営と、そ

れを支える市民・事業者の主体的な取組が求められます。 

市民・事業者・行政がそれぞれの役割を理解しながら、まちづくり活動への積極

的な参画、連携など、パートナーシップに基づく協働による都市づくりを目指します。 
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２ まちづくりの基本理念 

 

 

 

 

 

 

「持続可能な都市」とは、社会、経済、環境などの面において、将来世代のニーズ

を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たす都市のことであり、その中で、あらゆる

分野が調和し、発展していくことが重要であることから、基本理念を「暮らし・産業・

自然が調和した持続可能な都市」とし、豊かな自然と共生した人にも地球にもやさしい、

元気な秋田の創造を目指します。 
 

 

３ まちづくりの目標（政策テーマ） 

 

（１）旧３市町が一体となった都市構造の形成 

① 一体的な都市構造と地域拠点を核とした集約型都市構造の実現 

一体の都市として総合的な整備、開発および保全とともに、本市が目指す地

域拠点を核に既存の都市機能の活用・連携を強化した集約型都市構造の実現を

はかるためには、同一の土地利用規制のもとで、適切に誘導していくことが求め

られます。二つの都市計画区域については、計画的に市街化を進める市街化区

域と市街化を抑制する市街化調整区域に区分する「線引き都市計画区域」への

統合を目指します。 

 

②効果的・効率的な交通ネットワークの形成 

集約型都市構造の形成に向けて、適切な都市機能の集積と土地利用誘導を

進めるとともに、それらの機能を有機的に結びつける骨格道路や交通結節点の

整備による、効果的・効率的な交通ネットワークの形成を目指します。 

ネットワークの形成にあたっては、低炭素社会の実現や超高齢社会への移行

をふまえ、市民生活の質、公共交通のサービス向上の観点から連携強化を目指

します。 

 

暮らし・産業・自然の調和した持続可能な都市 
 

～豊かな自然と共生した人にも地球にもやさしい 

都市づくりによる元気な秋田の創造～ 
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（２）コンパクトな市街地を基本とした 

にぎわいのある中心市街地と地域中心の形成 
 

① 拠点地域への都市機能の集約化 

「都心・中心市街地」および「地域中心」は、持続可能な集約型の市街地

形成の核となるものです。「都心・中心市街地」では、秋田県および市の顔と

して、各種高次都市機能の集積をはかります。高次都市機能については、その

集積の効果を新たな産業や都市文化の育成・創出に結びつけるとともに、都市

と農村の連携拠点としての役割も強化します。また、「地域中心」では、生活拠

点としてのサービスの充実と、各地域の特性を活かしたまちづくりを目指します。 
 

②“顔”づくりによる都市の魅力と活力の創出 

「都心・中心市街地」および「地域中心」は、本市のイメージを形成する“顔”

としても、重要な役割を担っています。市民や来訪者が「また訪れたい」と感じ

られるような、本市ならではの魅力とやすらぎを有した環境形成をはかり、交流人

口の拡大による都市活力の創出を目指します。 
 

③ エリアマネジメントによる都市環境形成 

これからの市街地形成においては、効率的な行政運営を背景として、既存の

都市機能など、ストックの活用が必要不可欠となることから、市民・事業者・行

政など、多様な主体の協働により、街並み景観の維持・形成に向けたルールづ

くりや地域の美化活動といったエリアマネジメントの展開をはかり、市民とともに

魅力ある都市環境の形成を目指します。 
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（３）環境の保全・創造による低炭素型まちづくり 

①都市と農村の共生 

豊かな自然・田園環境を有する本市においては、地球温暖化をはじめとする環

境問題への配慮や、食を支える農業の振興を念頭に置いたまちづくりが求められま

す。そのためには、快適な市民生活を支える都市機能と、広大な農地、森林資源

など農林業・農村が有する多面的機能との共存・共生が不可欠であり、地域の特

性に応じた計画的な土地利用誘導を推進するとともに、都市部と農村部との新た

な連携方策の展開を目指します。 

 

② 温室効果ガスの排出抑制に向けた集約型市街地の形成 

CO2 などの温室効果ガスの排出を抑制するためには、その排出源の一つである

自動車利用の抑制に配慮したまちづくりを進めていく必要があります。そのため、

拠点地域を核とした集約型都市構造の形成をはかりながら、それらを結ぶ環状・

放射道路網や公共交通網の整備による渋滞緩和、公共交通結節点の機能強化や

サービス向上、快適な歩行環境の創出や自転車利用の促進など、一体的な交通

環境の整備を目指します。 

 

③ 低炭素に配慮した市街地・都市施設の整備 

市街地においては、住宅や店舗等の既存ストックの活用をはかりながら、太陽

光発電をはじめとする環境共生型の建物づくりや周辺の公園などを活用した緑の

ネットワークづくりを目指します。都市施設については、既存施設の活用を基本と

しながら、積極的な省エネルギー型システムの導入促進や自然エネルギーの活用

など、環境負荷の低減に寄与する適正な整備を目指します。 
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（４）市民の暮らしを守る安全・安心なまちづくり 

① 防災・減災に向けた環境整備 

本市は戦前の大規模な雄物川改修工事によって水害は軽減されましたが、河口

部の沖積平野という性質上、地震や水害などの対策は重要な課題となっています。

また、秋田県沖では、「地震の空白域」が存在し、近い将来の地震発生も指摘さ

れています。 

災害の発生防止や被害軽減に向けて、水害や土砂災害などが見込まれる山間

部や市街地においては、必要な整備を促進するとともに、ハザードマップの作成

などその危険性の把握・周知につとめ、当該地域における適切な開発の指導など、

防災・減災に向けた土地利用の誘導を目指します。また、都市施設の整備にあた

っては、防災・減災に配慮した整備を引き続き進めます。 
 

②人口減少、超高齢化に対応した暮らしの安全性・快適性の確保 

少子高齢化の進展など社会情勢の変化を受けて、地域全体での安全性の向上

が求められています。 

防犯灯の設置や日常の声かけ活動といったまちづくり活動の育成を一体的に進

めるとともに、犯罪の温床の一つとも言われる空き家や空地については、集約型

市街地の形成に向けた住み替え方策との連携をはかり、適切な管理・活用方策の

確立を目指します。 

また、高齢者などが安心して生活できるように、生活に必要な情報やサービス

の享受や、都市施設等のバリアフリー化の推進などを総合的に進めます。 
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（５）秋田の風土・文化を映し出す緑豊かなまちづくり 

① 魅力ある都市環境の形成・育成 

地域固有の歴史・文化など、地域資源を活かした特徴ある景観づくりとともに、

自然環境を活かした景観づくりによる魅力の向上をはかり、たくさんの市民や来訪

者が集う、賑わいある都市環境づくりを目指します。また、市街地内の主要な道

路沿道や公共施設についても、景観の向上に配慮した整備を進めます。 

 

② 自然環境・田園環境の保全・育成 

市全体の景観イメージを形成している、森林・河川・海岸等の自然環境や農地

や集落で構成される田園環境については、貴重な環境資源として保全・管理をは

かるとともに、観光資源としての活用も見据え、集約型市街地の形成や土地利用

誘導ルールの確立といった取組を一体的に進めながら、その保全・育成を目指し

ます。また、環境の保全と合わせて、そこに広がる生態系の維持・復元をはかり、

秋田ならではの緑豊かなまちづくりを進めます。 
 

③ 地域特性を活かした個性的な景観づくり 

本市は、豊かな山林や田園環境、河川の水辺環境や大型ビルが立ち並ぶ市街

地など、地域ごとに特性ある景観要素を有しており、それを支える歴史・文化が

各地域に息づいています。こうした地域特有の個性を活かした魅力ある景観は、

そこに住む人によって形づくられていくものであることから、身近なまちづくり活動の

一環として、コミュニティ単位で自然・歴史・文化などの地域資源を活かした景観

の保全・育成に取り組めるよう、積極的な支援を進めます。 
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４ 将来都市構造 

 

将来都市構造については、面的な土地利用を誘導する「ゾーン」、各地域の中

心となる「都心・中心市街地」「地域中心」、骨格的な構造を形成する「道路網」

で構成し、これらによって多核集約型の都市構造を目指します。 

特に、「都心・中心市街地」「地域中心」については、集約型都市構造の核とな

る拠点地域として、各地域の都市活動や日常生活に関する拠点性の向上を目指し

ます。 

 

【多核集約型の都市構造のイメージ】 
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（１）「ゾーン」の形成 

① 市街地ゾーン 

都市的な土地利用を中心としたエリアを「市街地ゾーン」とします。既存の都

市施設を活用しながらコンパクトなまちづくりを進め、居住と産業活動、自然環境

との調和のとれた、快適な環境の形成をはかります。 
 

② 農地ゾーン 

市街地の周囲に広がる農業集落地と農地からなるエリアを「農地ゾーン」としま

す。市街化を抑制し、適切な維持管理による良好な営農環境や防災機能、景観

等の保全をはかります。 
 

③ 森林ゾーン 

山地や丘陵地の森林からなるエリアを「森林ゾーン」とします。森林の適正な

維持管理につとめ、防災機能や環境保全機能を持たせながら、豊かな自然環境

の保全・活用をはかります。また、営林の場としても積極的な活用を進めます。 

 

（２）都心機能が集約した「都心・中心市街地」、「地域中心」の形成 

① 都心・中心市街地 

全県全市を対象とする広域的な行政、金融等の中枢業務、商業、文化、教育、

アミューズメント等の高次都市機能の集積した地域を「都心・中心市街地」としま

す。 

都心・中心市街地：中心市街地を含む秋田駅から山王地区 
 

② 地域中心 

地域ごとに、歴史的な背景や人口集積、主要な公益的施設の分布、交通結節

機能などの観点から、生活拠点としてふさわしい地区を「地域中心」とします。 

地域中心は、地域住民の生活利便性を高めるよう、既存の都市機能を維持する

とともに、商業や教育、医療、居住等の各種機能の中から地域の実情に応じた適

切な機能を誘導することで、拠点としての魅力を高め、居住者に質の高い日常生

活を提供します。また、近郊の農村集落居住者にとっても、機能集積による質の

高いサービスを最も身近に享受できる生活拠点となります。 
 

東部：秋田駅東地区      西部：新屋地区 

南部：秋田新都市地区     北部：土崎地区 

河辺：和田地区        雄和：妙法地区 
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③ 結節拠点 

秋田空港、秋田駅、秋田港、各インターチェンジを「結節拠点」とします。 

このうち、市内外からの出入口となる秋田空港、秋田港、秋田駅および各イン

ターチェンジは、最寄りの地域中心と直結しながら利用者が市内を切れ目なくス

ムーズに移動できるよう交通機能の強化をはかります。 

また、秋田駅以外の鉄道駅を「公共交通の結節点」とし、利用者が多い駅に

ついては、バリアフリー化やバスの相互利用の促進をはかります。 

 

（３）既存ストックを活用した拠点間をつなぐ交通網の形成 

① 環状道路網  

市内の交通の円滑化と、市街地への通過交通を排除する道路網（外周部環状

道路、市街地環状道路、都心環状道路）の形成を進めます。 
 

外周部環状道路 
○秋田外環状道路 ○新屋豊岩線   ○割山向浜線 

○大浜上新城線 

市街地環状道路 ○横山金足線  ○御所野追分線 ○外旭川新川線 

都心環状道路 
○秋田環状線  ○千秋広面線   ○川尻総社線  

○川尻広面線  ○明田外旭川線 

 

② 放射道路網 

環状道路網へアクセスを強化するため、放射道路網の形成を進めます。 
 

放射道路網 
○ 下浜八橋線 ○神内和田線 ○御所野追分線 

○ 横山金足線 ○秋田港北線 

 

③ 分散導入路 

交通量の分散をはかるため、都心・中心市街地と地域中心、および環状道路

相互を結ぶ分散導入路の形成をはかります。 
 

分散導入路 
○秋田中央道路 ○秋田駅東中央線 ○泉外旭川線

○新屋土崎線 等 
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【将来都市構造図】  
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全体構想とは、本市の将来都市像の実現に向けて、まちづくりにおける各分野の方針

を示すものです。 

分野は、「土地利用」「交通体系」「水と緑」「景観形成」「その他の都市施設」「住

環境・市街地整備」で構成します。 

 

１ 土地利用の方針 

 

（１）一体的な土地利用規制に基づく計画的な土地利用の誘導 

■ 線引き都市計画区域への統合 

• 本市が有する二つの都市計画区域については、都市と農村が共生し、メリ

ハリのある集約型都市構造の実現をはかるため、同一の土地利用規制に基

づく計画的な開発誘導に向けて、線引き都市計画区域への統合を目指しま

す。 
 

• 線引き都市計画区域への速やかな統合に向けて、住民合意をはかりながら、

関係機関との円滑な調整を進めます。 

 

■ 都市計画区域内の土地利用誘導 

• 市街化区域においては、集約型都市構造の実現に向けて、適切な用途制限

に基づく土地利用誘導を基本としながら、拠点地域への都市機能の集積を

推進します。 
 

• 市街化調整区域においては、良好な営農環境および自然環境の保全と都市

の拡大防止をはかるため、原則として開発を抑制します。ただし、本市の産

業振興に資するものや既存集落の維持・活性化に資するものについては、

必要に応じた都市計画制度の活用をはかり、都市構造への影響や市街化の

促進など周辺環境への影響の恐れがない計画的な開発については許容す

るものとします。また、既に大規模開発行為により面的整備が完了している

住宅団地については、地区計画や建築協定などにより、引き続き、良好な

居住環境の形成をはかります。 
 

 

 【具体施策】 

・用途地域の見直し等を含む適切な土地利用誘導 

・地区計画・建築協定等による適切な土地利用誘導 

・企業誘致促進に向けた都市計画法第 34 条第 10 号※５ の活用 

・都市計画法第 34 条第 11 号※６ の活用による既存集落の維持・活性化 
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■ 都市計画区域外の土地利用誘導 

• 農地や森林など、良好な自然環境を有する都市計画区域外の地域については、

都市計画法に基づく土地利用コントロールがはかれないことから、農業振興地

域の整備に関する法律（以下、農振法という。）や森林法など、関係法令に

基づく地域指定により、それぞれの土地利用が有する役割・機能の保全をは

かります。また、市民意識の醸成を図りながら、必要に応じてまちづくり条例等

の新たな土地利用誘導施策の導入に向けた調査・検討を進めます。 
 

• 都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の五地域区

分※７ の適切な運用に基づいた市全体の土地利用コントロールの実現をはかる

ため、各地域を所管する関係各課の間で、相互の土地利用機能の維持・保

全・管理に向けた協議・調整を行います。 
 

 【具体施策】 

・農振法、森林法、自然公園法、自然環境保全法に基づく地域指定の維持 

・無秩序開発の防止に向けた、新たな土地利用誘導施策の導入検討 

・関係各課との連携による五地域区分の管理に向けた総合調整機関の設置 

 

（２）市街化の拡大抑制と自然環境の保全・管理 

■ 市街化区域内への開発需要の集約化 

• 本市の特徴でもある豊かな自然、田園環境を保全するため、宅地などの新た

な開発需要については、市街化区域内に誘導することを基本とし、郊外の農

山村部における開発については、市街地の拡大防止と自然環境の保全をはか

るため、既存集落など一部を除いて原則として抑制します。 
 

• 市街化区域内に残されている低未利用地のうち、将来的な利活用の見込みが

立たない地区については、市街化調整区域への逆線引き※８ についても検討を

進め、既存市街地の高密度な利用の促進をはかります。 
 

 【具体施策】 

・集約型都市構造の実現に向けた用途地域の制限に基づく土地利用誘導 

・市街化区域内の低未利用地における逆線引きの検討 

・農地法、農振法の適切な運用に基づく優良農地の保全 

 

■ 農林業の振興と連携した自然環境の保全・管理 

• 本市が有する貴重な自然環境の保全・管理に向けて、農林業振興との連携を

はかりながら、良好な営農・営林環境の維持および生産性の向上に資する環

境整備を推進し、積極的な利用による保全・管理をはかります。 
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• 耕作放棄地や管理の行き届かない森林の発生を抑制するために、NPO やボラ

ンティア、企業などの多様な主体による利用・管理手法の検討を進めます。 
 

  【具体施策】  

・農地法、農振法の適切な運用に基づく優良農地の保全 

・森林法、自然公園法、自然環境保全法に基づく森林環境の保全 

・農業および林業の生産性向上に向けた生産基盤の整備 

・耕作放棄地の発生抑制に向けた情報管理 

・市民団体や NPO など、多様な主体の参画・連携による農地および森林環境

の保全・管理手法の検討 

・CSR※９ 活動による森林環境の保全・管理 

 

■ 自然景観に配慮した土地利用の誘導 

• 農地や樹林地などの豊かな自然資源が、周辺環境と一体となって良好な景

観を形成している地域においては、景観計画に基づく誘導に加えて、緑地協

定や景観協定など、地域の特性に応じたルールの活用により、景観づくりに

配慮した適切な土地利用誘導をはかります。 
 

• 太平山など、本市ならではの良好な眺望を保全していくために、突出した建

築物の発生防止に向けた建築物の高さ制限等の導入について、調査・検討

を進めます。 
 

 【具体施策】  

・緑地協定や景観協定などの活用による良好な景観の保全・育成 

・高度地区、地区計画等による建築物の高さ制限の導入検討 

 

（３）安全・安心を支える土地利用の誘導 

■ 災害の恐れのある区域における適切な開発コントロール 

• 雄物川流域など浸水の恐れのある区域や、山間地の急傾斜地など自然災害

の恐れがある地域については、周辺の自然環境に配慮しながら必要な措置

を講じ、危険箇所の解消を推進します。また、必要に応じて災害危険区域に

おける立地規制を盛り込んだ、新たな土地利用誘導施策の導入についても

検討を進め、安全・安心な土地利用を目指します。 
 

  【具体施策】 

・ハザードマップに基づく市民・事業者への積極的な情報発信 

・災害危険区域における新たな土地利用誘導施策の導入検討 
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■ 安全・安心な居住環境の整備 

• 道路や下水道などの生活基盤が十分に整備されていない密集市街地にお

いては、地区計画等の活用による建て替えなどを契機とした修復型のまちづ

くりを推進し、緊急車両の通行を妨げる狭隘道路の解消やオープンスペース

の創出を促進します。 
 

 【具体施策】 

・地区計画の指定による修復型のまちづくりの促進 

 

■ 土地利用の混在防止に向けた取組 

• 住宅、商業、工場など、土地利用の混在が想定される地域において、居住

環境や操業環境への支障が予想される場合は、土地利用の適正化に向けて、

用途地域の見直しや地区計画の指定など、必要に応じた適切な措置を検討

します。 
 

 【具体施策】 

・用途地域の見直しや地区計画の指定による土地利用の適正化 

・街なか居住の促進に向けた住み替え誘導方策の導入 

・周辺環境との調和に向けた工業地での緩衝帯・オープンスペースの設置 

 

（４）集約型都市構造の実現に向けた土地利用別方針 

集約型都市構造の実現に向けて、将来都市構造で設定したゾーニングをふまえ、

市域を 8 つの土地利用に細区分し、それぞれの土地利用方針と整備・誘導施策を

設定します。 

今後は、この土地利用方針を基本としながら、用途地域など適正な地域地区の

指定および見直しを進めていくことになります。 

 

 【将来都市構造のゾーン区分と本方針における土地利用区分の関係性】 

将来都市構造（土地利用のゾーニング） 土地利用の細区分 

商業・業務系市街地 

複合系市街地 

沿道系市街地 

住居系市街地 

市街地ゾーン 

工業地区 

農業振興地区 
農地ゾーン 

田園共生地区 

森林ゾーン 
自然保全地区 
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土地利用の細区分 土地利用別方針 具体施策 

商業・業務系市街地 ・商業・業務系市街地は、県都の“顔”となる秋田駅周辺の中心市街地および市役所や国・県の官公庁施設が集中し

て立地する山王地区で、市民生活の中心拠点としての機能だけでなく、秋田県の経済活動を支え、県全体の発展を牽

引する役割を担うエリアです。 

・商業・業務系市街地では、既存の商業・業務機能の更なる充実を誘導するため、都市機能の集約化と人口の集積を

はかることとし、土地の高度利用を推進し、県の中心拠点としてふさわしい土地利用の誘導・集約を目指します。 

・中心市街地活性化基本計画に基づく個別事業の促進 

・容積率の緩和等による中・高密度な商業・業務地の形

成と街なか居住の促進に向けた住宅地整備 

・老朽化建築物の建て替えおよび耐震化の促進 

・民間活力の導入による環境整備の促進 

・ポケットパークの整備による快適な歩行空間の創出 

複合系市街地 ・複合系市街地は、地域中心や利用者の多い鉄道駅の周辺に位置する既成市街地で、住宅や商業・業務機能、工業機

能など、多様な土地利用が複合的に展開されているエリアです。 

・複合系市街地では、多くの市民が居住する生活利便性の高い拠点地域として、また郊外部からの住み替えを促進する

受け皿として、既存ストックを活用した良好な居住環境の形成をはかり、都市機能と人口の集積を推進します。 

・また、土地利用の混在により、良好な生活環境が阻害されている地域については、周辺環境と調和した適切な土地利

用誘導に向けて、用途地域の見直しや地区計画制度の活用などによる環境整備を推進します。 

・雄和地域の地域中心である妙法地区については、生活拠点にふさわしい商業、医療、交通などの計画的な機能誘導を

目指し、用途地域の新規指定を行います。 

 

・郊外部からの住み替え促進に向けた住宅ストックの管

理・活用と誘導方策の導入 

・老朽化建築物の建て替えおよび耐震化の促進 

・土地利用の混在地域における用途地域の見直しおよび

地区計画の指定による土地利用の整序 

・市街化区域への移行を見据えた妙法地区における用途

地域の新規指定 

沿道系市街地 ・沿道系市街地は、本市の骨格を成す幹線道路の沿道地域において、市民や来訪者のサービス機能を一部補完する観

点から、商業・業務機能の適切な誘導とともに、利便性の高い沿道型居住地としての整備を進めるエリアです。 

・商業・業務機能の誘導にあたっては、後背に広がる住宅地への影響および中心市街地や地域中心など周辺の拠点地

域との機能・役割分担に十分に配慮することとし、必要に応じて立地規模に関わる規制の導入等についても検討を進め、

都市機能のバランスを重視した適正な誘導を目指します。 

・また、バスなど公共交通沿線の生活利便性の高い地域においては、商業と福祉、居住機能等を有する複合的な土地利

用を誘導し、沿道型の居住市街地としての整備を推進します。 

 

・沿道サービス施設の適正な立地誘導に向けた特別用途

地区※10 の導入 

・地域中心や公共交通沿線を中心とした、郊外部からの

住み替え促進に向けた住宅ストックの管理・活用と誘導

方策の導入 

・都市の魅力向上に向けた沿道景観の整備 

住居系市街地 ・住居系市街地は、主に低層住宅地で構成されている既成市街地で、多くの市民が居住する場として、良質な住環境の

維持・形成をはかるエリアです。 

・本市の将来都市像である集約型都市構造の実現するためには、都市機能や人口については、商業・業務系市街地や

複合系市街地へ集積を推進していくことになりますが、住居系市街地においては、既存の良好な住宅ストックの保全・

活用をはかるとともに、市民の居住ニーズに応じた緑豊かなゆとりのある良質な居住環境の形成を進め、高密度市街

地との役割分担を見据えた土地利用誘導をはかります。 

 

・建築協定、地区計画の導入による良好な居住環境の維

持・育成 

・ゆとりある居住環境の確保に向けた最低限敷地規模、

緑化率の設定 
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土地利用の細区分 土地利用別方針 具体施策 

工業地区 ・工業地区は、秋田運河両岸、秋田港周辺など、工業系の土地利用が展開されているエリアです。 

・工業地区は、本市の産業活動を支えるだけでなく、市民の就業の場としての役割も果たしています。今後も、シーアン

ドレール構想をはじめとする将来的なプロジェクトの実現を見据えながら、秋田港や高速道路など、本市が有する広域

交通軸との連携・活用による産業基盤の拡充をはかりながら、産業全体の活性化を目指します。 

・なお、工業系用途地域が指定されている本エリアには、未だ多くの低未利用地が残されていることから、陸海空の交通

拠点という本市の特性を活かし、引き続き、関係部局との連携をはかりながら、積極的な企業誘致を推進します。 

・土地利用の混在地域における用途地域の見直しによる

土地利用の純化 

・工業系未利用地の積極活用 

 

田園共生地区 ・田園共生地区は、郊外部の田園地帯や山間部に点在する既存集落を中心としたエリアです。 

・本市の農業生産を支える田園居住地域として、原則として無秩序な市街化を抑制していきますが、持続可能な集落の

形成をはかるため、将来的な都市計画制度等の導入を見据えながら、市内外からの移住・二地域居住の受け皿として

の空き家、未利用宅地の活用による定住人口の確保とともに、集落内の生活環境の改善と生活利便性の向上をはかり

ます。 

・また、本市ならではの良好な田園景観の保全に向けて、周辺の優良農地や森林環境と調和した環境整備をはかるとと

もに、グリーンツーリズム※11 などによる都市部との交流・連携方策についても検討しながら、地域コミュニティの維持・

活性化を目指します。 

・線引き都市計画区域への統合 

・農地法、農振法の適切な運用に基づく優良農地の保全 

・都市計画法第 34 条第 1１ 号の活用による既存集落の 

維持・活性化 

・都市住民との交流の場となる農産物直売所や農家民宿

としての空き家等の活用促進 

・耕作放棄地の発生抑制に向けた情報管理 

・市民団体や NPO など、多様な主体の参画・連携による

農地の保全・管理手法の検討 

 

農業振興地区 ・農業振興地区は、郊外部に広がる優良な農地によって構成されたエリアです。 

・本市の農業生産の中心地として、関係法令(都市計画法、農地法、農振法)に基づいた開発の防止を基本としながら、

積極的な利用・管理による維持・保全をはかるとともに、生産性の向上に向けた生産基盤の整備を推進しながら、安

定した営農環境の形成を目指します。 

・また、農家の高齢化や後継者不足を背景とした耕作放棄地の発生抑制に向けて、市民・事業者・行政など、多様な

主体の参画・連携による農地の管理を推進し、良好な生産環境の維持と美しい田園景観の保全をはかります。 

 

・線引き都市計画区域への統合 

・農地法、農振法の適切な運用に基づく優良農地の保全 

・生産性向上に向けた生産基盤の整備 

 

自然保全地区 ・自然保全地区は、太平山に代表される東部山岳地帯や市南部の高尾山周辺の森林地帯、西部の松林地帯や雄物川を

はじめとする多数の河川・水路によって構成された、貴重な自然資源を有するエリアです。 

・森林地帯における保水・治山機能、市民や来訪者の憩いの場となる観光・レクリエーション機能、生物多様性の保全

など、多面的な機能を有する貴重な地域資源として、保安林などの制度を活用しながら、原則として開発を抑制します。 

・また、自然保全地区では、市民・事業者・行政など、多様な主体の参画・連携による適切な保全・管理を推進すると

ともに、土砂崩壊や浸水など、自然災害による被害の防止・軽減に向けた環境整備に積極的に取り組みます。 

 

・森林法、自然公園法、自然環境保全法に基づく森林環

境の保全 

・多様な主体の参画・連携による森林環境の保全・管理

手法の検討 

・CSR 活動による森林環境の保全・管理 
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■ 土地利用の方針図 

 

秋田北 IC 

秋田中央 IC 

秋田南 IC 

秋田空港 IC 

秋田空港 

和田地区 

秋田新都市地区

新屋地区 

妙法地区 

昭和男鹿半島 IC 

土崎地区 

都心・ 

中心市街地 

秋田駅 

東地区 
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２ 交通体系の整備方針 

 

（１）拠点間をつなぐ効率的・効果的な道路網の整備 

■ ３環状放射道路網の形成 

• 将来減少する交通需要を考慮しながら、市外、交通拠点および「地域中心」

と「都心・中心市街地」を相互に連結した骨格道路網を形成する、３ 環状

道路とこれらを結ぶ放射状道路の形成により、市街地から通過交通を排除す

ることで、歩行者・自転車の安全性の確保とバスの利便性を高めます。 
 

• 最も外側にある外周部環状道路を構成する秋田外環状道路、都市計画道路

新屋豊岩線などについては、広域的に通過する交通を市街地内から排除す

るための道路として位置づけ、未整備区間の整備を促進します。 
 

• 外周部環状道路よりも一周り小さい、市街地環状道路を構成する都市計画

道路横山金足線、御所野追分線などについては、周辺地区間の都心通過交

通を排除するための道路として、未整備区間の整備を促進します。 
 

• 最も内側を循環する都心環状道路を構成する都市計画道路秋田環状線、千

秋広面線、川尻総社線などについては、周辺地区から都心への発着交通に

対処するための道路として位置づけ、未整備区間の整備を促進します。 
 

• 外周部環状道路へ連絡し、連続性のある幹線道路網を形成する道路として、

都市計画道路下浜八橋線、御所野追分線などを放射道路として位置づけ、

未整備区間の整備を促進します。 
 

• 3 環状道路網に相互を連絡する道路として、県道秋田天王線、都市計画道

路秋田中央道路、秋田駅東中央線などを分散導入路として位置づけ、未整

備区間の整備を促進します。 
 

【具体施策】 

・外周部環状道路を構成する未整備道路(都市計画道路大浜上新城線等)の整備促進 

・市街地環状道路を構成する未整備道路(都市計画道路外旭川新川線等)の整備促進 

・都心環状道路を構成する未整備道路(都市計画道路川尻広面線等)の整備促進 

・放射道路を構成する未整備道路(都市計画道路神内和田線等)の整備促進 

・分散導入路を構成する未整備道路(都市計画道路泉外旭川線等)の整備促進 
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■ その他の拠点間を結ぶ都市計画道路の整備 

• 未整備となっている都市計画道路については、交通量の減少が予想される

現状をふまえ、整備にあたっては必要性や費用対効果を十分精査のうえ、計

画的な整備につとめます。 
 

• 本市の都市計画道路のうち、都市計画決定から 20 年以上未着手となってい

る 26 路線(約 37km)については、秋田都市圏街路交通調査の結果をもとに、

「秋田県都市計画道路見直しガイドライン(案)」に沿って、見直しを進めま

す。 
 

【具体施策】 

・骨格道路以外の都市計画廃止候補 10 路線(下新城中野線、飯島相染線、壱騎

町御蔵町線、土崎環状線、泉高梨線、新屋十軒町線、新屋浜田線、新屋豊岩

線、上北手雄和線、前田和田１ 号線)の見直し 

・都市計画道路整備プログラムの作成 

 

■ 既存道路の管理・活用 

• 既に整備が完了している路線については、耐震性の向上をはかりながら、

今後もその適切な維持・管理による道路整備にかかるコストの削減を推進し、

効果的・効率的な都市経営を目指します。 
 

【具体施策】 

・道路橋の長寿命化、耐震性の向上の推進 

 

（２）高速交通ネットワークの充実 

■ 高速道路網の充実 

• 日本海沿岸東北自動車道の全線開通を進め、交流人口の拡大、物流の効

率化に寄与する高速道路ネットワーク化を促進します。 
 

 【具体施策】 

 ・日本海沿岸東北自動車道未整備区間の整備促進 

  

■ 港湾環境の充実 

• 広域的な地域からの集荷やシベリア鉄道を利用したコンテナ輸送の具体化

に向けて、重点港湾秋田港の整備・活用を進めます。 
 

• コンテナ貨物やフェリー貨物の安全かつ安定した輸送の確保、地域の産業

振興に資する物流の効率化をはかるため、船舶の安定運航の確保に必要な

施設整備を促進します。 
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• 港湾周辺の交通渋滞の緩和、港湾荷役の効率化をはかるため、高速道路か

らのアクセス性を高めるとともに、港湾周辺道路の整備を目指します。 
 

【具体施策】 

・シーアンドレール構想などの推進による重点港湾としての秋田港の機能拡充 

・貨物船の大型化に対応した航路泊地の維持浚渫や船舶の安定運航の確保に必

要な港内静穏度の向上のための施設整備 

・災害に強い港湾施設整備 

・高速道路に連絡する都市計画道路大浜上新城線等の整備 

 

■ 空港環境の充実 

• 交流人口の拡大、経済の活性化をはかるため、国際定期便、国内線の充

実とともに、高速道路を活かした道路網の充実により秋田空港へのアクセス

性を高め、秋田空港の利便性の向上に取り組みます。 
 

【具体施策】 

・航空各社への働きかけによる国際定期便、国内線の充実 

・秋田空港の魅力創出などによる集客性の向上 

・鉄道駅や高速道路 IC からのアクセス性の向上 

 

（３）低炭素社会の実現に向けた交通環境の整備 

■ 鉄道交通の利便性の向上 

• 鉄道駅の交通結節点機能強化と、利用状況に応じた運行本数を確保し、定

時性の高い移動手段としての充実をはかります。 
 

• パークアンドライド※12 などにより鉄道駅の交通結節点として強化をはかり、鉄

道利便性の向上と都心へのアクセス性の向上をはかります。 
 

• 都市計画道路泉外旭川線による交通環境の変化を見極め、JR との連携を

はかりながら、泉・外旭川地区への新駅を検討します。 
 

【具体施策】 

・鉄道駅の交通結節機能の強化による、パークアンドライド・ライドアンドライド※13

の促進 

・スムーズに乗り継ぎができるバス乗り継ぎターミナルの整備 
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■ バス交通の利便性の向上 

• 中心部は、地域中心および生活拠点・乗継拠点と都心を連結する「幹線バ

ス」の利便性向上により「公共交通軸」を形成し、その他支線バスを含め

たバス路線網全体の維持を目指します。 
 

• 幹線バスのうち、多車線道路を通り一定の走行速度が見込める路線につい

ては、ハード、ソフト面で走行性の向上につとめます。また、遅延の多いバ

ス区間の混雑を緩和し走行環境の改善をはかるために、バス路線となって

いる道路の拡幅およびバス路線への交通量の集中の緩和を進めます。 
 

• 公共交通軸の利便性向上により公共交通軸沿線へ施設や人口の集約化を

進めます。 
 

• 郊外部については、廃止バス路線の代替交通(マイタウン・バス)を市民・地

元関係者が主体となって運営を行い、市がその導入・運営を支援すること

により地域住民の移動手段の確保をはかります。 
 

【具体施策】 

・既存バス路線の再編 

・TDM※14 施策等の渋滞緩和策の導入や冬期走行性向上、バス優先信号システム 

(PTPS)の導入の検討、道路網整備に伴う渋滞緩和によるバス走行環境の向上 

・バス停の上屋・ベンチの整備等、IC カードの導入の検討などによるバス利用環

境の改善 

・地元関係者からの利用者確保を前提とした提案に基づく試験的な料金の値下げ

(トリガー方式)、ゾーン制料金の導入による運賃支払いの単純化などによる利用

しやすいバス運賃の実現 

・マイカーからの転換に向けたモビリティマネジメント※15 の実施 

・住民組織や地元関係者の参画による代替交通の導入・運営 
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■ 将来交通体系イメージ図 

 

 
 



 42

 

 

■ 渋滞を緩和する道路整備 

• 渋滞ポイントとなっている箇所の解消に向けた道路整備を推進します。 
 

【具体施策】 

・国道 7 号、13 号、都市計画道路外旭川新川線などの整備促進 

 

（４）安全・安心で利用しやすい交通体系の整備 

■ 命を支える道路網の充実 

• 高次救急病院等の医療施設へのアクセスや、非常時の物資輸送などの活動

を支える道路ネットワークを構築します。 
 

【具体施策】 

・緊急時の搬送・輸送道路網の機能維持 

・沿道建物、橋梁などの耐震化 

・(仮称)現場急行支援システムの導入 

 

■ 歩行者・自転車利用環境の整備 

• 超高齢社会の到来を見据え、歩行者が多い都心および中心部の鉄道駅周

辺を中心として、安全で快適な歩行環境づくりを進めます。 
 

• 自転車は秋田駅を中心とした概ね 5 ㎞圏内で利用率が高いことから、この圏

内について自転車の利用環境の改善に取り組み、自転車が安全・安心かつ

快適に走行できる環境づくりを進めます。 
 

【具体施策】 

・既存および新規整備道路における幅広歩道(幅員 3ｍ以上)の整備 

・無電柱化に係るガイドラインに基づく電線類地中化による歩道の広幅員化 

・中心市街地における歩行者環境の改善(仲小路タウンビークル環境整備事業、

買物ポイントによる駐車場無料利用システムの導入) 

・自転車利用のマナー向上のための啓発活動 

     

■ シームレス化
※16
、バリアフリー化の推進 

• 秋田市バリアフリー基本構想に基づき、利用者の多い鉄道駅周辺などを重

点整備地区に定め、高齢者や障がい者等の公共交通を利用して移動する際

の安全性や利便性の向上をはかります。 
 

• 身近な生活道路については、交差点の改良、通学路や福祉施設へのアクセ

ス路等の主要経路での歩道の確保を行い、交通安全対策の充実をはかりま

す。 
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【具体施策】 

・鉄道相互やバス交通への乗り換えに関するシームレス化 

・秋田市バリアフリー基本構想の重点整備地区における重点的な歩道拡幅や段

差・勾配の解消 

・交差点の改良、歩道の整備 

 

■ 冬期間の安全性の確保 

• 冬期の積雪・凍結による交通への影響を低減させるために、行政と市民、

事業者が連携し除排雪の効率化をはかるとともに、消融雪機能を備えた歩

道の整備を進めます。 
 

• 歩道や通学路の除排雪を充実し、安全な歩行空間の確保につとめます。 
 

【具体施策】 

・効率的な除排雪の推進 

・狭隘道路や行き止まり道路における地域住民の積極的な除排雪への参加 

・歩道の消融雪設備の整備 
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■ 道路整備の基本方針図 
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３ 水と緑の整備・保全の方針 

 

（１）水と緑の保全とネットワークづくり 

■ 樹林地の保全 

• 水源の涵養、生き物の生息空間、まとまった緑の景観を形成する等、多様

な役割を担っている、太平山に代表される東部山岳地帯や市南部の高尾山

周辺などの樹林地については、今後とも、法に基づき適正な維持管理を行

い良質な樹林地の保全をはかります。 
 

• 日本海沿岸にひろがる海岸樹林地は、松くい虫等の大きな被害を受けまし

た。白砂青松の風景回復、日本海からの風をさえぎり、本市の発展に大き

な役割を担ってきたこの海岸樹林地の回復をはかります。 
 

• 樹林地においては、近年における産業構造、生活様式の変化から、維持管

理が困難になっているところもあり、市民や NPO 等のボランティアと協働して、

市民緑地制度による樹林地の保全を進めます。 
 

【具体施策】 

・適切な維持管理による緑の保全 

・保安林、風致地区などの保全制度の活用 

・水源涵養林の保全 

・市民緑地制度の活用など市民参加の維持管理による緑の保全 

 

■ 農地の保全 

• 農地は稲作を中心に生活を支える基盤であるとともに、都市に身近な生物生

息空間となっています。また、米の国あきたを象徴する田園風景の創出、地

下水源の供給等多面的な機能を持っています。この機能を維持するためにも、

農業振興地域の継続的な指定による良好な農地の保全をはかります。 
 

• 農村地域においては、人口減少による活力の停滞、後継者不足や減反等に

より耕作放棄地が増加傾向にあります。今後は、農業者だけでなく、地域住

民や関係団体等が一体となって、農地の保全活動に取り組むとともに、農村

の自然や景観などを守る地域活動を行っていくための継続的な活動体制づ

くりを促進します。 
 

【具体施策】 

・農業振興地域、農用地区域の継続的な指定 

・生産者と地域住民等による継続的な保全活動 
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■ 水環境の保全 

• 日本海沿岸や雄物川、岩見川、旭川など大小様々な河川・水路によって構成

される豊かな水環境については、水辺に親しめる環境整備の促進とともに、水

源を涵養する森林、水質など本市の水環境の保全をはかります。 
 

【具体施策】 

・港湾、河川の水質の保全 

 

■ 水と緑のネットワークの形成 

• 雄物川、岩見川、太平川、旭川、猿田川、草生津川などの河川、樹林地を

活かした水と緑の拠点づくりを進めるとともに、これらを有機的に結びつける

「水と緑のネットワーク」の形成をはかります。 
 

• 生き物にとっても水と緑のネットワークは大切な要素であり、河川改修等にお

いては周辺自然環境に配慮した、多自然川づくり促進します。 
 

• 秋田らしい、秋田の風士に添った幹線道路網の街路樹の整備、また、都市計

画道路の整備における街路樹の整備、草花等の花壇、プランター等の管理充

実により、緑のネットワークづくりを進めます。 
 

【具体施策】 

・街路樹、河川沿い遊歩道などの連続性の創出 

 

（２）県都秋田の“顔”のイメージアップとニーズに応じた緑の創出 

■ 緑を活かした“顔”づくり 

• 秋田駅西ロに広がる広小路、仲小路、中央通り、南通りから山王の官庁街

に至るまでの一体的な地域において、道路等の緑化を推進し、連続して管

理された緑のネットワークを形成し、緑豊かな県都秋田に相応しい景観を創

出します。 
 

• 秋田駅西ロからの連続した道路等の緑化やポケットパーク等の整備を進め、

緑のネットワークによる回廊空間の形成とともに、秋田駅東西を含めた秋田

駅周辺地域および山王官公庁地域における幹線道路の一体的な緑化を推

進します。 
 

• 市民や事業者等との協働による管理された緑化を推進するために、緑化地

域制度や緑化施設整備計画認定制度の導入を検討します。さらに、地区計

画等の活用により緑地の保全および緑化率規制等による市街地の緑化を推

進します。 
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【具体施策】 

・緑化地域、緑化施設整備計画認定制度などの制度活用による緑化の充実 

 

■ 魅力ある公園整備 

• 本市の歴史や魅力を伝える観光拠点としての機能など多様な機能を有し、交

流人口の拡大に寄与する公園整備を推進します。 
 

• 民有地を活用した公園整備などにより市民の身近なレクリエーションの場を確

保するとともに、広域的な観光・レクリエーションの場を、民間活力などを活

かしながら整備し、多様なニーズに応じた機能の充実をはかります。 
 

【具体施策】 

・観光拠点の整備(千秋公園、大森山動物公園) 

・PFI による公園整備 

 

（３）環境への負荷を低減する緑の保全・活用 

■ 温室効果ガスの削減などに寄与する緑の保全と創出 

• CO2 など温室効果ガスの削減に向けて、太平山県立自然公園や海岸部の松林

など本市が有する広大な緑はもとより、社寺境内林などの身近な樹林地の保

全・管理をはかります。 
 

• 生け垣の推進とともに、屋上緑化、学校校庭の緑化等、緑化が可能な空間に

ついては、市民・事業者・行政の連携により、積極的な緑化を進めます。 
 

【具体施策】 

・法規制に基づく適正な保全 

・緑化助成制度の充実 

・公共施設への緑化割合の義務づけ 

 

■ 生物多様性の創出 

• 多様な生物の生息地となる、森林や農地、海域などの自然環境については、

「使って守る」ことを基本に、積極的な利用・管理による保全を推進すると

ともに、レクリエーションの場などとして多面的な活用についても検討してい

きます。 
 

• 街なかの都市公園や公共施設緑地においては、ビオトープ※17 など生物生息

環境の創出を推進し、都市内における生態系のネットワーク化の再構築を目

指します。 
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• 道路等の整備時において、環境アセスメントなどの結果をふまえながら、環

境への負荷の低減に寄与する工法、手法の導入を進めます。 
 

【具体施策】 

・市民参加による民有緑地の保全 

・生物多様性に寄与する工法、手法を導入した施設整備 

 

（４）安全・安心に寄与する緑の保全と創出 

■ 防災に寄与する緑の創出 

• 台風やゲリラ豪雨などによる土砂崩壊や浸水などの自然災害の抑制に向け

て、保水機能を有する森林や農地、その他防災に関連する規制区域等の緑

の保全・創出をはかります。 
 

• 市民の憩いの場としてだけでなく、緊急時の避難場所としての機能も有する

公園等の拠点施設については、公園への防災機能の充実をはかるとともに、

教育施設との連携をはかりながら適正な配置を進め、安全な避難体系の構

築をはかります。 
 

【具体施策】 

・急傾斜地等における緑の保全・創出 

・防災公園の整備 

・身近な都市公園への防災機能の充実 

 

■ 公園緑地のバリアフリー化 

• すでに利用されている身近な公園において、開設から長い期間を経ることに

より、施設等の老朽化が著しいものも見られ、また、周辺住民の年齢構成

や余暇ニーズの変化に対応できずに、利用が低迷している公園等があるこ

とから、周辺住民の参画により、ニーズに対応したバリアフリー化、利用用

途に応じた施設の整備等、公園のリニューアルを推進します。 
 

【具体施策】 

・公園施設長寿命化計画に基づく計画的な施設の更新 

・公園リニューアルの推進 
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（５）緑豊かな生活環境づくり 

■ 公園緑地の整備・拡充 

• 暮らしに身近な公園として、街区公園や近隣公園、地区公園等住区基幹公

園について、気軽に歩いて利用できる範囲(概ね 300ｍ)に配置することを目

指して、都市公園の整備および拡充を推進するとともに、新たに整備を行う

公園については、企画段階からの市民参画を進めるとともに市民協働のもと

適正な管理を推進します。 
 

• 千秋公園、大森山公園等の総合公園、八橋運動公園等、多くの市民が訪

れる都市基幹公園について、未開設部分の解消を目指して、整備拡充を推

進します。 
 

【具体施策】 

・身近な公園緑地、ポケットパークの整備と適正な維持管理 

・未整備公園の整備推進 

 

■ 緑化重点地区の活用 

• 緑の基本計画において、緑豊かな住宅地の形成や県都秋田の顔づくり、シ

ンボルづくりの促進に向けて設定された緑化重点地区については、今後も優

先的に緑化の推進や公園等の整備を進め、みどりの拠点地域としての機能

の充実・維持をはかります。 
 

【具体施策】 

・緑化重点地区(秋田駅周辺地区、土崎周辺地区、新屋周辺地区、楢山周辺地区)

における緑化の推進と維持・管理 

 

■ 緑化の推進 

• 学校、官公庁敷地等公共公益施設および用地においては、周辺住民に対し

て緑を感じられる景観を創造し、市街地部の緑を確保していくため、積極的

な緑化の推進をはかります。 
 

• 新たな公共施設整備においては、積極的な緑化をはかると共に、草花等に

よる彩りある風景の創出を促進します。 
 

• 緑豊かな住宅地の創出のため、地区計画等の区画内における緑化率制限制

度の導入を検討します。 
 

• 住宅地等における市民発意による緑化のため、すでに導入している緑地協

定制度を進めるとともに、市民緑地制度等を働きかけ、緑化の推進を誘導し

ます。 
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• 市街地における緑の確保のため、住宅地、工業集積地等における事業者等

による積極的な緑地の確保を推進します。このため、大規模な事業所集積

地については、緑化施設整備計画認定制度のほか、市民緑地制度の導入を

働きかけるとともに、小規模な事業所においても緑化の推進を誘導します。

さらに、地区計画等の活用により緑地の保全および緑化率規制等による市街

地の緑化を推進します。 
 

【具体施策】 

・公共施設への緑化割合の義務づけ 

・地区計画、緑地協定制度、市民緑地制度、緑化施設整備計画認定制度による

緑化の推進 
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■ 水と緑の整備・保全の方針図 
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４ 景観形成の方針 

 

（１）秋田市のイメージを形成する景観形成 

• 海岸、河川、山並み(眺望)など秋田らしい魅力ある景観づくりの骨格となる要

素については、秋田市景観条例、秋田市景観計画に基づき、より良い景観を

次世代に引き継いでいきます。 
 

• 歴史、文化、伝統や、それらによって培われてきた人々の営みや習慣、また、

豊富な自然など、長い年月の間親しまれ、受け継がれてきた地域の特性に配

慮し、地域らしさを育て、次世代に継承する景観づくりにつとめます。 
 

• 市民一人ひとりが自ら創意工夫することで生まれる新しい発想により、県都に

ふさわしい風格と魅力のある景観づくりにつとめ、新たな「秋田らしさ」の創造

を目指します。 
 

• 市民の主体的、継続的な取組によって育まれた「優れた都市景観」は、市民

の共有財産として、地域への一体感や愛着や誇りなどを醸成します。これを推

進するため、市民協働による景観づくりにつとめます。 
 

【具体施策】 

・秋田市景観条例、秋田市景観計画に基づく景観誘導 

 

（２）活気のある都市景観の形成 

■ 多様な手法を活用した景観づくり 

• 沿岸のクロマツの保安林や市街地を取り囲む丘陵地の斜面等の緑の保全と、

市街地での都市公園の整備促進による緑の創出と保全による景観の形成を

はかります。 
 

• 多様な都市機能が集積した「都心・中心市街地」「地域中心」においては、

建築物などの建築行為の届出による意匠・形態の規制、屋外広告物の掲出

に関する規制・誘導をはかりながら、調和の中に活力が感じられる都市景観

の形成を目指します。景観上重要な地区については、多様な制度を活用し

た景観形成をはかります。 
 

• 本市の顔、メインストリートである秋田駅西口、広小路、仲小路、中央通り、

南通り、山王官公庁に至る一体的な地域において、県都秋田にふさわしい

景観を創出します。 
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• 海岸部における産業・港湾施設との調和をはかった、みなとまち秋田をイメ

ージさせる海辺景観を創出します。 
 

• 街路樹や草花等による緑化を推進し、魅力ある都市景観の形成をはかります。 
 

• 地域住民が自ら定めるまちづくりルールに基づく、計画的で秩序ある街並み

の形成を進めます。 
 

【具体施策】 

・地区計画、建築協定、緑地協定による緑の保全・創出のルール化 

・景観形成に寄与する都市公園整備促進 

 

■ 地域特性を活かした景観形成 

• 景観形成をはかる上で、秋田杉などの地域の素材を活用した景観整備を進

め、特色のある魅力づくりに取り組みます。 
 

• 太平山や千秋公園、セリオン、赤れんが郷土館、旧金子家住宅などの本市

の景観資源は、一方で観光資源として捉えられるものが多くあることから、

自然や歴史・文化資源はもとより、人の暮らしぶりである生活環境を活かし

た観光都市としての景観整備を進めます。 
 

• 寺町一帯の社寺林について、市街地に残る緑として、今後も保全をはかりま

す。 
 

【具体施策】 

・秋田杉を活用した景観づくりへの助成 

・観光施策と連携した景観の保全・創出 

 

■ 良好な道路景観の形成 

• 沿道の無電柱化、街路樹および草花による沿道緑化の一層の推進、並木等

の保全により、良好な道路景観の形成をはかります。 
 

• 周辺環境との調和に配慮しながら、海外からの来訪者にも分かりやすい交通

案内サインの充実をはかります。 
 

【具体施策】 

・景観重要公共施設制度の活用 

・無電柱化に係るガイドラインに基づく電線類地中化の推進 
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（３）自然と田園を活かした景観形成の推進 

• 本市のシンボルである太平山、雄物川、海岸景観など、本市を代表する郷

土景観の保全をはかります。また、優れた景観の眺望点である千秋公園、

天徳寺山などについては、視点場の確保と眺望景観の保全をはかります。 
 

• 耕作放棄地の解消や里地里山の適正な維持管理などにより、身近な生物の

生息空間、地下水源の供給などの多面的な機能に配慮しながら、秋田の原

風景を形づくる、“米の国秋田”を象徴する田園風景の保全をはかります。 
 

• 特色ある中山間地域の創造をはかるため、里地里山の保全や利活用と広葉

樹林の造成、森林空間の市民利用を促進します。 
 

• 地域固有の生態系保全の視点から、地域の風土に配慮した樹種、草花を活

用した、潤いのある景観創出を進めます。 
 

【具体施策】 

・視点場の確保に向けた建築物の高さ制限の導入検討 

・工場、事業所、交通量の多い幹線道路の緑化の充実 

・在来の樹種、草花の緑化材料としての活用 

 

（４）安全性にも寄与する景観づくり 

• 街灯の整備やライトアップ、沿道店舗からの照明などにより、観光地としての

魅力を高めながら、防犯にも寄与する夜間景観の演出をはかります。 
 

• 敷地内での緑化と安全に配慮した夜間照明の設置等を推奨し、緑に包まれ

たうるおいのある、安全な工業地の景観形成をはかります。 
 

• 宅地化された空閑地における環境美化、見通しなどに配慮した建物整備な

ど防犯に配慮した景観形成をはかります。 
 

【具体施策】 

・観光資源などのライトアップ 

・防犯の視点を取り入れた公共施設などの整備 

 

（５）歴史・文化を活かした景観づくり 

• 歴史資源と一体となった緑は市民の憩いの場として、あるいは地域の歴史を

象徴する重要な要素となっていることから、優れた歴史的風土を形づくる緑

として、その保全をはかります。 
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• 歴史的・文化的資産は景観の観点からも貴重な景観資源と捉えられるもの

が多くあることから、文化財保護行政と連携をとりながら、景観重要建造物

の指定を検討するなど景観の向上をはかります。 
 

• 貴重な景観資源でもある社寺境内など歴史・文化的資産については、文化

財保護行政と連携しながら、景観重要建造物などの景観法の制度活用によ

り景観の向上をはかります。 
 

• 歴史的資源､観光的施設の維持､保全とその周辺住民の理解と配慮により、

その雰囲気を継承した景観形成をはかります。 
 

【具体施策】 

・新屋における町屋を活かした景観づくり 

・景観重要建造物、景観重要樹木の指定 

・史跡の保存・整備(秋田城跡、地蔵田遺跡) 
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■ 景観形成の方針図 
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５ その他の都市施設の整備方針 

 

（１）社会環境の変化に対応した都市施設のマネジメント 

■ 既存ストックの活用 

• 上下水道やごみ処理施設、学校施設などをはじめとする各地域の都市施設

については、効果的・効率的な都市経営に向けて、既存ストックの活用を

基本とし、必要に応じた適切な整備をはかります。 
 

【具体施策】 

・各種整備計画に基づく計画的な施設整備の推進 

・上水道、公共下水道の施設の長寿命化、耐震化に向けたマネジメントの実施 

 

■ 生活利便性の向上に資する都市機能の充実・誘導 

• 既存の都市施設については、相互の役割分担をふまえた有効利用と各地域

の特性に応じた機能の充実をはかり、都市機能のバランスに配慮した施設整

備を推進します。 
 

• 本市の拠点地域となる「都心・中心市街地」および「地域中心」において

は、都市機能の集積を支える都市施設の優先的な整備・充実をはかります。 
 

【具体施策】 

・生活利便性の向上に資する上下水道やコミュニティセンターの整備推進 

・交流人口の確保と賑わいの創出に向けた情報案内機能整備の充実 

 

■ 産業振興に向けた都市基盤の充実 

• 県全体の発展を牽引する中心都市として、更なる活力の創出を目指し、商

業・業務、工業などの起業、新規誘致の呼び水となる都市基盤の整備・充

実を推進します。 
 

【具体施策】 

・環境に配慮した産業インフラ整備の充実 

 

■ 景観に配慮した都市施設の整備 

• 都市施設の整備にあたっては、周辺環境との調和に配慮しながら、オープ

ンスペースの確保や敷地内緑化を推進し、本市ならではの緑豊かな景観づ

くりを目指します。 
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【具体施策】 

・緑化助成制度の充実 

・公共施設への緑化割合の義務づけ 

 

（２）環境負荷の低減に配慮した都市施設の整備 

• 都市施設の新規整備や既存施設の解体に伴って排出される CO2 を抑制し、環

境への負荷を低減するため、既存ストックの有効活用を基本とします。 
 

• 新たな都市施設の整備にあたっては、「都心・中心市街地」および「地域中

心」への優先的な集約化をはかるとともに、周辺の自然環境への配慮はもち

ろん、省エネルギー型システムの導入、太陽光や雪氷冷熱などの自然エネル

ギーの活用、緑化の充実など環境負荷に配慮した整備を推進します。 
 

• 公共下水道の整備により公共用水域における環境負荷の軽減をはかるととも

に、処理施設においては新たな技術などを積極的に取り入れ、無駄のない資

源の活用をはかります。 
 

【具体施策】 

・(仮称)環境配慮型施設整備マニュアルに基づく施設整備の推進 

・太陽光発電など、自然エネルギーの積極的な活用 

・資源の効果的な再利用と循環システムの構築 

 

（３）安全・安心なまちづくりに向けた都市施設の整備 

• 多くの人が利用する公共施設は、緊急時の避難場所としての役割も果たすこと

から、耐震化や不燃化など防災性の向上をはかるとともに、防災拠点機能の

付加・充実をはかります。 
 

• 日本海に面し、大小さまざまな河川・水路が流れる本市においては、治水機

能の向上を目指し、港湾・河川の計画的な整備の促進とともに、下水道事業

をはじめとした雨水排水対策を推進します。 
 

• 災害などの緊急時にも、市民が安全に避難できるように、都市公園などの避

難場所の計画的な整備をはかるとともに、緊急車両が円滑に通行できる道路

整備を進めます。 
 

【具体施策】 

・公共施設の耐震化・不燃化の推進 

・防災拠点を結ぶ緊急時の搬送・輸送道路ネットワークの構築 

・沿道建物、橋梁などの耐震化 
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６ 住環境・市街地整備の方針 

 

（１）集約型都市構造の実現に向けた街なか居住の促進 

• 本市の拠点地域となる「都心・中心市街地」および「地域中心」では、人

口密度の高い集約型の市街地形成による活力向上や効果的・効率的な都市

経営を目指し、居住人口の集約化に向けた、街なか居住の誘導に向けた取

組を進めます。 
 

• 拠点地域においては、財政的な優遇措置などの必要な施策を展開しながら、

老朽建築物の建て替えや複合化・共同化、市街地の低未利用地の活用によ

る中層マンションの供給などを誘導し、良質な住宅の確保による郊外部から

拠点地域への住み替え促進に取り組みます。 
 

【具体施策】 

・街なか居住の促進に向けた誘導施策の導入 

・地域拠点への集合住宅整備に関する助成制度の設立の検討 

 

（２）質の高い住環境の形成 

■ 多様なライフスタイルに対応した適正な住宅供給 

• 人口減少社会の到来をふまえ、需要を超える過剰な住宅供給を防止するた

め、市民のライフスタイルの多様化にも配慮しながら、市全体のバランスを

ふまえた適正な住宅供給を推進します。 
 

• 効率的な都市経営に向けて、既存の市営住宅など公的な住宅ストックについ

ては、その有効活用をはかります。また、民間市場との連携をはかりながら、

民間の空き家・空室の適正な維持管理に向けた方策を進めます。 
 

• 超高齢社会の到来を見据え、住宅のバリアフリーやユニバーサルデザイン※18

化、２ ･３ 世代居住、グループホームなど、エイジフレンドリーシティ※19 の実

現に向けた、多様なニーズに対応した住宅の供給をはかります。 
 

【具体施策】 

・公営住宅長寿命化計画の策定 

・高齢期を見据えた各地域拠点への住み替え支援 

・多様なニーズに応じた住宅供給の促進 
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■ 魅力ある居住環境の形成に向けた街並み景観づくり 

• 秋田の風土・文化と調和した良質な住宅整備に向けて、市民と協働し、ま

ちづくりルール等の導入をはかりながら、本市ならではの魅力ある街並み景

観の形成を目指します。 
 

【具体施策】 

・地区計画、建築協定などによる住民主導のルールづくりの推進 

 

（３）環境にやさしい住まいづくりの推進 

• 雪国という本市の気象条件に対応しながら、太陽光発電などの自然エネル

ギーの活用など、環状負荷の少ない環境共生型の住宅づくりを促進します。 
 

• 本市が有する豊かな森林環境を将来にわたって維持・管理していくために、

建材の地産地消による住宅づくりを促進します。 
 

 

【具体施策】 

・自然エネルギーの活用など、環境共生型の住宅整備の促進 

・(仮称)秋田型住宅整備ガイドラインの策定 

・県産材活用への優遇措置の導入 

 

（４）誰もが安全・安心して住み続けられる住まいづくり 

■ 災害対策の充実 

• 地震や台風などの自然災害による被害防止・軽減に向けて、建物の耐震化

や不燃化を推進し、災害に強い住環境の形成を目指します。 
 

• 昭和 40 年代から 50 年代に建設された高梨台団地などの公営住宅について

は、秋田市住生活基本計画に基づき、建て替えや修繕を実施します。 
 

• 既存の市街地や集落内の生活道路については、安全・安心な住環境の形

成に向けて、地区計画等の活用による建て替えなどを契機とした修復型のま

ちづくりとともに、歩道整備や緊急車両の通行を妨げる狭隘道路の解消など

を促進します。 
 

• 災害に対しては、自助の取組が重要ですが、高齢者や障がい者など災害弱

者に対して、地域等が一丸となって助け合えるように、日常生活におけるコ

ミュニティの維持・充足に向けた支援を行います。 
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【具体施策】 

・秋田市地域防災計画および秋田市耐震改修促進計画に基づく耐震化・不燃化 

の促進 

・地区計画の指定などによる修復型のまちづくりの促進 

 

■ 安心して暮らせる住まいづくり 

• 子どもから高齢者まで、誰でも安全・安心に生活することができるように、ユ

ニバーサルデザインによる住宅づくりや健康に配慮した住まいづくりを推進

します。 
 

【具体施策】 

・秋田市住生活基本計画の策定 

・多世帯型住宅建設が可能な容積率への見直し 

・既存住宅におけるバリアフリー化の促進 

 

（５）市街地開発事業の推進 

■ 土地区画整理事業の推進 

• 現在、土地区画整理事業が進められている秋田駅東、秋田駅西北地区につ

いては、計画的に道路、公園などの都市基盤を整備し、良好な市街地の形

成をはかります。また、事業着手の見込みが立たない地区については、地

区の実情に応じた市街地環境の形成に向けて、整備手法の見直しを含め検

討します。 

 

■ 市街地再開発事業の推進 

• 中通一丁目地区市街地再開発事業については、土地の合理的かつ健全な

高度利用と都市機能の更新をはかります。また、秋田駅前地区の未整備区

域については、社会経済状況もふまえ、立地にふさわしい再開発事業の展

開を目指します。 

 

（６）まちづくりルール(地区計画制度等)の積極的な活用 

• 既成市街地等においては、住民の合意形成をはかりながら、積極的に建築

協定制度や地区計画制度などのまちづくりルールを積極的に活用し、地域の

特性に応じた良好な環境形成を進めます。 
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【具体施策】 

・既成市街地における地区計画などの活用の働きかけ 

・市民提案による“まちづくりルール”活用の促進 
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地域別構想は、市内７ 地域ごとに、地域の現況、アンケート調査や地域別ワークショ

ップでの住民の意向、課題などをふまえて、将来のまちづくりの方向性を示すものです。 

なお、まちづくりの方向性については、全体構想で示されている、土地利用の方針、

交通体系の整備方針、水と緑の整備・保全の方針、景観形成の方針、その他の都市施

設の整備方針、市街地整備方針、住環境整備方針に基づくものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【西部地域】 

新屋、勝平、浜田、 

豊岩、下浜、向浜 

【中央地域】 

大町、旭北、旭南、

川元、川尻、山王、 

高陽、保戸野、 

泉（JR 線西側）、 

千秋、中通、南通、

楢山、茨島、八橋 

【北部地域】 

寺内、外旭川、土崎港中央、土崎港東、 

土崎港西、土崎港南、土崎港北、 

前記以外の土崎港、将軍野東、将軍野南、

前記以外の将軍野、港北、飯島、金足、 

下新城、上新城 

【南部地域】 

牛島東、牛島西、牛島南、

卸町、大住、仁井田、 

御野場、御所野、四ツ小屋、

上北手、山手台 

【河辺地域】 

河辺 

【雄和地域】 

雄和 

【東部地域】 

東通、手形、手形（字）、手形山、 

泉（JR 線東側）、旭川、新藤田、濁川、 

添川、山内、仁別、広面、柳田、横森、 

桜、桜ガ丘、桜台、大平台、下北手、太平 
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１ 中央地域 

 

（１）地域の概要 

①概況 

中央地域は、本市のみならず、秋田県全

体の拠点となる地域として、商業・業務機

能、行政機能、交通機能など、あらゆる分

野の都市機能が集積しています。 

中心市街地は、鉄道やバスなど市内公共

交通の拠点、商業・業務系施設が集積して

いるとともに、千秋公園などを活かした秋

田市らしい街なか空間が形成されています。 

山王地区には、市役所をはじめ、国や県

の官公庁施設が集積しており、県の中心拠

点としての役割を果たしています。また、

八橋運動公園が整備されるなど、うるおい

のある都市空間が形成されています。 

 

②人口・世帯数の推移 

中央地域の平成 21 年 10 月 1 日

時点の人口は 74,511 人となってお

り、平成 12 年からの 10 年間で約

5.4％（4,279 人）減少しています。 

一方世帯数は、平成 21 年で

35,105世帯と10年間で約0.2％（58

世帯）増加と、ほぼ横ばい傾向を示

しています。1 世帯当たりの人員は

2.25 人/世帯から 2.12 人/世帯に減

少するなど、7 地域の中でも特に核

家族化や単身世帯の進行が顕著と

なっています。 

地域内の年齢別人口構成比（平成 17 年国勢調査より）をみると、年少人口（15

歳未満）が 12.5％、生産年齢人口（15～64 歳）が 65.4％、老年人口（65 歳以

上）が 21.9％と、7 地域の中で 2 番目に生産年齢人口の割合が高い地域となっ

ています。 

※住民基本台帳（各年 10 月 1 日時点）より。H12,17 は国勢調査結
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③土地利用の状況・課題 

中央地域の面積は約 1,810ha で、地域全体が秋田都市計画区域（線引き都市計画区域）

に指定されています。河川部を除いたすべての地域に用途地域（約 1,450ha）が指定さ

れており、農業地域や森林地域など、都市地域以外の地域指定はありません。 

また、良好な都市景観を保全すべき地域として、千秋公園に隣接した地区に城跡風致

地区が指定されています。 

 

【商業・業務地】 

本市の中心市街地には、大規模商業施設やホテル、小売店舗等が集積する商業地が

形成されています。仲小路の一部はモール化され、市民の買い物の場となっています

が、近年では小売店舗数の減少に伴う空き店舗・低未利用地の増加や拠点性の低下が

懸念されており、商業活力の向上・創出に向けて、良好な歩行者空間の確保や新たな

イベントの創出など、ハード・ソフト両面からの対応が求められています。また、旭

川沿いの大町地区では、古くからの娯楽飲食街が形成されており、現在も賑わいをみ

せています。 

新屋土崎線をはじめとする幹線道路沿いには、沿道型の大規模商業施設が進出して

おり、既存の商業・業務系施設とともに、後背に広がる居住環境と調和した商業地の

形成が求められます。 

 

【住宅地】 

   密度の高い住宅地が形成されており、近年では、マンションの進出も見られます。

また、山王地区や川尻地区、秋操地区では、大規模な土地区画整理事業によって、都

市基盤が整備された良好な住宅市街地が形成されています。 

   人口減少の影響により、空き家や空室の発生が課題となっていることから、生活利

便性の高い都心部への街なか居住を促進するなど、既存ストックを活用していくこと

が求められます。 

 

【工業地】 

   旧雄物川に沿って工業地が広がっています。 

   今後も、近接する秋田港周辺の工業団地との連携強化による、産業全体の活性化に

向けた環境整備を進めるとともに、周辺の自然環境や居住環境と調和した操業環境の

維持・更新が求められます。 

 

【農地・自然環境】 

   高度な都市的土地利用が進む本地域では、まとまった農地は残されていませんが、

旭川や太平川、草生津川などの複数の河川が地域内を流れ、また千秋公園や八橋運動

公園、寺町地区には、貴重な緑地空間が確保されており、うるおいのある都市空間を

生み出しています。 
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【その他の拠点・都市機能】 

   中心市街地には、観光拠点にもなる千秋公園およびその周辺に秋田県民会館や市立

中央図書館などの文化機能が整備されており、北側の県立脳血管研究センター、南側

の中通総合病院や秋田南税務署など、医療機能や一部の行政機能が整備されています。 

山王地区には、市役所をはじめ秋田県庁や高等裁判所など、国や県の官公庁施設が

集積しており、行政機能の中心拠点となっています。また、八橋運動公園や秋田市文

化会館、県立図書館や県立体育館などのスポーツ・文化施設も多数立地しています。 

市および県全体の発展を支える中心拠点として、これら既存都市機能の維持と更な

る充実が求められます。 

 

④交通施設の整備状況・課題 

【地域間・地域内交通】 

   都市計画道路秋田環状線、千秋広面線、川尻総社線などで構成される都心環状道路

は、周辺地域から都心への発着交通に対処する道路として位置づけられており、都心・

中心市街地を取り囲むように整備されています。また、都心の通過交通を排除するた

めの市街地環状道路として、国道 7 号、13 号が整備されています。 

   本市の環状道路網を相互に連絡する分散導入路としては、県道秋田天王線、秋田岩

見船岡線などが整備されています。今後も、各路線の未整備区間については計画的な

整備が望まれます。 

 

【公共交通】 

   本地域には、JR 秋田新幹線、奥羽本線、羽越本線が発着する秋田駅が整備されてい

ます。また、駅西口には市内の各地域へ向かう路線バスのバスターミナルが整備され、

市民のみならず県内外からの来訪者にとっても、重要な交通拠点となっています。 

   今後は、鉄道とバス交通の連絡性の向上による公共交通の更なる利便性向上を目指

すとともに、低炭素型の移動に向けたライドアンドライドの促進や新たな地域内移動

システムへの移行に向けた環境整備など、ソフト・ハード両面での対応が求められま

す。 

 

⑤その他の状況・課題 

【景観形成】 

   中心市街地は、県内外の来訪者が集まる本市の玄関口として、県都秋田のイメージ

アップに繋がる秋田らしい景観形成が求められます。今後は、豊かな自然環境と歴史

的・文化的景観を有する千秋公園を活かしながら、魅力ある街なか景観づくりを進め

ていく必要があります。 

   山王大通りでは、沿道緑化や電線類の地中化などが進められ、本市のシンボルロー

ドとして緑豊かな良好な都市景観が形成されています。今後も引き続き、緑環境の適

切な管理や屋外広告物等の規制・誘導策の導入などにより、良好な景観を維持してい 
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くことが重要となります。 

   また、寺町地区や大町地区では、昔ながらの歴史的な街並みが残されています。こ

うしたエリアについても、老朽建築物の建替えに配慮しながら、貴重な街並み景観の

保全をはかっていくことが求められます。 

 

（２）目指すべき地域の姿  

 

 

 

 

 

 

 

   本地域は、本市のみならず県の産業活動の中心地であり、県全体の発展を牽引する

役割を担った地域です。今後も商業・業務・行政などの既存都市機能の維持・拡充を

はかるとともに、県都にふさわしい賑わいと活力あふれる拠点市街地の形成を目指し

ます。 

   また、秋田新幹線の発着駅である秋田駅を有する本地域は、県内外からの来訪者を

迎える玄関口としての役割も担っていることから、県都秋田のイメージを形づくる

“顔”として、秋田ならではの歴史・文化・自然を活かした魅力ある市街地環境の形

成を推進します。 

   さらに、秋田駅は市民の日常生活を支える、鉄道やバス交通などの公共交通の中心

拠点でもあることから、円滑な都市間・都市内移動の確保に向けて、更なる利便性の

向上に向けた環境整備に取り組みます。 

 

（３）まちづくりの方針 

①土地利用の方針 

【都心・中心市街地の活性化】 

○ 商業・業務機能や交通機能が集中する秋田駅周辺から、行政機能が集中する山王地

区を、本市の都心・中心市街地として位置づけます。 
 

○ 中心市街地については、市民の生活拠点として、また県内外からの来訪者の玄関口

として、商業・業務機能の維持・充実をはかるとともに、行政・医療・文化機能な

ど、多様な都市機能の集積・拡充に向けた環境整備を進め、人が集う賑わいのある

市街地の形成を目指します。 
 

 

歴歴史史・・伝伝統統とと現現代代ががふふれれああうう  粋粋ななままちち  

■ 県の発展を牽引する 高次都市機能が集積した賑わいのあるまちづくり 

■ 秋田らしさと歴史・文化が香る 魅力あふれる県都秋田の“顔”づくり 

■ 市内外への交通拠点として 公共交通の利便性が高いまちづくり 
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○ 市役所をはじめ、国・県の様々な官公庁施設や公共公益施設が集積する山王地区の

パブリックゾーンにおいては、県の発展を支える行政拠点として、引き続きその機

能の維持・充実をはかるとともに、行政の中心地にふさわしい、ゆとりとうるおい

のある都市空間の維持・管理を促進します。 
 

○ 仲小路をはじめとする既存の商業地においては、各種イベントなど自由に使える空

間づくりや歩いて楽しめる買い物環境の創出など、街なかに人を集客するためのソ

フト面の充実による活力の向上を促進します。 
 

○ 幹線道路沿いの沿道型サービス施設については、中心市街地との商業機能の役割分

担をはかりつつ、都市機能の拡充に向けた計画的な立地を誘導します。 
 

○ 東北随一の繁華街である川反地区については、秋田の観光のにぎわいの原点として、

地域文化・生活風習などを印象づける街並み形成や、隣接する旭川の親水性の向上

など、各種協定等のエリアマネジメントを視野に入れた景観づくりを進めます。 

 

【快適な居住環境の形成】 

○ 本市の中でも、高い生活利便性を有する本地域においては、集約型都市構造の実現

に向けた街なか居住の促進に向けて、空き家・空室など既存ストックの活用や民間

活力の導入をはかり、郊外部からの住み替えの受け皿となる高齢者向け住宅等の確

保・整備を促進します。 
 

○ 商業・業務系市街地内に残された、狭隘道路や狭小敷地によって構成される従来か

らの低層住宅地については、適切な道路や日照・通風が確保された良好な居住環境

の形成に向けて、住民や行政の協働により、地区計画や建築協定などのまちづくり

ルールの導入を促進します。 
 

○ 土地区画整理事業等によって、良好な居住環境が形成されている住宅地については、

引き続きその環境の維持・増進をはかり、住宅地周辺の幹線道路沿いの商業・業務

地については、後背の居住環境への十分な配慮を求めます。 

 

【工業地の環境整備】 

○ 旧雄物川沿いの工業地については、周辺風致地区の自然環境や住環境との調和に配

慮するとともに、産業振興に資する良好な操業環境の維持・更新をはかります。 
 

○ 工業地内に残された低未利用地については、都心部への良好なアクセス性を活かし

た企業誘致の促進により、有効利用をはかります。 

 

【空地・空き店舗等の利活用】 

○ 市街地内に残存する空地や緑地については、市民や行政など多様な主体が連携・協

働しながら適切な管理をはかり、ポケットパークや除雪スペースとして、良好な市

街地環境の形成に向けたオープンスペースとしての活用をはかります。 
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○ 既存施設や商業地で発生している空きビル・空き店舗については、所有者の協力を

得ながら、地域住民や高齢者の交流の場などとして有効活用し、地域内の活力の創

出を促進します。 

 

【自然環境の保全・管理】 

○ 本市の歴史・文化を象徴する千秋公園や市民のスポーツ拠点となる八橋運動公園な

どの大規模な公園については、市街地にうるおいを与える貴重な緑地空間の適切な

保全・管理をはかります。 
 

○ 旧雄物川、旭川、草生津川、太平川など、地域内を流れる河川については、豊かな

水資源の保全・管理と親水空間としての水辺環境の整備を促進します。 
 

○ 寺町地区に残存する境内の緑地空間については、その歴史的環境とともに、適切な

保全・管理をはかります。 

 

②交通体系の整備方針 

【幹線道路の整備促進】 

○ 地域内を通る市街地環状道路や都心環状道路などの環状道路については、未整備区

間（都市計画道路川尻広面線等）の整備を促進し、市内環状道路ネットワークの早

期完成を目指します。 
 

○ 環状道路網を相互に連絡する分散導入路については、関係機関との調整をはかりな

がら、県道秋田天王線や秋田岩見船岡線など、整備済みの道路の適切な管理を進め

るとともに、未整備区間の計画的な整備を促進します。 
 

○ 秋田駅の東西を結ぶ秋田中央道路の適切な管理と、都市計画道路千秋広面線の機能

強化や千秋山崎線の整備を促進し、秋田駅東西の交通渋滞の緩和および都心部への

円滑なアクセス性の確保をはかります。 

 

【持続可能な公共交通の確保】 

○ 市内外へ移動する際の拠点となる秋田駅については、交通結節拠点としての機能の

充実に向けて、高齢者をはじめ、誰もが安全かつ円滑に移動できる交通施設の整備

をはかるとともに、鉄道とバス間の円滑な乗り継ぎ環境の整備など、相互の連携強

化を促進し、更なる利便性向上を目指します。 
 

○ 秋田駅を中心とした円滑な都市内交通網の整備に向けて、秋田駅と各地域の地域中

心を結ぶ、幹線バス路線の連携強化を促進します。 
 

○ 駅前のターミナルや駐輪場の利活用による、ライドアンドライドなど低炭素型の地

域内および都市間移動への移行を促進します。 
 

○ 都市計画道路泉外旭川線による交通環境の変化を見極め、JR との連携をはかりなが

ら、泉・外旭川地区における新駅の方向性を検討します。 



 71

 
 

 

【中心市街地の賑わい創出に向けた交通環境の整備】 

○ 中心市街地の賑わい創出に向けて、バリアフリー型の歩行者空間の確保や駐車場・

駐輪場の整備、車両進入規制や駅前駐輪の規制緩和などの検討をはかりながら、歩

行者・自転車・車が共存できる、快適で魅力的な市街地環境の形成を促進します。 
 

○ タウンビークル環境整備事業の推進や買い物ポイントによる駐車場無料システムの

導入など、中心市街地の歩行者環境の改善による賑わい創出を目指します。 
 

○ 仲小路における歩行者モール化などの検討をはかりながら、歩いて楽しめ、滞留空

間にもなる商業環境の形成を促進します。 

 

【安全で快適な道路環境づくり】 

○ 電線類の地中化を進めるとともに、狭隘道路の解消や歩道の確保をはかり、人に優

しい道路空間づくりを進めます。 
 

○ 市街地内におけるポケットパークの整備により、快適で魅力のある歩行空間の創出

を推進するとともに、地域住民をはじめとする多様な主体の協働による適切な維

持・管理をはかります。 

 

③その他の方針 

【市街地開発事業の計画的な整備】 

○ 秋田駅西北地区については、土地区画整理事業の円滑かつ計画的な整備を推進し、

多様な都市機能の集積が可能となる、駅周辺にふさわしい市街地形成をはかります。 
 

○ 中通一丁目地区市街地再開発事業については、土地の合理的かつ健全な高度利用と

都市機能の更新をはかります。また、秋田駅前地区の未整備区域については、社会

経済状況もふまえながら、立地にふさわしい市街地再開発事業の展開を目指します。 

 

【県都秋田の魅力ある“顔”づくり】 

○ 本市の玄関口となる中心市街地については、県都秋田のイメージを形成する“顔”

づくりに向けて、魅力ある都市景観の形成を目指します。 
 

○ 都心部の貴重なみどりと歴史・文化の場となる千秋公園の活用に向けて、公園と市

街地を結ぶ導入部の魅力創出による、中心市街地との連携強化をはかります。 
 

○ 山王大通りについては、本市のメインストリートにふさわしい沿道機能の集積を促

進するとともに、良好な都市景観を形成するケヤキ並木などの緑環境の維持・保全

をはかります。 
 

○ 秋田らしい都市景観の創出に向けて、電線類の地中化や建築物や屋外広告物の形態

規制の導入などにより、統一性のある美しい都市景観づくりを目指します。また、

地元大学との連携・協働によるまちづくりデザインの導入など、活力と魅力あふれ

る都市空間の創出に向けた取組を促進します。 
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【水と緑のネットワークづくり】 

○ 都市にうるおいを与える水と緑のネットワークづくりに向けて、山王帯状緑地の適

切な維持・管理や旭川沿いでの沿川緑化の促進など、魅力ある河川環境の創出をは

かります。 
 

○ 桜やコスモスなどの良好な景観が形成されている草生津川や太平川においては、市

民や行政など多様な主体の連携・協働によって、引き続き魅力ある河川景観の維持・

保全をはかります。 
 

○ 秋田駅前から山王地区の官公庁街に至る一体的な地域においては、沿道緑化など連

続する緑空間の創出による、緑のネットワークづくりを促進します。 

 

【安全安心なまちづくり】 

○ 安全安心なまちづくりに向けて、防犯活動や除雪作業などの地域コミュニティ活動

の強化・充実をはかります。 
 

○ 地域内の既存施設や公園等を活用した、地域の子ども達との交流の場の創出など、

住民同士のつながりの強化に向けた取組を促進します。 
 

○ 地域内の病院と連携しながら、近隣のコミュニティセンター、集会所などで健康づ

くりに向けた講座を開くなど、コミュニティレベルでの医療サービスの充実を促進

します。 
 

○ 地震等の災害に強いまちづくりに向けて、地域内の老朽化建築物の建て替えと耐震

化の促進をはかります。また、狭隘道路が残る地区については、地区計画等の導入

により、緊急車両が円滑に通行できる道路を地区施設として確保するなど、安全性

の高い環境整備を促進します。 



 

 

 ■ 中央地域構想図 

【持続可能な公共交通の確保】 

○ 秋田駅では、誰もが安全かつ円滑に移動できる交通施設の整備、鉄

道とバス間の円滑な乗り継ぎ環境の整備など、相互の連携強化を促

進し交通結節拠点として機能を充実 

○ 秋田駅を中心とした円滑な都市内交通網の整備に向けて、秋田駅と

各地域の地域中心を結ぶ、幹線バス路線の連携強化を促進 

○ 秋田駅前のターミナル等の利活用による、ライドアンドライドなど

低炭素型の地域内移動を促進 

○ 都市計画道路泉外旭川線による交通環境の変化を見極め、JR との

連携をはかりながら、泉・外旭川地区における新駅の方向性を検討 

○ 山王大通りでは、メインストリート

にふさわしい沿道機能の集積と、良

好な都市景観を形成するケヤキ並木

などによる緑環境を維持・保全 

【中心市街地の賑わい創出に向けた環境整備】 

○ バリアフリー型の歩行者空間の確保や駐車場・駐輪場の整備、

車両進入規制や駅前駐輪の規制緩和などの検討をはかり、歩

行者・自転車・車が共存できる、快適で魅力的な市街地環境

の形成を促進 

○ タウンビークル環境整備事業の推進や買い物ポイントによる

駐車場無料システムの導入など、中心市街地の歩行者環境の

改善による賑わい創出 ○ 中心市街地との役割分担をはかりつつ、都

市機能の拡充に向けた幹線道路沿道におけ

るサービス施設の立地を計画的に誘導 

【都心・中心市街地の都市機能】 

○ 中心市街地では、市民の生活拠点として、また県内外から

の来訪者の玄関口として、商業・業務機能の維持・充実を

はかり、行政・医療・文化機能など、多様な都市機能の集

積・拡充に向けた環境整備を促進 

○ 市や国・県の官公庁施設等が集積する山王地区では、県の

発展を支える行政拠点として、機能の維持・充実をはかり、

行政の中心地にふさわしい、ゆとりとうるおいのある都市

空間の維持・管理を促進 

○ 仲小路をはじめとする既存商業地での、街なかに人を集客

するためのソフト面の充実 

○ 空き家・空室など既存ストックの活用や民間活力の導入を

はかり、郊外部からの住み替えの受け皿となる高齢者向け

住宅等の確保・整備を促進 

【工業地の環境整備】 

○ 周辺の風致地区の自然環境や住環境

と調和した工業地の維持 

○ 産業振興に資する良好な操業環境の

維持・更新 

○ 低未利用地への企業誘致等の促進 

【空地・空き店舗等の利活用】 

○ 多様な主体の連携・協働による適切な管理をはかり、ポケットパ

ークや除雪スペースとして、良好な市街地環境の形成に向けたオ

ープンスペースとして活用 

○ 既存施設や空きビル・空き店舗は、所有者の協力を得ながら、地

域住民や高齢者の交流の場として有効活用し、地域内の活力の創

出を促進 

○ 旭川沿いの沿川緑化など、魅力

ある河川環境の創出を促進 

【安全で快適な道路環境づくり】 

○ 電線類の地中化、狭隘道路の解消や歩道

の確保 

○ ポケットパークの整備による快適な歩行

空間の創出 

○ 都心部の貴重なみどりと歴史・文

化の場としての千秋公園の保全

と活用 

○ 風致地区と千秋公園との一体的

な保全 

○ 市街地からの導入部の魅力向上

による中心市街地との連携強化 ○ うるおいある都市環境の形成に向けた山

王帯状緑地の適切な維持・管理 

○ 地区計画等による昔ながらの街並みの維

持や狭隘道路の解消 

○ 寺町の歴史を感じさせる落ち着いた佇ま

いと豊かな緑の保全 

【安全安心なまちづくり】 

○ 防犯活動や除雪作業等の地域コミュニティ活動の強化・充実 

○ 地域内の病院と連携しながら、近隣のコミュニティセンター、集会所などで

の健康づくり講座など、コミュニティレベルでの医療サービスの充実 

○ 既存施設や公園等を活用した、地域の子ども達との交流の場の創出 

○ 災害に強いまちづくりに向けた、老朽化建築物の建て替え・耐震化の促進や

地区計画等の導入による狭隘道路の解消 

【県都秋田の魅力ある“顔”づくり】 

○ 統一性のある建物や道路沿いの広告看板など、美しい都市景観

の創出に向けた景観ルールづくり 

○ 電線類の地中化などによるゆとりある都市景観の創出 

○ 地元大学との連携・協働によるまちづくりデザインの導入 

○ 周辺地域から都心への発着交通

の対処に向けた、都心環状道路の

未整備区間（都市計画道路川尻広

面線等）の整備促進 

【市街地開発事業の計画的な整備】 

○ 秋田駅西北地区での土地区画整理事業の円滑かつ計画的な整備 

○ 中通一丁目地区市街地再開発事業における土地の合理的かつ健

全な高度利用と都市機能の更新 

○ 秋田駅前地区の未整備区域での社会経済状況をふまえた立地に

ふさわしい市街地再開発事業の展開 
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２ 東部地域 

 

（１）地域の概要 

①概況 

  東部地域は、秋田駅東口周辺に土地区画

整理事業による基盤の整った住宅地が広

がっており、地域内の幹線道路沿道には、

多くの沿道型サービス施設が立地してい

ます。 

  また、地域内には秋田大学やノースアジ

ア大学をはじめとする高等教育機関が立

地しており、学園都市としての性格を有し

ています。 

市街地の東側には、良好な田園地帯や森

林環境が広がっており、山間部には太平山

リゾート公園や仁別国民の森などの観光

拠点も整備されるなど、豊かな自然環境に

恵まれた地域となっています。 

 

②人口・世帯数の推移 

東部地域の平成 21 年 10 月 1 日

時点の人口は64,986人となってお

り、平成 12 年からの 10 年間で約

2.7%（1,781 人）減少しています。 

一方、人口減少が進む中で世帯

数は平成 21 年で 28,833 世帯と 10

年間で約 2.8%（775 世帯）増加し

ており、1 世帯当たりの人員も 2.38

人/世帯から 2.25 人/世帯に減少す

るなど、核家族化の進行や学生を

はじめとする単身世帯の増加が見

られます。 

地域内の年齢別人口構成比（平成 17 年国勢調査より）をみると、年少人口（15 歳未

満）が 11.9％、生産年齢人口（15～64 歳）が 65.5％、老年人口（65 歳以上）が 22.4％

と、7 地域の中で最も生産年齢人口の割合が高い地域となっています。 

※住民基本台帳（各年 10 月 1 日時点）より。H12,17 は国勢調査結果
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③土地利用の状況・課題 

   東部地域の面積は約 17,930ha で、地域の約半分（約 8,270ha）が秋田都市計画区

域（線引き都市計画区域）に指定されています。 

秋田駅から東側に広がる市街地には用途地域（約 1,180ha）が指定されており、東

側の田園・森林地域には、農業地域の農用地区域（約 1,020ha）や森林地域の国有林

（約 5,250ha）、地域森林計画対象民有林（約 8,850ha）、保安林（約 5,530ha）、自然

公園地域の特別地域（4,400ha）が指定されています。 

また、良好な都市景観を保全すべき地域として手形山風致地区が指定されています。 

 

【商業・業務地】 

   本地域の市街地内に整備されている都市計画道路千秋広面線、秋田駅東中央線、川

尻広面線の沿道に、沿道型サービス施設が立地しています。また、これらの 3 路線に

接続し、本市の主要幹線道路のひとつでもある都市計画道路横山金足線の沿道におい

ても、大規模な沿道型サービス施設が集中しており、本地域では自動車利用を前提と

した沿道型の商業地が形成されています。 

今後は、沿道型商業地の機能を維持していくとともに、既存商店街の活性化による

地域住民の身近な買い物環境の充実など、自動車移動に頼らない生活環境づくりが求

められます。 

また、秋田駅東地区についても、本市の“顔”となる秋田駅と一体を成す地区とし

て、都市機能の更なる充実をはかり、拠点性の向上を推進していく必要があります。 

 

【住宅地】 

   秋田駅東地区では、これまでに実施されてきた土地区画整理事業により、道路など

良好な都市基盤が整備されており、そのエリアに戸建を中心とした比較的密度の高い

住宅地が形成されています。また、事業が実施されていない地区でも、昔からの既存

住宅地や民間開発等によって整備された住宅地が広がっています。 

   地域の北側には、手形山団地をはじめとする戸建住宅地が整備されており、都市計

画道路横山金足線より東側の地区でも、大規模な住宅団地が開発されています。 

   郊外の田園地帯の既存集落においては、高齢化や人口の流出による空き家の増加や

地域の活力低下が課題となっており、地域コミュニティの維持に向けた対策が求めら

れます。また、下水道施設の整備が不十分な地区も見られるため、快適な集落環境づ

くりを進めていく必要があります。 

 

【農地・自然環境】 

   地域の東側に広がる田園・森林地域では、山間の平野部に優良農地が確保されてお

り、今後も貴重な農業生産の場として積極的な利用と適切な保全・管理が求められま

す。森林地域についても、一部が県立太平山自然公園に指定されるなど良好な環境が

保たれており、引き続き、本市の貴重な緑資源として保全・管理が求められます。 
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地域北側の丘陵地には、良好な景観を有する手形山公園があり、住宅地から望む良

好な緑空間となっています。また、地域の北側に旭川、中央から南側にかけて太平川

が流れ、市街地内の貴重な水辺空間としての役割を果たしています。 

 

【その他の拠点・都市機能】 

   本地域には、秋田大学やノースアジア大学など、秋田県を代表する大学が立地して

おり、あわせて地域の総合病院となる秋田大学病院も整備されるなど、広域的な文教・

医療拠点としての役割を担っています。 

観光拠点としては、秋田駅東口に市民や来訪者の交流の場となるアルヴェが整備さ

れています、郊外の山間部には、プールやスキー場などのレクリエーション施設を併

設した太平山リゾート公園や豊かな森林環境を活かした仁別国民の森が整備されてお

り、市内外からの交流人口の拡大に向けて、各施設の機能充実と積極的な活用が求め

られます。 

 

④交通施設の整備状況・課題 

【広域交通】 

   広域交通を担う道路として、地域内に秋田外環状道路と秋田中央インターチェンジ

が整備されています。 

   また、市街地から秋田中央インターチェンジに連結する都市計画道路秋田駅東中央

線が整備されており、高速道路へのアクセス性向上がはかられています。 

 

【地域間・地域内交通】 

   県内外への広域交通を担う秋田外環状道路は、広域的に通過する交通を市街地から

排除するための外周部環状道路としても位置づけられています。 

また、都心の通過交通を排除するための市街地環状道路として、都市計画道路横山

金足線が整備されています。 

周辺地域から都心への発着交通に対処する道路として、都市計画道路千秋広面線、

川尻広面線などが都心環状道路に位置づけられています。これらの路線は、秋田駅の

東西を結ぶアクセス道路として重要な役割を担っており、未整備区間の計画的な整備

が求められます。 

郊外からのアクセス道路としては、県道秋田八郎潟線や秋田岩見船岡線、秋田北野

田線等の主要地方道が整備されており、更なるアクセス性の向上に向けた維持・改修

が望まれます。 
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【公共交通】 

   本地域には、JR 秋田新幹線、奥羽本線、羽越本線が発着する秋田駅が整備されてお

り、秋田駅東口にはバス・タクシー・自家用車などが利用できるターミナルが整備さ

れています。 

   しかし、バスによる郊外地域から秋田駅までのアクセス性・利便性が不十分であり、

多くの住民がマイカーでの移動を選択せざるを得ない状況にあることから、バス路線

の利便性向上によるライドアンドライドの促進など、交通量の抑制と低炭素型の地域

内移動の実現に向けた環境整備が求められます。 

 

⑤その他の状況・課題 

【景観形成】 

   本地域は、市街地周辺の手形山風致地区における丘陵地を活かした良好な緑地景観、

市街地内を流れる河川を活かした水辺景観、市街地の東側に広がる田園・森林景観な

ど、様々な自然資源によってうるおいのある景観が形成されています。 

   また、秋田駅東口地区では、土地区画整理事業によって整備された計画的な街並み

が広がっています。今後は、更なる魅力づくりに向けて、建物形態のルール化など、

より統一感のある街並みづくりに向けた取組が重要となります。 

 

【大学との連携】 

   本地域には、県を代表する秋田大学やノースアジア大学が立地しており、地域内に

多くの若者が居住しています。その恵まれた特性を活かし、大学との連携強化をはか

りながら、実践的な学習の場としての環境づくりや地域住民との交流の場の創出など、

若い力を活用した地域活力の向上が期待されます。 

 

（２）目指すべき地域の姿  

 

 

 

 

 

 

   本地域は、豊かな自然環境を有する一方で、秋田駅東地区を中心とした大規模な都

市基盤整備、宅地化の進展や幹線道路沿道におけるサービス施設の立地など、都市化

が進んできた地域でもあります。 

今後は、秋田駅東地区を中心として公共交通を含む都市機能の更なる充実をはかり、

商業機能の誘導など生活利便性の高いまちづくりを目指します。 

太太平平山山をを望望むむ東東玄玄関関  人人をを育育むむ学学園園都都市市  

■ 秋田駅東地区を中心に都市機能が集積する 利便性の高いまちづくり 

■ 地域内の大学を活かした 若者が集まり賑わいを生み出すまちづくり 

■ 豊かな自然環境と調和した 居住性の高いまちづくり 
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また、地域内に立地する大学との積極的な連携をはかりながら、若者が集う活気の

あるまちづくりを推進し、地域の活力創出を目指します。 

本地域の恵まれた自然環境については、郊外における無秩序な都市化の抑制や市民

や行政など多様な主体の連携によって適切な保全・管理を進め、市街地についても、

自然環境と調和した居住性の高い環境づくりを目指します。 

 

（３）まちづくりの方針 

①土地利用の方針 

【地域中心の拠点性の向上】 

○ 交通の拠点となる秋田駅をはじめ、幹線道路沿道に沿道型サービス施設を中心とし

た商業機能を有し、また、都市基盤の整った良好な住宅地に多くの市民が居住して

いる秋田駅東地区を、東部地域の地域中心として位置づけます。 
 

○ 秋田駅東地区周辺については、本地域の地域中心として、大学や病院などの既存機

能の維持・活用とともに、商業・業務機能や文化機能など、更なる都市機能の集積

に向けた環境づくりをはかり、市民や学生が集う、賑わいのある地域中心の形成を

目指します。 

 

【商業・業務機能の適切な誘導】 

○ 都市計画道路横山金足線、秋田駅東中央線など、幹線道路沿道に形成されている沿

道型商業・業務地については、都市全体の商業地との役割分担をはかりながら、地

域内における計画的なサービス施設の立地を誘導します。 
 

○ 都市計画道路千秋広面線、川尻広面線の沿道商業地ついては、自動車利用者だけで

なく、地域住民の身近な買い物の場として、関連施設が進出しやすい環境整備を進

め、日常生活の利便性向上を目指します。 
 

○ 沿道型商業・業務地の形成に当たっては、後背住宅地に与える影響に十分に配慮し

た上で、適切な用途・規模の施設の立地を誘導します。 

 

【快適な居住環境の形成】 

○ 土地区画整理事業によって、十分な都市基盤が整備された秋田駅東地区の住宅地に

ついては、引き続き良好な居住環境の維持・向上をはかります。既存住宅地につい

ても、地区計画や建築協定などの手法を活用しながら、緑地の創出など良好な居住

環境の形成に向けた取組を促進します。 
 

○ 手形山団地など、北側の丘陵地に近接して整備された住宅地については、周辺の自

然・歴史環境との調和に配慮しながら生活環境の維持・向上を進め、風致地区内の

良好な居住環境の保全をはかります。 
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○ 本地域の充実した医療機能を活かした街なか居住の誘導に向けて、民間活力の導入

や既存ストックの活用をはかりながら、郊外部からの住み替えの受け皿となる高齢

者向け住宅等の整備を促進し、集約型都市構造の実現を目指します。 

 

【自然環境の保全・管理】 

○ 本地域の東側に広がる森林地域については、将来にわたって保全すべき貴重な資源

であることから、都市計画法や森林法などの関連法令の適切な運用により、森林の

喪失防止をはかるとともに、森林環境保全への市民意識を高めるための情報提供の

充実を進めながら、市民や行政、企業などの多様な主体の連携・協働により、豊か

な森林環境の保全・管理をはかります。 
 

○ 旭川や太平川をはじめとする本地域を流れる河川については、市民や行政など多様

な主体の協働・連携による良好な河川環境の保全活動を促進します、また、河川の

整備・改修にあたっては、生き物の多様性に配慮した、河川整備を促進します。 
 

○ 河川の水質保全に向けて、公共下水道など地域特性に応じた適正な排水処理の実施

を促進するとともに、排水などで河川を汚染しないよう、地域住民への意識啓発や

情報提供の充実をはかります。 

 

【田園環境の保全・管理】 

○ 市街地を囲むように広がる田園地帯については、無秩序な開発の抑制と優良農地の

確保により、良好な営農環境の維持・保全をはかるとともに、農道・水路等の農業

基盤の適切な維持・改修により農業生産環境の向上を促進し、優良農地の保全を目

指します。 
 

○ 農業従事者の高齢化や後継者不足などを背景として、増加が見込まれる耕作放棄地

については、農地情報の適切な管理と農地利用を推進し、耕作放棄地の発生抑制を

目指します。 

 

【郊外既存集落の維持・活性化】 

○ 高齢化や人口流出によって衰退が懸念される郊外の既存集落については、コミュニ

ティの維持・活性化に向けて、他都市からの住み替えや U･I･J ターンなど、新たな人

口流入の促進に寄与する都市計画制度等の導入を検討します。 
 

○ 都市計画制度等の導入により、集落で発生している空き家や耕作放棄地については、

農産物の産直施設や農家民宿、体験農園などとしての利活用を促進し、都市と農村

の交流の場の創出と地域の活力向上を目指します。 
 

○ 既存集落においては、下水道施設の整備や生活道路の改修など、集落環境の維持・

向上をはかり、流入人口の拡大を目指します。 
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②交通体系の整備方針 

【幹線道路の整備促進】 

○ 広域交通を担う秋田外環状道路へのアクセス性向上に向けて、市街地から秋田中央

インターチェンジに連結する都市計画道路秋田駅東中央線の適切な管理をはかりま

す。 
 

○ 地域内を通る市街地環状道路や都心環状道路などの環状道路については、引き続き

適切な管理を行うとともに、関係機関との調整をはかりながら、未整備区間の計画

的な整備を促進します。 
 

○ 秋田駅の東西を結ぶ都市計画道路千秋広面線、川尻広面線、千秋山崎線については、

都心部への円滑なアクセスを担う重要な道路として、その機能の充実を促進し、地

域中心における活力向上を目指します。 
 

○ 都市計画道路明田外旭川線の計画的な整備を推進し、都心環状道路の機能向上をは

かるとともに、北部地域との連絡道路としての機能の強化をはかります。 
 

○ 郊外部から地域中心へのアクセス道路となる、県道については、関係機関との調整

をはかりながら、アクセス性の維持・充実を促進します。 

  

【持続可能な公共交通の確保】 

○ 本市の玄関口であり、市内外へ移動する際の拠点となっている秋田駅周辺について

は、市民の交通結節拠点として、施設のバリアフリー化や鉄道とバス交通との連携

強化による機能充実を促進します。また、秋田駅東口のターミナル等の利活用をは

かり、ライドアンドライドなど低炭素型の地域内および都市間移動への移行を促進

します。 
 

○ 郊外地域から秋田駅までのアクセス性・利便性の向上に向けて、バス路線の再編を

含めた公共交通網の見直しを促進し、公共交通利用者の拡大を目指します。 

 

【安全で快適な道路環境づくり】 

○ 小中学校の通学路などでは、街灯や防犯灯の設置を進めるとともに、地域住民の連

携・協力によるパトロールの強化など、安全安心な道路環境づくりに向けた取組を

促進します。 

 

③その他の方針 

【市街地開発事業の計画的な整備】 

○ 秋田駅東地区については、土地区画整理事業の円滑かつ計画的な整備を推進し、良

好な居住環境の形成をはかります。 
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【観光拠点の利活用による地域活力の創出】 

○ 太平山リゾート公園をはじめとする大型観光拠点については、恵まれた自然環境と

都市近郊の立地を活かし、積極的な PR やイベントの開催などによる有効活用を促

進します。また、地域内の観光拠点や歴史・文化施設を巡る回遊ルートの設定を促

進し、地域の交流人口の拡大を目指します。 
 

○ 既に整備済みの仁別サイクリングロードについても、官民連携による維持・管理や

活用を促すイベント等の開催による利用者の拡大をはかり、太平山リゾート公園と

の連携強化を目指します。 

 

【地域資源を活かした魅力ある景観づくり】 

○ 地域の東側に広がる田園・森林環境については、今後も農地や森林の適切な維持・

保全と多様な主体による管理を促進し、良好な自然景観の保全をはかります。 
 

○ 本市を象徴する太平山を望む良好な眺望の保全に向けて、視点場からの眺望を阻害

する突出した高さの建築物の発生を抑制する、建築物の高さ制限の導入についても

検討を進めます。 
 

○ 手形山公園については、良好な都市景観を有する風致公園として、市街地からの良

好な景観の維持・保全をはかります。また、周辺の住宅地においても、丘陵地や寺

社など、緑豊かな環境と歴史・文化資源を活かした、良好な街並みづくりを促進し

ます。 
 

○ 旭川や太平川などの河川については、市民や行政など多様な主体の連携・協働によ

り、川沿いの緑化や親水空間の整備など、魅力ある河川景観の創出をはかります。 
 

○ 土地区画整理事業によって、都市基盤が整備された秋田駅東地区においては、街区

分けされた計画的な市街地景観の維持・育成を目指し、地区計画や建築協定、緑化

協定などによる建物形態や敷地内緑化に関するルールの導入など、統一感のある魅

力ある街並みづくりを促進します。 

 

【大学を活かしたまちづくり】 

○ 若者が集まる活気のあるまちを目指し、地域内に立地する大学と地域コミュニティ

との連携を強化し、学生の力を活かした地域活力の創出をはかります。 
 

○ 地域の防災・防犯活動や除雪作業など、日頃の地域コミュニティ活動についても、

学生をはじめとする若者との連携・協力体制を強化し、誰もが安全安心に暮らせる

まちづくりを目指します。 

 



 

■ 東部地域構想図 

【持続可能な公共交通の確保】 

○ 市内外へ移動する際の拠点となる秋田駅については、交通結

節拠点として機能を充実 

○ バス路線の再編による、郊外地域から秋田駅までのアクセス

性・利便性の向上とバス利用者の拡大 

○ 秋田駅前のターミナル等の利活用による、ライドアンドライ

ドなど低炭素型の地域内移動を促進 

○ 都市全体の商業地との役割分担をはかりながら、幹

線道路沿道でのサービス施設の立地を計画的に誘導

○ 後背住宅地に与える影響に十分に配慮した、適切な

用途・規模の施設の立地誘導 

【地域中心（秋田駅東地区）の都市機能】 

○ 地域内に集積する大学や病院などの既存機能を拡充し、市民や学生

が集う、賑わいのある環境づくりを推進 

○ 秋田駅東口の賑わいづくりに向けて、土地区画整理事業の計画的な

整備など商業・業務施設が進出しやすい環境づくりによる都市機能

の誘導 

○ 集約型都市構造の実現に向けて、充実した医療機能を活かし、民間

活力の導入により、郊外部からの住み替えの受け皿として、高齢者

向け住宅を確保 

○ 土地区画整理事業の円滑かつ計画的な整備の推進 

【田園環境の保全・管理】 

○ 無秩序な開発の抑制と適切な優良農地の確保による営農環境

の維持・保全 

○ 農道・水路等の農業基盤の適切な維持・改修による農業生産環

境の向上 

○ 農地情報の適切な管理と利用による耕作放棄地の発生抑制 

【自然環境の保全・管理】 

○ 市民や行政、企業など多様な主体の連携・協働による、豊かな

森林環境の保全・管理 

○ 森林の喪失防止に向けた開発制限の維持 

○ 森林環境保全への市民意識を高めるための情報提供の充実 

【観光拠点の利活用による地域活力の創出】 

○ 恵まれた自然環境と都市近郊の立地を活かした、既存観

光施設の有効活用 

○ 仁別サイクリングロードの活用を促すイベント開催等

による太平山リゾート公園との連携強化 

○ 地域内の名所などを巡る回遊ルートの設定 

【安全で快適な道路環境づくり】 

○ 通学路などにおける、街灯や防犯灯の設置や地域と連携

したパトロールの強化など、安全安心な道路環境づくり 

【郊外既存集落の維持・活性化】 

○ 既存集落の維持・活性化に向けて、他都市からの住み替えや

U･I･J ターンなどの新たな人口増加に寄与する都市計画制度

等の導入を検討 

○ 空き家・耕作放棄地の管理・活用による、都市・農村交流拠

点の創出（産直施設・農家民宿など） 

○ 下水道施設の整備や生活道路の改修など、集落環境の維持・

向上による流入人口や交流人口の拡大促進 

○ 周辺の自然・歴史環境と調和する風致地区内

の良好な住環境の維持・保全 

○ 東部地域の風致公園として、市街地からの良

好な景観を維持・保全 

○ 背後に丘陵を控え、寺社が立地する歴史と緑

豊かな環境を保全 

○ 秋田駅東西のアクセス性向上に向けた都心環状

道路の整備・拡充 

【大学を活かしたまちづくり】 

○ 大学と商店街の連携など、まちに賑わいを生み出

す交流型のまちづくりに向けたソフト面の充実 

○ 大学と地域との連携をはかり、地域の防災・防犯

などの情報共有とともに協働に向けた体制づくり

を促進 

【河川環境の保全・管理】 

○ 多様な主体の協働・連携による、良好な河川環境の保

全促進 

○ 生き物の多様性に配慮した河川整備の促進 

○ 公共下水道など地域特性に応じた、適正な排水処理の

実施 

○ 排水などで河川を汚染しないよう、地域住民への意識

啓発、情報提供の充実 

○ 自動車利用者だけでなく、地域住民の身近な買い物の場と

して、関連施設が進出しやすい環境整備を進め、日常生活

の利便性向上を促進 

【快適な居住環境の形成】 

○ 土地区画整理事業によって、十分な都市基盤が整備された秋田駅東

地区の住宅地では、引き続き良好な居住環境を維持・向上 

○ 既存住宅地については、地区計画や建築協定などの手法を活用しな

がら、緑地の創出など良好な居住環境の形成に向けた取組を促進

【地域資源を活かした魅力ある景観づくり】 

○ 農地や森林の適切な維持・保全と、多様な主体による管理 

○ 太平山を望む良好な眺望の保全に向けた、建築物の高さ制限の

導入検討 

○ 手形山公園周辺の住宅地では、丘陵地や寺社など、緑豊かな環

境と歴史・文化資源を活かした、良好な街並みづくりを促進 

○ 都市基盤が整備された住宅地では、地区計画や建築協定、緑化

協定などによる建物形態や敷地内緑化に関するルールの導入な

ど、統一感のある魅力ある街並みづくりを促進 
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３ 西部地域 

 

（１）地域の概要 

①概況 

  西部地域は、雄物川の南側と北側で地域

の性格が大きく異なっています。 

南側は、新屋駅を中心とした市街地とと

もに、国道 7 号の沿道に細長い既存住宅地

が形成されています。また西部工業団地、

下浜工業団地、豊岩工業団地が整備されて

います。市街地以外の地域には丘陵地が広

がり、豊かな自然環境を有した地域です。 

北側には、大規模な工業団地や研究所、

スポーツ施設が立地しており、その南東部

に住宅地が形成されています。また、海岸

沿いに松林などの自然環境が残されていま

す。新屋地区よりも、中央地域の都心・中

心市街地とのつながりが強い地域です。 

 

②人口・世帯数の推移 

西部地域の平成 21 年 10 月 1 日

時点の人口は 36,753 人となってお

り、平成 12 年からの 10 年間で約

0.7%（263 人）増加していますが、

近年は減少傾向にあります。 

世帯数も平成 21 年で 13,801 世

帯と 10 年間で約 10.3%（1,294 世

帯）増加しています。1 世帯当たり

の人員は2.92人/世帯から2.66人/

世帯に減少しており、核家族化や

単身世帯の増加が見られます。 

地域内の年齢別人口構成比（平

成 17 年国勢調査より）をみると、年少人口（15 歳未満）が 13.5％、生産年齢人口（15

～64 歳）が 62.6％、老年人口（65 歳以上）が 23.9％と、7 地域の中で 2 番目に年少人

口の割合が高い地域となっています。 

※住民基本台帳（各年 10 月 1 日時点）より。H12,17 は国勢調査結果

36,490

36,794

36,833

36,969

37,161 37,124

37,049 36,933

36,802

36,753

12,507

12,789 13,067

12,906

13,276

13,272 13,400

13,485

13,622

13,801

2.92
2.88 2.85 2.83 2.80 2.79 2.77 2.74 2.70 2.66

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

（人・世帯）

2.00

2.20

2.40

2.60

2.80

3.00

3.20

3.40

3.60

3.80

（人/世帯）

人口 世帯 世帯人員



 86

 

 

 

③土地利用の状況・課題 

   西部地域の面積は約 8,240ha で、地域の約 8 割（約 6,450ha）が秋田都市計画区域

（線引き都市計画区域）に指定されています。 

新屋駅を中心に広がる市街地と旧街道および国道 7 号沿道に連続する住宅地には用

途地域（約 1,210ha）が指定されています。また、雄物川沿いの優良な田園地帯には

農業地域の農用地区域（約 740ha）が指定されており、海岸沿いの樹林地や丘陵地に

は、森林地域の国有林（約 80ha）、地域森林計画対象民有林（約 4,460ha）、保安林（約

300ha）が指定されています。 

また、良好な都市景観を保全すべき地域として、勝平山風致地区と大森山風致地区

が指定されています。 

 

【商業・業務地】 

新屋駅周辺や表町において商業施設の立地が見られますが、地域の商業拠点として

十分な機能集積がはかられていない状況です。また、近年の小売店舗数の減少を受け

て、地域内における商業機能低下が懸念されています。 

   今後は、市民の行政・文化拠点として新屋駅前に新たに整備された西部市民サービ

スセンターを活用しながら、商業施設の進出を促す環境整備を進めるとともに、本地

域の都市機能を補完する中央地域の都心部へのアクセス性向上に向けた取組も求めら

れます。 

 

【住宅地】 

   雄物川南側の新屋地区では、既存の住宅地とともに、新屋西地区土地区画整理事業

や民間宅地開発などによる住宅地が形成されています。浜田、桂根、下浜にも、昔か

らの低密度な住宅地が細長く連続して形成されています。また、下浜地区では、職住

近接型の住宅地が工業団地に隣接して整備されています。それぞれの住宅地において

は、引き続き周辺環境との調和をはかりながら、良好な居住環境を整備していくこと

が求められます。 

雄物川北側の勝平地区でも、比較的密度の高い住宅地が形成されており、海岸一帯

に指定された勝平山風致地区と調和した、良好な居住環境の形成が求められます。 

 

【工業地】 

   雄物川南側では、新屋地区の市街地内に西部工業団地が整備されています。また、

下浜地区には職住近接型の下浜工業団地が、豊岩地区には臨空港型の豊岩工業団地が

それぞれ整備されています。工業団地には、まだ未利用地も残されていることから、

周辺環境に配慮した良好な操業環境の維持・形成をはかるとともに、企業誘致による

土地の有効活用と地域産業の活性化も求められます。 

   雄物川北側の向浜地区にも、大規模工場や研究所を有する工業地が整備されており、

良好な創業環境の維持・増進や勝平山風致地区との調和が求められています。 
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【農地・自然環境】 

   本地域は、海岸や河川、丘陵地や堤などの多様な自然資源を有した地域です。 

雄物川の南側は丘陵地で形成されており、その山間や雄物川沿いの平野部に優良な

田園空間が広がっています。丘陵地は大小様々な堤・池沼を有しており、昔ながらの

里地里山空間が残されています。また、海岸部にも、保安林に指定された松林など豊

かな緑地空間が広がっており、良好な海辺環境が保全されています。 

雄物川の北側でも、海岸部の松林をはじめ、ゴルフ場や自衛隊の演習場など、多様

な用途として活用されながらも、多くの自然環境が維持・保全されています。 

今後も、貴重な地域資源として自然環境の適切な保全・管理が求められます。 

 

【その他の拠点・都市機能】 

雄物川南側の新屋地区の市街地には、地域住民の行政・文化拠点となる西部市民サ

ービスセンターや秋田公立美術工芸短期大学が立地しています。また、市民の憩いの

場として、大森山動物園を有する大森山公園や浜田森林総合公園などの大規模公園が

整備されています。 

雄物川北側には、県立武道館やこまちスタジアムなど、大規模スポーツ施設が整備

されており、広域スポーツ拠点としての役割を果たしています。また、県の技術セン

ターや研究所など、県の公共公益施設が多数立地しています。 

また、海岸沿いの秋田空港跡地については、地域活力の創出に向けた土地の有効活

用が求められます。 

 

④交通施設の整備状況・課題 

【地域間・地域内交通】 

 広域的に通過する交通を市街地から排除する外周部環状道路として、都市計画道路

新屋豊岩線と国道 7 号秋田南バイパスなどが整備されています。 

 外周部環状道路に連絡し連続性のある幹線道路網を形成する放射道路としては、国

道 7 号秋田南バイパス・下浜道路が位置づけられており、未整備区間については計画

的な整備が望まれます。 

また、本市の環状道路網を相互に連絡する道路として、国道 7 号秋田南バイパスと

県道秋田天王線が分散導入路に位置づけられています。 

 

【公共交通】 

   本地域には、JR 羽越本線の新屋駅、桂根駅、下浜駅が整備されていますが、運行本

数の少なさやバスとの乗り継ぎの不便さなどが課題となっています。今後は、本地域

の都市機能を補完する都心部との連携強化が求められることから、都心部へのアクセ

ス性の向上に向けた取組が求められます。 
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⑤その他の状況・課題 

【景観形成】 

   本地域では、海岸や河川、丘陵地などの豊かな自然資源によって、良好な自然景観

が形成されています。また、市街地においても新屋地区の新屋表町通りの伝統的な街

並みや大川端帯状近隣公園の桜並木など、特徴的な景観が形成されており、今後も周

辺環境と調和した魅力ある街なか景観づくりが求められます。 

 

（２）目指すべき地域の姿  

 

 

 

 

 

 

 

   本地域は、住宅地をはじめ大規模な工業団地や公共公益施設などの多様な施設が立

地する市街地が形成されており、市街地周辺には良好な自然環境が保全されています。

これからも、周辺環境との調和に配慮した既存ストックの管理・活用をはかるととも

に、未利用地の積極的な利活用による地域活力の創出など、将来にわたって持続可能

な市街地の形成を目指します。 

   本地域の地域中心となる雄物川南側の新屋地区については、地域住民の生活利便性

の向上を目指し、既存の行政・文化機能の維持・充実をはかるとともに、特に商業機

能の強化に向けた環境づくりに取り組みます。 

   また、交流人口の拡大による地域の活力向上と賑わいの創出に向けて、本地域が有

する海岸や河川、丘陵地などの豊かな自然資源の保全活動を促進し、大森山公園など

の既存観光拠点の積極的な利活用をはかります。 

 

（３）まちづくりの方針 

（１）土地利用の方針 

【地域中心における都市機能の充実】 

○ 交通拠点や行政・文化拠点を有し、商業施設等の誘導をはかる商業地域に指定され

ている雄物川南側の新屋地区（新屋駅周辺および新屋表町）を、西部地域の地域中

心として位置づけます。 
 

海海・・大大森森山山・・学学べべるる里里地地里里山山  ハハーーモモニニーーののままちち  

■ 多様な土地利用が調和した 持続可能な市街地づくり 

■ 商業・行政・文化機能が充実した 利便性の高い生活拠点づくり 

■ 豊かな自然資源を活かした うるおいと賑わいのあるまちづくり 
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○ 商業・行政・文化機能を有する新屋地区については、地域住民の生活拠点として、

既存機能の維持・充実をはかります。特に、地域中心として十分な集積がはかられ

ていない商業および医療・福祉機能については、既存商店街など多様な主体の連携

をはかりながら、関連施設が進出・集積しやすい環境づくりを促進し、地域全体の

賑わいの創出に取り組みます。 
 

○ 商業や医療・福祉機能については、地域内での機能集積を目指しますが、それと同

時に、近接する中央地域との連携強化による不足機能の補完に向けて、都心部への

交通アクセスの利便性向上に向けた取組を促進します。 
 

○ 西部市民サービスセンターを拠点に、地域における市民協働・都市内地域分権を推

進するとともに、地域内の交流強化、市民や来訪者への地域情報の発信拠点として

の活用等を進めます。 
 

○ 産学官の連携による街なか景観の創出や都市と農村の交流にも寄与する朝市の実施

など、地域中心の賑わいづくりに向けたソフト面の充実を促進します。 
 

○ 駅周辺に集積する公共公益施設の案内サインの整備などによる、利便性向上をはか

ります。 

 

【快適な居住環境の形成】 

○ 既存住宅地については、周辺の丘陵地や農地、海岸林などの自然環境に配慮しなが

ら、緑に囲まれた良好な居住環境の維持・形成を促進します。 
 

○ 海岸部の住宅地については、飛砂被害の防止に向けた環境整備を促進します。 
 

○ 勝平山風致地区内の住宅地については、良好な自然景観と調和した、ゆとりのある

居住環境の形成を促進します。 
 

○ 道路などの生活基盤整備が不足している既存住宅地においては、地区計画などの手

法を活用しながら、狭隘道路の解消など、良好な居住環境の形成に向けた取組を促

進します。下浜地区においては、排水処理対策の充実に取り組みます。 

 

【工業地の環境整備】 

○ 本地域に整備された工業団地については、周辺の水辺、緑地などの自然環境や近隣

の居住環境との調和をはかりながら、良好な操業環境の維持・増進に向けた環境整

備を促進します。 
 

○ 西部工業団地については、引き続き操業環境の維持・増進をはかるとともに、団地

全体の活性化に資する環境づくりを促進します。豊岩工業団地においても、近接す

る高速道路との連携強化をはかりながら、そのポテンシャルを活かした企業誘致を

促進します。 
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【自然環境の保全・管理】 

○ 本地域が有する貴重な自然資源については、市民や行政、企業など多様な主体の連

携・協働による、豊かな水辺・森林環境の保全・管理をはかります。 
 

○ 丘陵地の里地里山環境については、市民による積極的な利用に基づく管理を目指し、

市民活動の場として利用できるように、関係機関との調整をはかります。 
 

○ 大森山公園や浜田森林総合公園などの大規模公園については、交流人口の拡大に資

する観光・レクリエーション拠点として、既存機能の充実をはかります。 
 

○ 風況の良い海岸部・山間部における風力発電など、地域特性を活かした自然エネル

ギーの利用を促進します。 
 

○ 地域住民の自発的な環境保全活動を促すため、市民と行政の連携をはかりながら、

地域内での清掃活動の実施や日頃の意識啓発を促進します。 

 

【田園環境の保全・管理】 

○ 丘陵地の山間や雄物川沿いの平野部に広がる田園地帯については、無秩序な開発の

抑制と優良農地の確保により、良好な営農環境の維持・保全をはかるとともに、農

道・水路等の農業基盤の適切な維持・改修により農業生産環境の向上を促進し、優

良農地の保全を目指します。 
 

○ 農業従事者の高齢化や後継者不足などを背景として、増加が見込まれる耕作放棄地

については、農地情報の適切な管理と農地利用を推進し、耕作放棄地の発生抑制を

目指します。 
 

○ 田園地帯に点在する既存集落においては、生活道路や下水道施設などの維持・改修

をはかりながら、生活環境の向上を促進するとともに、コミュニティの維持・活性

化に資する都市計画制度等の導入を検討します。 

 

（２）交通体系の整備方針 

【幹線道路の整備促進】 

○ 国道 7 号と県道秋田天王線については、広域交通需要への対応や地域中心の新屋地

区と中央地域の都心部をつなぐ重要路線として、アクセス性の向上に向けた取組を

促進します。 
 

○ 地域内を連絡する国道 7 号秋田南バイパス・下浜道路、県道寺内新屋雄和線、川添

下浜停車場線については、地域住民の交通利便性の向上に向けて、関係機関との調

整をはかりながら、アクセス性の維持・充実を促進します。 

 

【持続可能な公共交通の確保】 

○ 地域中心となる新屋駅を中心として、マイタウン・バスの活用など、地域内移動の

円滑化に向けたバス路線の再編・充実を促進します。 
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○ 本地域の都市機能を補完する中央地域の都心部への交通アクセスの利便性向上に向

けて、新屋地区と都心部を結ぶ鉄道およびバス路線の拡充を促進します。 
 

○ 鉄道の利用促進に向けて、子どもから高齢者まで、誰もが利用しやすい駅前環境の

整備とバリアフリー化を促進します。また、関係機関と協力しながら、鉄道の運行

本数の拡充に向けた鉄道会社への働きかけを促進します。 

 

【安全で快適な道路環境づくり】 

○ 住宅の密集した地域や狭隘道路が残されている地域については、地区計画などの手

法を活用しながら、緊急車両が円滑に通過できる道路幅員や通学路等における歩行

空間の確保など、安全な道路環境の整備をはかります。 
 

○ 下浜地区においては、渋滞の緩和・解消に向けて、既存市街地の生活環境に配慮し

た下浜道路の整備を促進します。 

 

（３）その他の方針 

【観光拠点の利活用による地域活力の創出】 

○ 大森山動物園や海水浴場等の既存観光拠点の充実をはかるとともに、新屋駅から各

施設へのアクセス性の向上をはかり、市全体の広域レクリエーション拠点の形成を

目指します。 
 

○ 交流人口の拡大による地域活力の創出に向けて、本地域の歴史・文化、景観などを

紹介するパンフレットやマップづくり、ボランティアガイドの育成やホームページ

の開設など、市民や行政など多様な主体の協働による地域資源に関する積極的な情

報発信に取り組みます。 

 

【地域資源を活かした魅力ある景観づくり】 

○ 丘陵地や堤などの美しい里地里山景観、連続する砂浜と松林、海辺らしさを感じさ

せる伸びやかな居住地が一体となった良好な海岸景観など、本地域が有する豊かな

自然資源を活かした景観の維持・保全をはかります。 
 

○ 新屋表町通りの伝統的な街並み、大川端帯状近隣公園の桜並木、雄物川の水辺空間

など、多様な地域資源を活かした魅力ある街なか景観づくりを促進します。 
 

○ 幹線道路沿道については、沿道住民や事業者との連携をはかりながら、建築物や屋

外広告物の形態規制など、景観計画に基づいた良好な沿道景観づくりを促進します。 

 

【住民主体のまちづくり】 

○ 地域コミュニティの連携強化をはかり、地域住民の協力による清掃活動や防犯活動

など、地域住民が中心となったまちづくりを促進します。 



 

 



 

■ 西部地域構想図 

【持続可能な公共交通の確保】 

○ 新屋駅を中心として、マイタウン・バスの

活用やバス路線網の再編などによる市街

地内公共交通の充実 

○ 誰もが利用しやすい駅前環境の整備や鉄

道の運行本数拡充に向けた鉄道会社への

働きかけの促進 

○ 中央地域の都心部への交通アクセスの利

便性向上に向けて、新屋地区と都心部を結

ぶ鉄道およびバス路線の拡充を促進 

【観光拠点の利活用による地域活力の創出】 

○ 既存公園や海水浴場など既存観光拠点の

充実と各施設と新屋駅周辺とのアクセス

性の向上による、広域レクリエーション拠

点の形成 

○ 西部地域ならではの歴史・文化、景観など

を紹介するパンフレット、マップづくり、

ボランティアガイド、HP 開設など、地域

資源情報の発信による交流人口の拡充と

地域活力の創出 

【地域中心（新屋地区）の都市機能】 

○ 新屋駅周辺においては、行政機能が集積する市民生活の中心地

として、商業や医療・福祉機能の充実を目指し、関連施設が進

出・集積しやすい環境づくりによる賑わいづくりを促進 

○ 近接する中央地域との連携強化による、商業、福祉等の不足

機能の補完に向けて、都心部への交通アクセスの利便性向上

に向けた取組を促進 

○ 地域情報の発信拠点として西部市民サービスセンターの活用

と機能充実 

○ 産学官との連携による、地域の賑わいづくり 

○ 駅周辺に集積する公共施設の利便性向上に向けた案内サイン

の整備 

【住民主体のまちづくり】 

○ 地域住民の協力による清掃活動や防犯活動

など、コミュニティの連携を強化し、地域

住民が中心となったまちづくりを促進 

【自然環境の保全・保全】 

○ 市民や行政など多様な主体の連携・協働に

よる、豊かな水辺・森林環境の保全・管理

○ 市民の積極的な利用に基づく丘陵地の里

地里山環境の管理に向けた関係機関との

調整 

○ 既存施設を活用した観光・レクリエーショ

ン機能の充実 

○ 海辺の環境保全のための意識啓発とクリ

ーン活動の実施 

○ 風力発電など、自然環境を活用したクリー

ンエネルギーの利用促進 

○ 周辺環境と調和した、産業振興や地域の活力

創出に向けた操業環境の維持・増進 

【安全で快適な道路環境づくり】 

○ 地区計画等の活用による、住宅の密集した

地域や通学路における歩行者環境の改善 

○ 近接する高速道路の整備に伴うポテンシ

ャルを活かした企業立地の推進 

○ 周辺環境と調和した操業環境の維持・増進 

 

○ 市街地に隣接する風致公園として、保安

林や雄物川の自然環境を維持・保全 

○ 周辺の自然環境と調和した良好な操

業環境の維持・増進 

○ 産業振興や地域の活力創出に向けた操業

環境の維持・増進 

○ 団地全体の活性化に資する環境づくり 

○ 下浜地区における排水処理対策の充実 

○ 渋滞の緩和・解消に向け、既存市街地の生

活環境に配慮した下浜道路の整備を促進 

【田園環境の保全・管理】 

○ 無秩序な開発の抑制による良好な営農環境

の維持・保全 

○ 子どもの教育の場など、多様な主体の積極

的な利活用による農地や里地里山の保全・

管理 

○ 生活道路や下水道施設など、既存農村集落

における生活環境の向上 

【快適な居住環境の形成】 

○ 既存住宅地では、周辺の自然環境に配慮しながら、緑に囲まれ

た良好な居住環境の維持・形成を促進 

○ 海岸部の住宅地では、飛砂被害の防止に向けた環境整備を促進 

○ 勝平山風致地区内の住宅地では、良好な自然景観と調和した、

ゆとりのある居住環境の形成を促進 

○ 地区計画等を活用し、狭隘道路の解消など良好な居住環境の形

成に向けた取組を促進 

【幹線道路の整備促進】 

○ 国道 7 号と県道秋田天王線は、広域交通需

要への対応や地域中心の新屋地区と中央

地域の都心部をつなぐ重要路線として、ア

クセス性の向上にむけた取組を促進 

【地域資源を活かした魅力ある景観づくり】 

○ 雄物川や海辺、堤、丘陵地帯など、西部地域ならではの美

しい自然景観の保全・活用 

○ 連続する砂浜と松林、海辺らしさを感じさせる伸びやかな

居住地が一体となった、海岸の良好な景観の維持・保全 

○ 新屋表町通りの伝統的な街並み、大川端帯状近隣公園の桜

並木、雄物川の水辺空間など、多様な地域資源を活かした

魅力ある街なか景観づくりの促進 

○ 幹線道路沿道における、建築物や屋外広告物の形態規制な

ど、景観計画に基づいた良好な沿道景観づくりの促進 
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４ 南部地域 

 

（１）地域の概要 

①概況 

南部地域は、豊かな水田と丘陵地で構成さ

れた田園空間の中に、中央地域の中心市街地

から住宅地が徐々に拡大しながら形成され

てきた市街地が広がっています。 

また、四ツ小屋駅周辺には本地域の地域中

心となる秋田新都市地区（御所野ニュータウ

ン）が整備されています。 

秋田新都市地区は、職住近接型のニュータ

ウンとして開発された大規模団地で、住宅地

のほか商業・流通・工業機能も有しており、

本市の新たな都市拠点としての役割を担っ

ています。 

郊外部には、秋田赤十字病院が立地してお

り、市の医療を支える拠点となっています。 

  

②人口・世帯数の推移 

全国的な人口減少の中、南部地

域においては、秋田新都市地区の

影響によって、平成 21 年 10 月 1

日時点の人口が 50,048 人と、平成

12 年からの 10 年間で約 2.4%

（1,177 人）増加しています。 

また、世帯数についても、平成

21 年で 18,509 世帯と 10 年間で

約 11.2%（1,876 世帯）増加して

おり、1 世帯当たりの人員は 2.94

人/世帯から2.70人/世帯に減少し

ています。 

地域内の年齢別人口構成比（平成 17 年国勢調査より）をみると、年少人口（15 歳未

満）が 15.0%、生産年齢人口（15～64 歳）が 65.2%、老年人口（65 歳以上）が 19.7％

と、7 地域の中で最も年少人口割合が高く、老年人口割合が低い地域となっています。 

※住民基本台帳（各年 10 月 1 日時点）より。H12,17 は国勢調査結果
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③土地利用の状況・課題 

   南部地域の面積は約 4,170ha で、全域が秋田都市計画区域（線引き都市計画区域）

に指定されています。地域の北西部に広がる市街地と秋田新都市には用途地域（約

1,210ha）が指定されており、田園・丘陵地帯には、農業地域の農用地区域（約 970ha）

や森林地域の地域森林計画対象民有林（約 1,130ha）が指定されています。 

また、良好な都市景観を保全すべき地域として、金照寺山風致地区が指定されてい

ます。 

 

【商業・業務地】 

   地域内の既存市街地内を通過する国道 13 号の沿道にも商業施設が立地しており、

近隣住民の身近な買い物の場となっています。 

また、秋田新都市地区では、レクリエーション施設を併設する大規模な商業施設や

スーパーが整備されており、市内のみならず他都市からも多くの利用客が訪れていま

す。今後も県有数の商業拠点として、その機能の維持・充実が求められます。 

 

【住宅地】 

   大規模な団地開発によって整備された秋田新都市地区は、職住近接型のニュータウ

ンとして、都市基盤が整備された良好な住宅地が形成されています。近年でも新たな

人口の流入が見られており、今後も定住人口の確保に向けた、質の高い居住環境の維

持が求められます。 

   牛島・仁井田地区などの既成市街地では、大小様々な住宅団地が整備されており、

御野場地区にも、大規模開発によって御野場団地が整備され、比較的密度の高い住宅

地が広がっています。 

また、上北手地区の周辺でも大規模な住宅団地が整備されています。 

 

【工業地】 

   秋田新都市地区では、住宅地周辺に居住者の就業の場となる流通団地と工業団地が

整備されています。ただし、未利用地も多く残されていることから、高速道路に近接

する立地特性を活かした企業誘致が求められます。 

   また、卸町には、地域の雇用と産業を支える卸団地が整備されており、流通業務施

設が立地しています。 

 

【農地・自然環境】 

   主に地域の西側に広がる平野部には、まとまった優良農地が確保されており、良好

な田園空間が形成されています。 

東側に広がる丘陵地帯は、谷筋の農地と集落によって、昔ながらの良好な里地里山

環境が保全されています。一部では急傾斜地崩壊危険箇所など防災関連の指定がなさ

れており、安全・安心な地域づくりに配慮した環境の保全・管理が求められます。 
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また、地域の西側には広大な河川緑地を有する雄物川が流れており、南北にも地域

の境界となる岩見川と太平川、地域の中央付近には猿田川が流れるなど、多くの河川

を有しています。 

 

【その他の拠点・都市機能】 

   秋田新都市地区には、秋田テルサやゴルフ場などの文化・スポーツ機能を有する施

設や福祉機能を有する施設が整備されています。 

上北手地区では秋田赤十字病院が整備されており、併設された日本赤十字秋田看護

大学とともに、市全体の医療拠点としての役割を担っています。 

また、地域住民の憩いの場となる水と緑の拠点として、一つ森公園や御所野総合公

園が整備されており、雄物川の河川緑地もスポーツ拠点として活用されています。 

仁井田地区に残されている農業試験場跡地については、地域活力の創出に向けた土

地の有効活用が求められています。 

 

④交通施設の整備状況・課題 

【広域交通】 

   広域交通を担う道路として、地域内を秋田外環状道路が通過しており、秋田新都市

地区に近接して秋田南インターチェンジが整備されています。また、河辺地域に整備

されている日本海東北自動車道の秋田空港インターチェンジと秋田新都市地区を結ぶ

道路として、県道秋田御所野雄和線の整備が進められており、秋田新都市地区の工業

団地・流通業務団地と高速道路との連携強化がはかられています。 

 

【地域間・地域内交通】 

   広域的に通過する交通を市街地から排除するための外周部環状道路として、秋田外

環状道路、国道 13 号、県道秋田御所野雄和線が整備されています。また、都心部の

通過交通を排除するための市街地環状道路として、国道 13 号と都市計画道路横山金

足線が整備されています。 

   河辺地域と外周部環状道路を結ぶ放射道路および環状道路網を相互に連絡する分散

導入路として、国道 13 号と県道秋田御所野雄和線が位置づけられています。各路線

の未整備区間については、関係機関との調整による計画的な整備が求められます。 

   また、雄物川や岩見川の堤防には、雄和仁別自転車道や秋田河辺雄和自転車道の広

域自転車道路ネットワークが形成されており、その適切な管理と有効活用が求められ

ます。 

 

【公共交通】 

   本地域には、JR 奥羽本線の四ツ小屋駅と JR 羽越本線の羽後牛島駅が整備されてい

ます。また、幹線道路を中心として、バス路線も複数整備されており、他の地域と比

べ公共交通の利便性が高い地域となっています。 
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   しかし、秋田新都市地区から鉄道駅までのアクセス性や、鉄道とバス路線との連絡

性が課題となっており、公共交通の連携強化による交通利便性向上が求められます。 

 

⑤その他の状況・課題 

【景観形成】 

   本地域は、平野部に広がる田園景観や丘陵地の里地里山景観、雄物川や猿田川など

の河川景観など、多様な自然資源を活かした良好な景観が形成されています。 

   また、市街地内にも街なかの緑地環境を象徴する金照寺山風致地区が指定されてお

り、地域の豊かな自然景観の保全・管理が求められます。 

 

（２）目指すべき地域の姿  

 

 

 

 

 

 
 

   本地域は、秋田新都市地区を中心として、商業・産業・医療・交通などの多様な都

市機能が集積する生活利便性の高い地域です。今後も未利用地への企業誘致など、都

市機能の更なる充実を促進し、地域内外から多くの人が集まる活力あるまちづくりを

目指します。 

また、田園・丘陵地域や雄物川の水辺空間など、本地域が有する豊かな自然環境に

ついては、引き続き適切な保全活動を促進します。市街地においても、周辺の田園環

境との調和に配慮しながら、ゆとりある居住環境の形成をはかります。 

秋田新都市地区については、本地域だけでなく、周辺地域の都市機能を補完する拠

点となることから、鉄道やバス路線など、既存の公共交通機関の連携強化や幹線道路

の整備を促進し、都心部や周辺地域への高いアクセス性を有する、交通利便性の高い

まちづくりを目指します。 

 

豊豊かかなな緑緑とと美美ししいい街街並並みみがが調調和和ししたた  田田園園都都市市  

■ 多様な都市機能が集積した 生活利便性の高い賑わいのあるまちづくり 

■ 良好な田園空間と調和した 質の高い住宅地づくり 

■ 幹線道路や公共交通が整備された 交通利便性の高いまちづくり 
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（３）まちづくりの方針 

①土地利用の方針 

【地域中心における都市機能の充実】 

○ 商業施設や住宅地、工業地など職住近接型の市街地が計画的に整備され、教育機関

や福祉施設などの多様な都市機能が計画的に集積されている秋田新都市地区を、南

部地域の地域中心として位置づけます。 
 

○ 県内でも有数の商業拠点として、周辺地域の商業機能を補完する役割も担っており、

引き続き既存機能の維持・充実を促進します。 
 

○ 多くの住民が生活する住宅団地として、地域の交流や学習の場となる行政・文教機

能の充実を目指し、多様な主体の連携をはかりながら、関連施設が進出・集積しや

すい環境づくりを促進します。 
 

○ 持続可能な地域づくりに向けて、周辺の工業団地等への企業誘致による地域住民の

就業の場の確保を促進し、地域中心内での定住人口の確保・集積をはかります。ま

た、将来的な地域の高齢化を見据え、高齢者ニーズに対応した福祉機能の充実を促

進します。 
 

○ うるおいある都市環境づくりに向けて、地域住民の協力による敷地内緑化の促進や

沿道の緑化活動などにより、計画的な緑の保全・創出を促進します。 

 

【快適な居住環境の形成】 

○ 秋田新都市地区や御野場団地など、大規模開発によって整備された住宅団地につい

ては、道路や上下水道、公園などの都市基盤が整った住宅地が形成されていること

から、今後も良好な居住環境の維持・更新をはかりながら、他都市などからの流入

による定住人口の拡大を促進します。 
 

○ 小規模開発や個別開発によって形成されてきた既存住宅地については、地区計画や

建築協定などの制度を活用しながら、生活道路の改良・改修や敷地内緑化などを促

進し、居住環境の向上につとめます。 
 

○ 地域北側の丘陵地周辺に開発されている住宅団地など、既に地区計画の指定がされ

ている住宅地については、地区計画に基づいて、豊かなみどりやゆとりある空間を

活かした良好な居住環境の形成を誘導するとともに、未分譲地での住宅建設を促進

し、定住人口の拡大を目指します。 

 

【地域の活力向上に向けた環境整備】 

○ 秋田新都市地区に整備された工業団地や流通業務団地については、地域産業の振興

や地域住民の雇用の場として、秋田空港や高速道路等の広域交通網に近接する立地

特性を活かしながら、積極的な企業誘致の促進による未利用地の解消をはかります。 
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○ 秋田新都市地区内の北側に位置づけられている複合系市街地においては、地区計画

に基づいて商業・業務ゾーン、福祉・研究・住居ゾーン、産業・物流ゾーンの 3 つ

のゾーンの形成につとめ、良好な市街地の誘導を促進します。 
 

○ 羽後牛島駅周辺においては、周辺住民の生活に密着した身近な商業地づくりを目指

し、関連施設の進出に向けた環境整備を促進するとともに、統一感のある街並みづ

くりやイベントの実施など、既存商店街の魅力づくりにつとめます。 
 

○ 農業試験場跡地については、地域の魅力創出に向けた利活用に向けて、土地所有者

である県への働きかけなど、必要な取組を進めます。 

 

【自然環境の保全・管理】 

○ 本地域の東側に広がる丘陵地帯については、本市ならではの里地里山空間を形成す

る貴重な資源として、市民や企業、行政など多様な主体の連携・協働によって、自

然環境の保全・管理をはかります。 
 

○ 一つ森公園については、市街地に隣接する自然・歴史に触れ合える大規模公園とし

て、適切な維持・管理をはかるとともに、イベントの開催や機能の充実による魅力

向上につとめます。 
 

○ 良好な自然環境を有している金照寺山風致地区の環境保全をはかります。 
 

○ 地域内に流れる雄物川や猿田川などの河川については、市民や行政などの多様な主

体の協働に基づく積極的な美化活動等により、市民生活にうるおいを与える水辺環

境の保全と魅力ある河川環境の創出を促進します。 

 

【田園環境の保全・管理】 

○ 西側の平野部や丘陵地の谷筋に広がる田園地帯については、無秩序な開発の抑制に

より良好な営農環境の維持・保全をはかるとともに、農道・水路等の農業基盤の適

切な維持・改修により農業生産環境の向上を促進し、優良農地の保全を目指します。 
 

○ 農業従事者の高齢化や後継者不足などを背景として、増加が見込まれる耕作放棄地

については、農地情報の適切な管理と農地利用を推進し、耕作放棄地の発生抑制を

目指します。 
 

○ 田園地帯に点在する農村集落については、生活道路や下水道施設などの維持・改修

をはかりながら、生活環境の向上を促進するとともに、コミュニティの維持・活性

化に資する都市計画制度等の導入を検討します。 
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②交通体系の整備方針 

【幹線道路の整備促進】 

○ 地域中心と高速道路のインターチェンジを結ぶ国道 13 号や県道秋田御所野雄和線

の管理・更新をはかり、高速道路と地域内産業団地とのアクセス性の維持・強化を

促進します。 
 

○ 地域内を通る外周部環状道路や市街地環状道路などの環状道路を構成する国道 13

号や都市計画道路横山金足線などの広域幹線道路については、関係機関との調整を

はかりながら、その機能の維持・向上に向けた計画的な維持・更新を促進します。 
 

○ 外周部環状道路に連絡する放射道路や環状道路網を相互に連絡する分散導入路につ

いては、その機能の維持・向上に向けた適切な維持・管理を促進します。 

 

【持続可能な公共交通の確保】 

○ 地域中心の交通結節拠点となる四ツ小屋駅については、利用者の拡大に向けて、住

宅地と駅を結ぶバス路線の充実やライドアンドライドなどを促進しながら、地域中

心からのアクセス性向上を目指します。 
 

○ 牛島地区の既成市街地の交通結節拠点となる羽後牛島駅については、都心部への良

好なアクセス性の維持をはかるとともに、バス路線との連携強化を促進し、公共交

通機関の利用者の拡大を目指します。 
 

○ 鉄道駅から秋田赤十字病院などの都市拠点へのアクセス性の確保を目指し、バス路

線の再編などによる公共交通網の充実を促進します。 

 

【安全で快適な道路環境づくり】 

○ 牛島地区の既存住宅地など、狭隘道路が残されている地域については、住民の協力

を得ながら地区計画等のまちづくりのルールを導入し、道路改良や交通安全施設の

充実などを進めながら、安全で快適な道路環境の整備を促進します。 
 

 

③その他の方針 

【地域資源を活かしたまちづくり】 

○ 田園・丘陵地帯や河川空間など、本地域の豊かな自然環境を活かした良好な景観の

保全をはかるとともに、そこで生息する貴重な生物の保護・再生に向けた取組を促

進します。 
 

○ 公共公益施設などの既存ストックを活用しながら、地域の歴史・文化に関する情報

発信を担う拠点の整備や、地域の自然や歴史・文化の保全に取り組む人材の育成を

促進します。 
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○ 雄物川や岩見川沿いに整備されたサイクリングロードについては、関係機関との調

整をはかりながら、適切な保全・管理および良好な河川景観の創出を促進し、利用

者の拡大による有効活用を目指します。 

 

【安全安心なまちづくり】 

○ 公共施設などの既存ストックを活用しながら、緊急時の避難場所など、防災拠点と

なる施設の適切な配置と機能の充実をはかり、安全安心なまちづくりを目指します。 
 

○ 複数の河川を有する本地域においては、台風や大雨などによる平野部での浸水被害

の防止や水質の保全に向けて、適切かつ計画的な排水処理対策を促進します。 
 

○ 高齢化への対応や地域の一体感の醸成に向けて、行政との連携をはかりながら、防

犯・防災活動や冬期の除雪作業など、地域住民が主体となったまちづくり活動の展

開を目指します。 
 

○ 地域の高齢者と子ども達が日常的に交流できる場の創出など、既存ストックの活用

をはかりながら、少子高齢化をふまえた地域コミュニティ施設の整備を促進します。 

 

 



 

■ 南部地域構想図 

【自然環境の保全・管理】 

○ 丘陵地帯については、本市ならではの里地里山空

間を形成する貴重な資源として、多様な主体の連

携・協働による保全・管理を促進 

○ 雄物川や猿田川などの河川については、多様な主

体の協働に基づく積極的な美化活動など、市民生

活にうるおいを与える水辺環境の保全と魅力あ

る河川環境の創出 

【田園環境の保全・管理】 

○ 無秩序な開発の抑制による良好な営農環境の維

持・保全 

○ 農地情報の適切な管理と農地の積極的な利用にも

とづく耕作放棄地の発生抑制 

○ 農道・水路等の農業基盤の適切な維持・改修によ

る農業生産環境の向上 

○ 農村集落における生活環境の向上を促進するとと

もに、コミュニティの維持・活性化に資する都市

計画制度等の導入を検討 

【持続可能な公共交通の確保】 

○ 地域中心の交通結節拠点となる四ツ小屋駅では、住宅地

と駅を結ぶバス路線の充実やライドアンドライドなど

を促進し、地域中心からのアクセス性を確保 

○ 羽後牛島駅については、都心部への良好なアクセス性の

維持とバス路線との連携強化を促進 

○ 鉄道駅から病院などの都市拠点へのアクセス性の確保 

○ 空港や高速道路など、広域交通網に近接する

立地特性を活かし、積極的な企業誘致等の推

進による未利用地の解消と雇用の場の確保 

【河川環境の維持・管理】 

○ 雄物川や猿田川など、地域内を流れる河川については、

市民や行政などの多様な主体の協働に基づく積極的な美

化活動等により、市民生活にうるおいを与える水辺環境

の保全と魅力ある河川環境の創出の促進 

○ 市街地に隣接する自然・歴史に触れ合

える大規模公園として、一つ森公園の

適切な維持・管理とイベント等の実施

による魅力向上 

【安全安心なまちづくり】 

○ 緊急時の避難場所など、防災拠点となる施設の適

切な配置と機能の充実 

○ 浸水被害の防止に向けた排水処理対策 

○ 防犯活動や除雪作業など、地域コミュニティによ

る自助・協力体制の強化・連携 

○ 少子高齢化をふまえた、既存ストックを活用した

コミュニティ施設の整備促進 

○ 羽後牛島駅周辺における、生活密着型の商業地づくり 

○ 街並みの統一やイベント等の実施による商店街の魅力づ

くり 

【地域中心（秋田新都市地区）の都市機能】 

○ 県内でも有数の商業拠点として、既存機能の維持・充実

を促進 

○ 地域住民の交流や学習の場となる行政・文教機能の充実

を目指し、多様な主体の連携により、関連施設が進出・

集積しやすい環境づくりを促進 

○ 持続可能な地域づくりに向けて、住民の就業の場の創出

や利便性の高い居住環境の維持・増進による、定住人口

の確保・集積 

○ 将来的な地域の高齢化を見据え、高齢者ニーズに対応し

た施設の充実 

○ うるおいある都市環境づくりに向けて、地域住民の協力

による市街地内緑化の促進と計画的な緑の保全・創出 

○ 農業試験場跡地の利活用に向けて、土地所有者である県へ

の働きかけなど、必要な取組を実施 

【地域資源を活かしたまちづくり】 

○ 田園・丘陵地帯や河川空間など、本地域の豊かな自然環境を活かした良好な景

観の保全やそこで生息する貴重な生物の保護・再生に向けた取組を促進 

○ 既存施設を活用した、地域の歴史・文化に関する情報発信の拠点づくり 

○ 雄物川や岩見川沿いに整備されたサイクリングロードの保全・管理と利活用の

促進 

【安全で快適な道路環境づくり】 

○ 地区計画等の導入による狭隘道路の解消や交通安全施設

の充実など、安全で快適な道路環境の整備を促進 

○ 商業・業務ゾーン、福祉・研究・住居ゾーン、産業・

物流ゾーンの 3 つのゾーンの形成につとめ、良好な

市街地を誘導 

○ 金照寺山風致地区の環境保全 

○ 地区計画等による良好な住宅地形成の誘導
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５ 北部地域 

 

（１）地域の概要 

①概況 

北部地域は、西側に秋田港や鉄道駅を中心

とした市街地が形成されており、東側には田

園や丘陵地などの豊かな自然環境が広がっ

ています。 

本地域の地域中心である土崎地区は、古く

から港町として栄え、街道沿いに市街地が形

成されてきました。本町通り・中央通りには

商業地が形成され、国道７号沿道にも沿道型

サービス施設の立地が見られます。 

また、秋田港を中心として工業団地が整備

されているほか、史跡秋田城跡や県立小泉潟

公園、大滝山自然公園などの歴史・文化資源

や郊外に広がる自然環境など、多様な特性を

有しています。 

 

②人口・世帯数の推移 

北部地域の平成 21 年 10 月 1 日

時点の人口は 82,491 人となって

おり、平成 12 年からの 10 年間で

約 4.9％（4,216 人）減少していま

す。 

一方、人口減少が進む中で世帯

数は平成 21 年で 32,139 世帯と

10 年間で約 4.6％（1,413 世帯）

増加しており、1 世帯当たりの人

員も 2.82 人/世帯から 2.57 人/世

帯に減少するなど、核家族化や単

身世帯の増加が進んでいます。 

地域内の年齢別人口構成比（平成 17 年国勢調査より）をみると、年少人口（15 歳未

満）が 12.3％、生産年齢人口（15～64 歳）が 63.3％、老年人口（65 歳以上）が 24.4％

と、7 地域の中で 3 番目、旧秋田市内では最も老年人口の割合が高い地域となっていま

す。 

※住民基本台帳より（各年 10 月 1 日時点）

82,491

83,005

83,90185,029

84,64986,168

86,457

86,896

86,572

86,707

32,139

32,026

31,919

31,81232,092

31,529

31,512

31,67331,019

30,726

2.572.59
2.632.66

2.702.69
2.73

2.762.79
2.82

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

（人・世帯）

2.00

2.20

2.40

2.60

2.80

3.00

3.20

3.40

（人/世帯）

人口 世帯 世帯人員



106 

 

 

 

③土地利用の状況・課題 

   北部地域の面積は約 13,860ha で、そのうちの 7 割（約 10,050ha）が秋田都市計画

区域（線引き都市計画区域）に指定されています。 

地域の西側に広がる市街地には用途地域（約 2,430ha）が指定されており、東側の

田園・丘陵地帯には、農業地域の農用地区域（約 2,340ha）や森林地域の国有林（約

2,420ha）、地域森林計画対象民有林（約 4,860ha）が指定されています。 

また、良好な都市景観を保全すべき地域として、金足風致地区、浜ナシ山風致地区、

高清水風致地区、焼山風致地区が指定されており、海岸部には保安林（約 750ha）が

指定されています。 

 

【商業・業務地】 

   土崎地区の本町通り・中央通りの既存商店街や沿道型サービス施設が立地する国道

7 号、県道秋田天王線（新国道）の沿道地域は、本地域における商業・業務拠点とし

ての役割を担っています。 

しかし、近年では住民の身近な買い物の場となる既存商店街の疲弊が顕在化してお

り、空き店舗の発生など新たな課題も見られています。 

   また、周辺住民の交通拠点となる追分駅周辺においても、自動車に頼らない身近な

商業機能の整備が求められています。 

 

【住宅地】 

   本地域の地域中心となる土崎地区周辺では、比較的密度の高い住宅地が形成されて

いますが、それ以外の地区では低密度の住宅地が広がっています。 

   また、郊外に点在する既存集落においては、高齢化や人口の流出による地域の活力

低下が大きな課題となっています。 

   人口減少の影響により、各地区で空き家や空室の発生が課題となっており、今後も

その傾向が続くと予測されることから、これらの既存ストックを活用した、安定した

住環境の形成が求められます。 

 

【工業地】 

   秋田港に面する土崎・飯島地区の臨海部には、本市の産業と雇用を支える工業団地

が整備されています。 

   今後も、シーアンドレール構想をはじめとする将来的なプロジェクトの実現を見据

えながら、産業全体の活性化に向けた環境整備が求められます。 

 

【農地・自然環境】 

   市街地を囲むように広がる平野部には、まとまった優良農地が確保されており、良

好な田園空間が形成されています。今後も貴重な農業生産の場として、適切な保全・

管理が望まれます。 
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また、新城川については、現在河川改修が進められており、今後も計画的な整備促

進が求められます。 

東側に広がる丘陵地帯は、地域内を流れる河川の源流域となっており、多くの堤を

有するなど、豊かな水資源に恵まれています。ただし、一部地域では急傾斜地崩壊危

険箇所など防災関連の指定がなされており、今後も安全・安心な地域づくりに向けた

対策が求められます。 

 

【その他の拠点・都市機能】 

   本地域の地域中心となる土崎地区には、北部市民サービスセンター、土崎図書館な

どの公共公益機能が集積しています。また、飯島地区には地域の総合病院となる組合

総合病院が整備されており、各地区とも地域の行政・医療拠点としての役割を担って

います。 

観光拠点としては、秋田港には道の駅としての機能も持つポートタワーセリオンが、

また豊かな自然環境を活かして県立小泉潟公園や大滝山自然公園、高清水公園など多

くの大規模公園が整備されており、交流人口の拡大と地域の活性化に向けた活用が求

められます。 

また、下新城地区には秋田県立大学が立地しており、大学と地域の連携による活力

創出が期待されます。 

 

④交通施設の整備状況・課題 

【広域交通】 

   広域交通を担う道路として、地域内を高速道路である秋田外環状道路が通過してお

り、上新城地区に秋田北インターチェンジが、潟上市との境界付近に昭和男鹿半島イ

ンターチェンジが整備されています。 

   また、市街地から秋田北インターチェンジに連結する都市計画道路外旭川上新城線

が供用されており、高速道路へのアクセス性の向上がはかられています。 

 

【地域間・地域内交通】 

   広域的に通過する交通を市街地から排除するための外周部環状道路として、秋田外

環状道路および秋田北インターチェンジと秋田港をつなぐ道路網の整備が進められて

います。また、都心の通過交通を排除するための市街地環状道路として、中央地域を

中心とする本市の市街地周辺に都市計画道路横山金足線などが整備されており、未整

備区間については計画的な整備が望まれます。 

   外周部環状道路に連絡し連続性のある幹線道路網を形成する放射道路としては、国

道 7 号や都市計画道路横山金足線、県道秋田天王線が整備されています。また、本市

の環状道路網を相互に連絡する分散導入路としても、国道 7 号、県道秋田天王線、都

市計画道路横山金足線などが位置づけられています。 
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【公共交通】 

   本地域には、JR 奥羽本線の土崎駅、上飯島駅、追分駅が整備されています。また、

幹線道路を中心として、バス路線も複数整備されるなど、他の地域と比べ公共交通の

利便性が高い地域となっています。 

   しかし、鉄道駅とバス交通の連絡性やバス路線網から外れた地域での公共交通手段

の欠如など、多くの課題も有していることから、公共交通の更なる利便性向上に向け

た対応が求められます。 

 

【海上交通】 

   秋田港においてフェリー定期便が開設されており、北海道や日本海沿岸都市との結

びつきが強化されています。 

   今後は、港を活かした産業の活性化に向けて、貨物船の大型化に対応した航路泊地

の維持・管理や船舶の安定運航の確保に向けた港内環境の整備、港湾周辺の交通渋滞

緩和や高速道路へのアクセス性向上に向けた道路整備などが求められます。 

 

⑤その他の状況・課題 

【景観形成】 

   本地域は、秋田港と工業地が調和した港湾景観や海岸部の保安林による海岸景観、

市街地の東側に広がる田園や丘陵地、河川によって形成される水と緑の景観など、多

様な資源を活かした良好な景観が広がっています。 

   また、土崎駅周辺では、電線類の地中化による港町としての趣きを活かした街なか

景観づくりが進められており、今後も豊かな自然環境の保全・管理による自然景観の

維持をはかるとともに、地域の伝統・文化を活かした独自の景観づくりが期待されま

す。 

 

【その他の都市施設】 

   本地域には、市民サービスセンター、各地区のコミュニティセンターなどの公共公

益施設が整備されています。これらの公共公益施設については、敷地内緑化の推進や

クリーンエネルギーの導入・活用など、地球温暖化抑制に向けた取組や安全安心な地

域づくりに向けた施設の耐震化や防災機能の付加・充実などが求められます。 

   また、一部の地区では雨天時における浸水被害が発生していることから、被害防止

に向けた排水処理対策が求められます。 
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（２）目指すべき地域の姿  

 

 

 

 

 

 
 

   本地域は、北東北の海の玄関口となる秋田港や本市の産業を支える工業地帯を有し

た地域です。今後も良好な操業環境を維持しながら、港町としての特性を活かしたま

ちづくりを進め、産業の活性化と地域活力の創出に向けた港湾環境の一体的な整備を

目指します。 

また、秋田港のみならず、海岸部の松林や市街地の東側に広がる田園・丘陵地など

の自然的資源、史跡や公園、大学をはじめとする歴史・文化資源など、本地域が有す

る多様な地域資源の保全・活用・連携をはかりながら、魅力ある交流型のまちづくり

を推進し、地域の活性化を目指します。 

本地域の恵まれた公共交通環境を活かし、鉄道やバス交通の連携強化による交通利

便性の更なる向上をはかるとともに、公共交通軸沿線における生活利便性の高い沿道

型居住地の形成を目指します。 

 

（３）まちづくりの方針 

①土地利用の方針 

【地域中心における都市機能の充実】 

○ 交通結節機能を有する土崎駅を中心として、地域住民の生活を支える商業機能や行

政・文化機能が集積している土崎地区を、北部地域の地域中心として位置づけます。 
 

○ 土崎地区においては、地域中心として人が集う賑わいのあるまちを目指します。地

域住民の快適な生活を支える商業、行政、工業などの既存機能の維持と更なる充実

に向けて、多様な主体の連携をはかりながら関連施設が進出・集積しやすい環境づ

くりを促進します。 
 

○ 土崎駅周辺においては、自動車移動に頼らない身近な買い物の場を確保するため、

特別用途地区をはじめとする都市計画制度等の導入による、沿道型サービス施設の

適切な立地誘導について検討するとともに、街なかの商店街と幹線道路沿道に立地

するサービス施設との役割分担を明確にし、両者が共存した地域商業の活性化を促

進します。 
 

世世界界ににつつななががるる  歴歴史史ととロロママンンのの港港町町  

■ 産業振興と地域の活力向上に向けた 秋田港を活かしたまちづくり 

■ 多様な地域資源を活用した 地域独自の魅力あふれるまちづくり 

■ 公共交通網を活かした 生活利便性の高いまちづくり 
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○ 北部市民サービスセンターを拠点に、地域における市民協働・都市内地域分権を推

進するとともに、地域内の交流強化、市民や来訪者への地域情報の発信拠点として

の活用等を進めます。 
 

○ 地域北側の拠点となる追分駅周辺においても、近隣に県立小泉潟公園と県立大学が

立地するポテンシャルを活かし、学生や来訪者が集うような商業系施設など、賑わ

いの創出に資する施設が進出しやすい環境づくりを促進します。 

 

【沿道型居住市街地の形成】 

○ 路線バスや鉄道により都心部や地域中心への移動が容易で、なおかつ周辺住民が利

用できる日常的な買い物環境や医療・福祉機能が一定程度整備されている幹線道路

沿道地域については、ロードサイド型の商業拠点としてだけでなく、既存施設を活

かした生活利便性の高い居住地としての土地利用を促進し、公共交通軸を中心とし

た集約型の沿道型居住市街地の形成を目指します。 
 

○ 沿道型居住市街地の形成に向けて、幹線道路沿道に立地している施設の用途や集積

状況をふまえながら、ふさわしいエリアの見極めを進めるとともに、特別用途地区

をはじめとする都市計画制度等の導入など、沿道周辺の居住環境への影響に配慮し

た土地利用誘導方策について検討します。 

 

【産業振興と地域の活性化に向けた秋田港の活用】 

○ 本市の産業を支える臨海部の工業地帯については、引き続き良好な操業環境の維持

をはかるとともに、シーアンドレール構想の促進による産業機能の増進と産業の活

性化に向けて、秋田港の環境整備に取り組みます。 
 

○ コンテナ貨物やフェリー貨物の安全で安定した輸送の確保と地域の産業振興に資す

る物流の効率化に向けて、船舶の安定運航の確保に必要な施設整備を促進します。 
 

○ 秋田港については、海の玄関口にふさわしい魅力ある港づくりを目指し、松林など

周囲の良好な自然資源との調和をはかるとともに、セリオンをはじめとする既存拠

点を活用しながら、海辺に親しめる賑わいのある港湾環境の整備を促進します。 

 

【空き家・空地の有効活用】 

○ 高齢化や人口減少などの影響によって、市街地内で増加しつつある空き家や空地に

ついては、所有者の協力を得ながら、農産物の直売所や地域コミュニティの交流の

場、駐車場、除雪スペース等として有効活用するための手法について検討します。 

 

【自然環境の保全・管理】 

○ 本地域の東側に広がる丘陵地帯については、都市生活にうるおいを与える貴重な資

源として、市民や企業、行政など多様な主体の連携・協働によって、森林環境の保

全・管理をはかります。 
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○ 県立小泉潟公園をはじめとする大規模公園などの観光拠点については、周辺環境と

の調和に配慮しながら、その機能の維持・充実をはかります。また、各拠点を有機

的に結びつけることにより、交流人口の確保を目指します。 
 

○ 地域内に流れる草生津川や新城川においては、多様な主体の協働に基づく積極的な

美化活動などによる水質の保全や河川環境の保全活動を促進します。 

 

【田園環境の保全・管理】 

○ 市街地の縁辺部に広がる田園地帯については、無秩序な開発の抑制により良好な営

農環境の維持・保全をはかるとともに、農道・水路等の農業基盤の適切な維持・改

修により農業生産環境の向上を促進し、優良農地の保全を目指します。 
 

○ 農業従事者の高齢化や後継者不足などを背景として、増加傾向にある耕作放棄地に

ついては、農地情報の適切な管理と農地利用を推進し、耕作放棄地の発生抑制を目

指します。 

 

【郊外既存集落の維持・活性化】 

○ 高齢化や人口流出によって、衰退が懸念される郊外の既存集落については、コミュ

ニティの維持・活性化をはかるため、他都市からの住み替えや U･I･J ターンなどの新

たな人口流入の促進に寄与する都市計画制度等の導入を検討します。 
 

○ 都市計画制度等の導入により、集落で発生している空き家や耕作放棄地については、

地域活力の創出に向けて、農家民宿や体験農園などとしての利活用を促進し、都市

と農村の交流拠点としての再生を目指します。 

 

②交通体系の整備方針 

【幹線道路の整備促進】 

○ 市街地から秋田北インターチェンジに連結する都市計画道路外旭川上新城線の適切

な管理をはかり、高速道路へのアクセス性を維持します。 
 

○ 地域内を通る外周部環状道路や市街地環状道路などの環状道路については、関係機

関との調整をはかりながら、未整備区間の計画的な整備を促進します。 
 

○ 外周部環状道路に連絡する放射道路や環状道路網を相互に連絡する分散導入路につ

いては、その機能の維持・向上に向けた適切な管理を促進します。 

 

【持続可能な公共交通の確保】 

○ 地域住民の日常の交通拠点となる土崎駅や追分駅など鉄道駅については、バス交通

との連携強化など交通結節機能の充実をはかるとともに、駅周辺での駐輪場などの

利活用をはかり、ライドアンドライドなど低炭素型の地域内移動を促進します。 
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○ マイタウン・バスの活用など、地域内移動の円滑化に向けたバス路線の再編・充実

を促進します。 
 

○ 都市計画道路泉外旭川線による交通環境の変化を見極め、JR との連携をはかりなが

ら、泉・外旭川地区における新駅の方向性を検討します。 

 

【秋田港の活用に向けた環境整備】 

○ シーアンドレール構想の促進による産業機能の増進を見据え、秋田港と周辺交通網

との連携強化をはかります。 
 

○ 港湾周辺における交通渋滞の緩和や港湾荷役の効率化に向けて、都市計画道路大浜

上新城線の計画的な整備を推進し、秋田港と高速道路間のアクセス性の向上を目指

します。 

 

【安全で快適な生活道路の整備】 

○ 住宅が密集した地域や狭隘道路が残されている地域、小中学校などの通学路につい

ては、住民の協力を得ながら地区計画等のまちづくりのルールを導入し、災害時な

どに緊急車両が円滑に通行できる道路幅員の確保や、子どもから高齢者まで、誰も

が安全に通行できる歩行者環境の改善を目指します。 

 

③その他の方針 

【観光型まちづくりの促進】 

○ 河川や緑地など、本地域の豊かな自然環境を活かしながら、史跡秋田城跡や県立小

泉潟公園をはじめとする地域の名所を巡る回遊ルートを設定し、各拠点が有機的に

結ばれた水と緑のネットワークを形成します。 
 

○ 市民や行政、商工会などの多様な主体の連携・協働により、地域資源を紹介する案

内板の設置やサインの整備、パンフレットの作成など、交流人口の拡大に向けた取

組を促進します。 
 

○ 北部市民サービスセンターやセリオンなどの既存施設を活用しながら、曳山
ひ き や ま

など、

地域独自の祭やイベントなどを広く PR する情報発信拠点づくりを促進するととも

に、新たなイベントの創設など、ソフト面での魅力づくりに取り組みます。 

 

【広域公園の活用】 

○ 県立小泉潟公園については、追分駅や都市計画道路横山金足線など近隣の広域交通

網を活かしたアクセス性の向上をはかりながら、潟などの特色ある自然環境や県立

博物館などの文化拠点を活かした魅力あふれる広域公園として、積極的な PR 展開

と利活用を促進します。 
 

○ 大滝山自然公園については、都心部からのアクセス性の向上をはかりながら、市民

や来訪者が自然と親しめる公園として積極的な PR 展開と利活用を推進します。 
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○ 高清水公園については、多様な生き物が生息する特色を活かし、市民が身近に生物

と親しめる公園として、イベントなどのソフト面の充実をはかります。 

 

【地域資源を活かした魅力ある景観づくり】 

○ 土崎地区においては、電線類の地中化により古くからの港町としての趣きを活かし

た景観づくりが進められており、今後も敷地内緑化の推進などによる良好な街なか

景観づくりを促進します。 
 

○ 草生津川では、桜やコスモスなどの植栽によって、良好な河川景観が形成されてい

ます。今後も、市民や行政など多様な主体の連携・協働によって、魅力ある河川景

観の維持・保全をはかります。 
 

○ 海に沈む夕日や臨海部の工業地帯の夜景など、地域独自の海岸景観を活かし、ビュ

ーポイントの整備や PR を促進します。 
 

○ 郊外での無秩序な開発行為等の防止により、地域の東側に広がる田園・丘陵地帯の

良好な自然景観の保全をはかります。 

 

【安全安心なまちづくり】 

○ 公共施設をはじめとする既存ストックを活用しながら、緊急時の避難場所など、防

災拠点となる施設の適切な配置と機能の充実をはかり、安全安心なまちづくりを目

指します。 
 

○ 台風や大雨などによる浸水被害の防止に向けて、河川改修などを促進します。 
 

○ 海岸部や河川については、適正な排水処理による水質の保全をはかり、美しい水環

境の確保をはかります。 
 

○ 少子高齢化をふまえ、地域内の防犯活動や除雪作業など、地域コミュニティによる

自助・協力体制の強化・連携をはかり、誰もが安全安心に暮らせる地域づくりを目

指します。 



 

 



 

【郊外既存集落の維持・活性化】 

○ 既存集落の維持・活性化に向けて、都心部からの

住み替えや U･I･J ターンなどの新たな人口流入の

促進に寄与する都市計画制度等の導入を検討 

○ 空き家・耕作放棄地の利活用による、農家民宿な

どの都市・農村交流拠点づくり 

○ 都心部からのアクセス性の向上をはかりな

がら、市民や来訪者が自然と親しめる公園と

して積極的な PR 展開と利活用の促進 

【自然環境の保全・管理】 

○ 市民や企業、行政など多様な主体の連携・協働に

よる、豊かな森林環境の保全・管理 

○ 多様な主体の協働に基づく積極的な美化活動によ

る河川環境の保全と魅力ある河川景観の創出 

○ 適正な排水処理による水質の保全 

【田園環境の保全・管理】 

○ 無秩序な開発の抑制による良好な営農環境の維

持・保全 

○ 農地情報の適切な管理と農地の積極的な利用にも

とづく耕作放棄地の発生抑制 

○ 農道・水路等の農業基盤の適切な維持・改修によ

る農業生産環境の向上 

【持続可能な公共交通の確保】 

○ 鉄道駅のバス交通との連携強化など交通結節機能の充実をは

かり、駅周辺での駐輪場などの利活用によるライドアンドラ

イドなど低炭素型の地域内移動を促進 

○ マイタウン・バスの活用など、地域内移動の円滑化に向けた

バス交通の再編・充実 

○ 都市計画道路泉外旭川線による交通環境の変化を見極め、JR

との連携をはかりながら、泉・外旭川地区における新駅の方

向性を検討 

○ 多様な生き物が生息する特色を活

かし、市民が身近に生物と親しめ

る公園としてソフト面を充実 

○ 多様な主体の連携・協働により、桜やコスモスなど

が植栽された魅力ある河川景観を維持・保全 

○ 広域交通網を活かしたアクセス性の向

上をはかりながら、潟などの特色ある

自然環境と県立博物館等の文化拠点を

活かした、魅力あふれる広域公園とし

て、積極的な PR 展開と利活用の促進

【安全安心なまちづくり】 

○ 緊急時の避難場所など、防災拠点となる施設の適

切な配置と機能の充実 

○ 浸水被害の防止に向けた河川改修などの促進 

○ 緊急車両が通行できる安全な道路づくり 

○ 住宅の密集した地域や通学路における、歩行者環

境の改善 

○ 防犯活動や除雪作業など、地域コミュニティによ

る自助・協力体制の強化・連携 

【観光型まちづくりの促進】 

○ 豊かな自然を活かした史跡・公園などの名所を巡る回遊ルー

トの設定 

○ 多様な主体の連携・協働による地域内の名所や回遊ルートを

紹介する案内板の設置やサインの整備、パンフレットの作成

○ 既存施設を活用し、曳山車などの地域独自の祭・イベントな

どを PR する情報発信拠点づくり 

○ 追分駅周辺においては、近隣に県立小泉潟公園と県立大学が立

地するポテンシャルを活かし、賑わいの創出に資する施設が進

出しやすい環境づくりを促進 

【地域中心（土崎地区）の都市機能】 

○ 人が集う賑わいのあるまちを目指し、商業、工業、行政など

既存都市機能の維持・充実に向け、多様な主体の連携により

関連施設が進出・集積しやすい環境づくりを促進 

○ 駅周辺に自動車移動に頼らない身近な買い物の場を確保する

ため、都市計画制度等の導入をはかりながら、街なかの商店

街と幹線道路沿道のサービス施設との役割分担を明確にし、

両者が共存した地域商業の活性化を促進 

○ 電線類の地中化や敷地内緑化など、古くからの港町としての趣

きを活かした都市景観づくりの促進 

○ 地域の生活情報を発信する情報拠点づくり 

【産業振興と地域の活性化に向けた秋田港の活用】 

○ シーアンドレール構想の促進による、秋田港における産業機

能の増進に向けた環境整備と周辺交通網との連携強化 

○ コンテナ貨物やフェリー貨物の安全で安定した輸送の確保と

地域の産業振興に資する物流の効率化に向け、船舶の安定運

航の確保に必要な施設整備を促進 

○ 港湾周辺の交通渋滞緩和および港湾荷役の効率化に向けた、

高速道路からのアクセス性の向上 

○ 周囲の良好な自然資源との調和をはかり、セリオンをはじめ

とする既存拠点を活用した、海の玄関口にふさわしい、人が

集い賑わう魅力ある港づくりを促進 

○ 海辺に親しめる空間としての港湾環境の整備 

○ 都心通過交通の排除に向けた、市

街地環状道路の未整備区間（都市

計画道路外旭川新川線等）の整備 

【空き家・空地の有効活用】 

○ 市街地内の空き家や空地などの低未利用地は、所有者の協力を

得ながら、農産物の直売所や地域コミュニティの交流の場、駐

車場、除雪スペース等としての有効活用を検討 

■ 北部地域構想図 

○ バス路線をはじめとする公共交通軸沿線における、既存ストッ

クを活かした生活利便性の高い沿道型居住市街地の形成 

【地域資源を活かした魅力ある景観づくり】 

○ 海に沈む夕日や臨海部の工業地帯の夜景など、地

域独自の海岸景観を活かし、ビューポイントの整

備や PR を促進 

○ 郊外での無秩序な開発行為等の防止により、田

園・丘陵地帯の良好な自然景観を保全 
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６ 河辺地域 

 

（１）地域の概要 

①概況 

河辺地域は、和田駅の北側から国道 13 号

にかけて市街地が形成されており、地域を

東西に流れる岩見川等の河川沿いに集落や

田園が広がる緑豊かな環境です。 

和田地区には、旧役場庁舎を活用した河

辺市民サービスセンターなど行政機能が立

地しており、商業機能は和田駅周辺および

国道 13 号沿道に見られます。 

また、インターチェンジや空港に近接した

七曲臨空港工業団地が立地しているほか、太

平山県立自然公園など郊外に広がる自然環

境、地域の歴史を伝える旧羽州街道や豊島館

跡など多様な特性を有しています。 

 

②人口・世帯数の推移 

河辺地域の平成 21 年 10 月 1 日

時点の人口は 9,558 人となってお

り、平成 12 年からの 10 年間で約

10.4％（1,111 人）減少していま

す。 

一方世帯数は、平成 21 年で

3,183 世帯と 10 年間で約 5.2％

（158 世帯）増加しています。1

世帯当たりの人員は 3.53 人/世帯

から 3.00 人/世帯に減少しており、

核家族化や単身世帯が進行してい

ます。 

地域内の年齢別人口構成比（平成 17 年国勢調査より）をみると、年少人口（15 歳未

満）が 10.6％、生産年齢人口（15～64 歳）が 57.5％、老年人口（65 歳以上）が 31.9％

と、7 地域の中で老年人口の割合が最も高い地域となっています。 

 

※住民基本台帳（各年 10 月 1 日時点）より。H12,17 は国勢調査結果
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③土地利用の状況・課題 

河辺地域の面積は約 30,110ha で、そのうち約 2 割（約 5,620ha）が河辺都市計画区

域（非線引き都市計画区域）に指定されています。 

和田駅周辺および七曲臨空工業団地が用途地域（約 140ha）に指定されています。

地域内は広く農業地域の農用地区域（約 1,850ha）、森林地域の国有林（約 17,450ha）、

地域森林計画対象民有林（約 3,630ha）、保安林（約 3,190ha）が指定されています。 

北東部は、太平山県立自然公園として自然公園地域の特別地域（約 2,180ha）が指

定されており、また、一部地域が自然保全地域の特別地域（約 130ha）に指定されて

います。 

 

【商業・業務地】 

   和田駅周辺に商業系用途が指定されていますが、隣接する南部地域に大規模商業施

設が立地していることなどもあり、商業施設の集積はなく、国道 13 号沿道の工業系

用途に商業施設が点在しています。 

 

【住宅地】 

   和田駅周辺の住宅系用途に低層住宅が集積していますが、その他は集落ごとに住宅

地がまとまって見られます。 

   人口減少による空き家の発生や高齢化に伴う高齢者世帯の増加が課題となっており、

空き家の有効活用とともに、高齢者の生活をサポートする仕組みづくりが求められま

す。 

 

【工業地】 

   地域の南側に七曲臨空港工業団地が整備されています。ただし、未分譲地も残され

ており、高速道路網や空港などの高速交通網を活かした、企業誘致などによる土地の

有効活用が求められます。 

 

【農地・自然環境】 

   地域の東部には太平山県立自然公園など豊かな自然環境が広がっています。近年で

は、生活様式の変化や林業の停滞などにより、維持管理されない森林も増えており、

適正な維持管理が必要です。 

岩見川沿いに広がる平野部には、まとまった優良農地が確保されており、良好な田

園空間が形成されていますが、その一方で、後継者不足、高齢化などにより耕作放棄

地も増えています。今後も貴重な農業生産の場として、さらには交流の場として、都

市・農村交流や人材の育成などによる適切な活用と管理が望まれます。 
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岩見川については、水量の増加などによる水害の恐れがあることから、引き続き防

災対策の充実など、安全・安心な地域づくりに向けた対策が求められます。 

ホタルなどが飛び交う豊かな生き物環境が残されており、適切な維持管理のもと生

き物環境の保全をはかる必要があります。 

 

【その他の拠点・都市機能】 

和田駅周辺には、河辺市民サービスセンターなどの行政機能が整備されていますが、

その他の文化機能や医療機能などの都市機能が不足しており、他地域の都市機能の活

用も含めた対応が求められます。 

 

④交通施設の整備状況・課題 

【地域間・地域内交通】 

   外周部環状道路に連絡し連続性のある幹線道路網を形成する放射道路として、国道

13 号が整備されています。 

   用途地域内には未整備路線も見られ、計画的な整備が望まれます。 

 

【公共交通】 

   本地域には、JR 奥羽本線の和田駅、大張野駅が整備され、マイタウン・バスも整備

されています。しかし、鉄道とバスの乗り継ぎの不便さや運行本数の減少といった課

題を有しており、利用者も減少傾向にあります。市民の日常の交通手段として、連携

強化による機能の充実や利便性の向上が望まれます。 

 

⑤その他の状況・課題 

【景観形成】 

   旧羽州街道周辺においては、歴史的な雰囲気を継承する街並みづくりなど、歴史性

を活かした、魅力ある景観づくりを進めていく必要があります。 

   太平山や筑紫森などの自然豊かな森林や岩見川などの河川などの自然景観、鵜養
う や し な い

な

どの農地と茅葺民家などで構成するのどかな田園景観の保全をはかります。また、岩

谷山、へそ公園などから雄大な眺望景観が広がっており、適切な保全につとめます。 

 



120 

 

 

（２）目指すべき地域の姿  

 

 

 

 

 

 

   本地域は、太平山県立自然公園や岩見川など豊かな自然環境が広がり、農産物の生

産など農林業も盛んに行われています。また、旧羽州街道沿いの街並み、茅葺民家な

ど地域の歴史を伝える資源も残されています。 

   さらに、秋田空港が近接し、地域内に日本海東北自動車道秋田空港インターチェン

ジが整備されているなど、空と陸とを結ぶ交通の要衝でもあります。 

これらの自然、歴史・文化、交通環境などを活かしながら、地域コミュニティの充

実、都市と農村との交流などにより賑わいを生み出す拠点地域の形成を目指します。 

   市内でも高齢化の進んでいる地域であり、近隣地域との日常生活を支える都市機能

の連携をはかりながら、鉄道やバス交通などの公共交通の充実をはかり、安心して住

み続けることのできる地域づくりを進めます。 

 

（３）まちづくりの方針 

①土地利用の方針 

【利便性の高い地域中心の形成】 

○ 交通結節機能を有する和田駅を中心として、行政・文化機能や商業施設が集積して

いる和田地区を、河辺地域の地域中心として位置づけます。 
 

○ 地域住民の生活拠点として、日常的な買い物をまかなう商業機能や医療・福祉機能、

市民サービスを提供する公共公益機能の充実に向けた環境整備を促進し、利便性の

高いまちを目指します。 
 

○ 和田駅周辺においては、高齢者が不自由なく快適に移動できるよう、自家用自動車

交通に依存しない、鉄道やバス、タクシーなど、各種交通の乗り継ぎ拠点機能の充

実をはかります。 
 

○ 地域内人口の減少や高齢化を見据え、地域中心への都市機能の充実と連携した、街

なかへの住み替えや家屋の共同化、空き家など既存ストックの活用などによる職住

近接の良質な居住環境を形成し、地域中心での街なか居住を促進します。 
 

○ 河辺市民サービスセンターを拠点に、地域における市民協働・都市内地域分権を推

進するとともに、地域内の交流強化、市民や来訪者への地域情報の発信拠点として

の活用等を進めます。 

大大自自然然にに抱抱かかれれたた清清流流岩岩見見川川とと空空陸陸交交通通のの拠拠点点ののままちち  

■ 太平山など秋田を象徴する 自然環境を活かしたまちづくり 

■ 農業や歴史、交通環境を活かした 賑わいを生み出すまちづくり 

■ 安心して住み続けることのできるまちづくり 
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【計画的な土地利用の誘導】 

○ コンパクトな市街地形成による持続可能な都市の実現に向けて、市街化を促進する

市街化区域と、市街化を抑制する市街化調整区域を区分する「線引き都市計画区域」

である秋田都市計画区域との統合を検討します。 
 

○ 線引き都市計画区域への移行による、無秩序な開発行為等の防止と地域中心への都

市機能の集積をはかるとともに、郊外の既存集落の維持・活性化に資する都市計画

制度の導入を検討します。 

 

【工業地の環境整備】 

○ 高速道路や空港などへのアクセスしやすい交通環境、周辺の豊かな自然環境を活か

し、七曲臨空港工業団地への環境・情報関連企業など幅広い企業誘致を促進し、周

辺環境と調和した快適な操業環境の維持・増進をはかります。 
 

 

【自然環境の保全・管理】 

○ 太平山県立自然公園など本地域の東側に広がる森林については、多様な生き物の生

息環境であるとともに、田園や集落と一体的な本地域の自然景観の象徴であること

から、防災や無秩序な開発の抑制に取り組みながら、市民や企業、行政など多様な

主体の連携・協働による森林環境の保全・管理をはかります。 
 

○ 地域内を流れる岩見川などの河川については、景観に配慮した整備を促進し、水質

の維持や美化活動など、多様な主体の協働に基づく河川環境の保全をはかります。 
 

○ 水辺に親しめるサイクリングロードや遊歩道の充実など、河川やダム湖などを活か

した魅力ある環境の創出を促進します。 

 

【田園環境の保全・管理】 

○ 岩見川などの河川沿いに広がる田園地帯については、無秩序な開発の抑制により良

好な田園環境の維持・保全をはかるとともに、農道・水路等の農業基盤の適切な維

持・改修により農業生産環境の向上を促進し、優良農地の保全を目指します。 
 

○ 農業従事者の高齢化や後継者不足などを背景として、増加傾向にある耕作放棄地に

ついては、農業者だけでなく、地域住民や関係団体等が一体となった農地の保全に

取り組むとともに、農村の自然や景観などを守る地域活動などにより、田園環境の

維持・保全を図ります。 

 

【郊外既存集落の維持・活性化】 

○ 高齢化や人口流出によって、衰退が懸念される郊外の既存集落については、コミュ

ニティの維持・活性化をはかるため、他都市からの住み替えや U･I･J ターンなどの新

たな人口流入の促進に寄与する都市計画制度等の導入を検討します。 
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○ 都市計画制度等の導入により、集落で発生している空き家や耕作放棄地については、

地域活力の創出に向けて、農家民宿や体験農園などとしての利活用を促進し、都市

と農村の交流拠点としての再生を目指します。 

 

②交通体系の整備方針 

【幹線道路の整備促進】 

○ 秋田空港インターチェンジから秋田空港へ連絡する幹線道路の適切な管理をはかり、

高速道路へのアクセス性を維持します。 
 

○ 外周部環状道路に連絡する放射道路については、その機能の維持・増進に向けた適

切な管理を促進します。 

 

【持続可能な公共交通の確保】 

○ マイタウン・バスの路線網の再編やタクシーなどの利活用を含めた民間活力の導入

促進により、公共交通の充実を目指します。 
 

○ 鉄道の運行本数の増加等に向けた働きかけや、パークアンドライドやランドアンド

ライドの促進に向けた駅周辺環境の整備などを目指します。 

 

【安全で快適な道路環境づくり】 

○ 道路改良や冬期の安全対策の充実などによる、安全で快適な自動車、歩行者ネット

ワークの形成をはかります。 
 

○ 地域住民の連携による草刈り活動など、良好な沿道景観づくりに向けた取組を促進

します。 

 

③その他の方針 

【観光型まちづくりの促進】 

○ 地域の豊かな自然環境や歴史・文化、農業を活かしながら、空き家や耕作放棄地を

活用した農家民宿や体験農園など、グリーンツーリズムの場の整備を促進します。 
 

○ 登山やカヌーなど、気軽に自然に親しめる場の充実を促進します。 
 

○ 太平山や岩見川など美しい自然景観、茅葺民家や旧羽州街道沿いの街並み、桜の名

所など地域の見所や交流拠点などを紹介するパンフレットづくりとともに、それら

を有機的につなぐ観光ルートの設定による交流人口の拡大をはかります。 
 

○ JA や商工会、行政などの支援のもと、都市・農村交流や観光による地域活力の創出

に向けた、地域コミュニティの協力・連携体制の構築をはかります。 
 

○ 歴史的景観が残る鵜養地区において、伝統的な集落景観の保全につとめるとともに、

都市と農村の交流につながる活用方策について検討します。 
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○ ユフォーレやスポパークかわべなど、地域の既存施設の有効活用に向けた、市内外

への積極的な PR の実施に取り組みます。 

 

【安全安心なまちづくり】 

○ 河川や山林の防災対策の充実とともに、緊急時の避難場所など防災拠点となる施設

の適切な配置と機能の充実をはかり、安全安心なまちづくりを目指します。 
 

○ 地域と行政等の協働による、市街地や農村地域における災害時の連絡・救助体制の

構築をはかります。 
 

○ 防犯活動や除雪作業など、住民同士が支えあう地域コミュニティの連携強化による

まちづくり活動を促進します。 
 

○ 高齢者が安心して住み続けることができるように、高齢者の買物や通院などを助け

る地域内の移送ボランティア組織など、地域コミュニティ内での自助組織の設立や、

移動販売などの買物支援サービスの充実、多様なニーズに対応した住宅環境の整備

などを総合的に促進します。 

 



 

 



 

■ 河辺地域構想図 

【郊外既存集落の維持・活性化】 

○ 既存集落の維持・活性化に向けて、他都市からの住み替えや U･I･J

ターンなどの新たな人口流入の促進に寄与する都市計画制度等の

導入を検討 

○ 空き家の活用による定住人口の確保 

【自然環境の保全・管理】 

○ 無秩序な開発の抑制や多様な主体の連携・協働による、良好な森林

環境の保全・管理 

○ 太平山を望む美しい景観の維持・保全 

【田園環境の保全・管理】 

○ 無秩序な開発の抑制による良好な営農環境の維持・保全 

○ 農道・水路等の農業基盤整備による農業生産環境の向上 

○ 多様な主体による耕作放棄地の多角的な活用によるで田園環境の維

持・保全 

【河川環境の維持・管理】 

○ 景観にも配慮した河川整備の促進 

○ 多様な主体の協働に基づく積極的な美化活動による河川環境の保全

○ 水辺に親しめるサイクリングロードや遊歩道の充実など、魅力ある

河川環境の創出 

【地域中心（和田地区）の都市機能】 

○ 地域住民の生活拠点として、日常的な買い物をまかなう商業機能

や医療・福祉機能、市民サービスを提供する公共公益機能の充実

に向けた環境整備を促進 

○ 地域内人口の減少や高齢化を見据え、街なかへの住み替えや家屋

の共同化など、地域中心での街なか居住を促進 

○ 河辺市民サービスセンターなどを中心とした、地域の生活情報を

発信する情報拠点づくりの促進 

【観光型まちづくりの促進】 

○ 豊かな自然環境や歴史・文化、農業を活かし、グリーンツー

リズムの場の整備を促進 

○ 空き家や耕作放棄地の管理・活用による、農家民宿や体験農

園など都市・農村交流拠点づくりの促進 

○ 登山、カヌーなどの自然体験の場の充実 

○ 地域の見所や交流拠点などを紹介するパンフレットづくりや

それらを有機的につなぐ観光ルートの設定による交流人口の

拡大 

○ JA や商工会、行政などの支援による、都市・農村交流や観光

を起点とした地域活力の創出に向けた、コミュニティの協

力・連携体制の構築 

【地域の高齢化を見据えたまちづくり】 

○ 老人の買物や通院などを助ける、地域内の移送ボランティア組織

など、地域コミュニティ内での自助組織の設立の促進 

○ 移動販売などの買物支援サービスの充実 

○ 高齢者が安心して住み続けることができる住宅環境の整備 

【安全で快適な道路環境づくり】 

○ 道路改良や冬期の安全対策の充実などによる、安全で快適な道

路環境の整備 

○ 地域住民の連携による草刈り活動など、良好な沿道景観づくり

に向けた取組 

○ 高速道路や空港などへのアクセス性を活かした、七曲

臨空港工業団地への企業誘致の促進 

○ 周辺環境と調和した快適な操業環境の維持・増進 

【持続可能な公共交通の確保】 

○ 和田駅での、鉄道やバス、タクシーなど各種交通の乗り継ぎ拠

点機能の充実 

○ パークアンドライドやランドアンドライドの促進に向けた駅周

辺環境の整備促進 

○ マイタウン・バスの路線網再編やタクシーなどの利活用を含め

た、民間活力の導入などによる公共交通の充実 

○ 運行本数の増加などによる鉄道利便性の向上 

【計画的な土地利用の誘導】 

○ コンパクトな市街地形成による持続可能な都市の実現に向けて、

線引き都市計画区域である秋田都市計画区域との統合を検討 

○ 線引き導入による無秩序な開発行為等の防止と地域中心への都

市機能の集積 

○ 線引き導入と同時に、郊外の既存集落の維持・活性化に資する都

市計画制度の導入を検討 

○ ユフォーレやスポパークかわべなど、既存施

設の積極的な PR 展開と利活用の促進 

【安全安心なまちづくり】 

○ 緊急時の避難場所など、防災拠点となる施設の適切な配置と

機能の充実 

○ 河川・山林の防災対策の充実 

○ 地域や行政等の協働による、災害時における連絡体制の構築

○ 防犯活動や除雪作業など、地域コミュニティの連携強化によ

るまちづくり活動の促進 
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７ 雄和地域 

 

（１）地域の概要 

①概況 

  雄和地域は、地域の中央を県内最大の一

級河川である雄物川が流れ、周辺には高尾

山などの山並みが広がり、水と緑に恵まれ

た地域です。 

妙法地区には、雄和市民サービスセンタ

ーとともに、教育・文化・スポーツ施設が

立地しています。 

また、地域内には秋田空港を有するとと

もに、国際教養大学や県農業試験場など学

術・研究施設、県立中央公園や温泉施設、

高尾山レクリエーション施設などの観光・

レクリエーション施設も充実しています。 

 

②人口・世帯数の推移 

雄和地域の平成 21 年 10 月 1 日

時点の人口は、７地域の中で最も

少なく 7,490 人となっており、平

成 12 年からの 10 年間で約 12.7％

（862 人）減少しています。 

一方、人口減少が進む中で世帯

数は、平成 21 年で 2,244 世帯と

10 年間で約 3.3％（71 世帯）増と

ほぼ横ばいで推移しています。 

1 世帯当たりの人員は 3.84 人/

世帯から 3.34 人/世帯に減少して

いますが、他地域に比べると比較

的高い世帯人員となっています。 

地域内の年齢別人口構成比（平成 17 年国勢調査より）をみると、年少人口（15 歳未

満）が 9.4％と 7 地域の中で最も低い割合を示しています。また、生産年齢人口（15～

64 歳）が 59.0％、老年人口（65 歳以上）が 31.6％となっており、老年人口の割合は河

辺地域に次いで高い地域となっています。 

※住民基本台帳（各年 10 月 1 日時点）より。H12,17 は国勢調査結果
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③土地利用の状況・課題 

   雄和地域の面積は 14,450ha で、そのうちの約 3 割（約 4,820ha）が河辺都市計画

区域（非線引き都市計画区域）に指定されていますが、用途地域指定はありません。 

雄物川沿いには農業地域の農用地区域（約 2,300ha）が指定されており、その周囲

は森林地域の国有林（約 100ha）、地域森林計画対象民有林（約 8,940ha）、保安林（約

230ha）が指定されています。 

 

【商業・業務地】 

   本地域の商業地としては、各集落に立地する小売店舗がその役割を果たしています。 

また、行政機能などを有する妙法地区には、日常生活に必要な商品を購入できる商

店等の立地が見られますが、商業集積としては十分とは言えず、身近な商業機能の整

備が求められます。 

 

【住宅地】 

   地域全体としては、妙法地区をはじめ集落ごとに低層の住宅地が分布しています。

人口減少による空き家の発生や高齢化に伴う高齢者世帯の増加が課題となっており、

空き家の有効活用とともに、高齢者の生活をサポートする仕組みづくりが求められま

す。 

 

【農地・自然環境】 

   雄物川沿いの平野部には、まとまった優良農地が確保されており、良好な田園空間

が形成されています。雄物川沿いの農地については、遊水池としての機能も果たして

おり、今後も多面的な役割を果たす貴重な空間として適切な保全・管理が望まれます。 

また、雄物川の周囲には、高尾山などの豊かな森林環境が広がっています。 

 

【その他の拠点・都市機能】 

   妙法地区には、雄和市民サービスセンターや雄和図書館、雄和体育館などの公共公

益機能が立地しています。ただし、総合病院などの高度な医療施設や福祉施設など、

その他の都市機能が不足している状況にあります。 

観光拠点としては、秋田空港に近接する県立中央公園、豊かな自然環境を活かした

高尾山一帯のレクリエーション施設などが整備されており、交流人口の拡大と地域の

活性化に向けた活用が求められます。 

また、地域の北側には、国際教養大学が立地しており、大学と地域の連携による活

力創出が期待されます。 
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④交通施設の整備状況・課題 

【地域間・地域内交通】 

   市街地環状道路に位置づけられている国道 13 号に連絡する道路として、県道秋田

雄和本荘線が整備されています。また秋田空港に連絡する道路として、県道秋田御所

野雄和線が整備されています。 

 

【公共交通】 

   本地域には鉄道は整備されておらず、バス交通が本地域における公共交通の中心と

なっています。しかし、バス路線網から外れた地域での公共交通手段の欠如など、課

題も有していることから、公共交通の更なる利便性向上に向けた対応が求められます。 

 

⑤その他の状況・課題 

【景観形成】 

   雄物川と田園、山林とが一体的となった雄大な景観が広がっており、適正な維持管

理による景観の保全が求められます。また、高尾山や白根館からの眺望景観の確保の

ための取組も望まれます。 

良好な自然環境が保全されている証でもある白鳥やホタルなどの生き物も見られる

ことから、引き続き貴重な生物生息環境の保全が求められます。 

 

（２）目指すべき地域の姿  

 

 

 

 

 

 

 

本地域は、雄物川と河川沿いに広がる田園、山林などの豊かな自然環境が広がり、

ホタルなどの生き物が飛び交う環境が残されている地域です。また、県立中央公園や

高尾山などの観光・レクリエーション施設とともに、国際教養大学や県農業試験場な

どの学術・研究の拠点も立地する地域です。さらに、本県の空の玄関口となる秋田空

港があり、日本海東北自動車道秋田空港インターチェンジに近接するなど、空と陸と

を結ぶ交通の要衝でもあります。 

秋秋田田空空港港とと自自然然色色豊豊かかなな  田田園園ののままちち  

■ 秋田空港や高速道路などの広域交通環境を活かしたまちづくり 

■ 安心して住み続けられる 生活に必要な機能が充足したまちづくり 

■ 住民や大学、国内外との交流による 活力のあるまちづくり 
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現在は自動車交通への依存度の高い地域ですが、身近な場所への生活に必要な機能

や、バス交通などの公共交通の充実をはかり、安心して住み続けることのできる地域

づくりを進めます。 

   本地域は、高齢化が進んでいるものの、地域コミュニティの活動が活発で、団結力

があるなど、地域住民が支え合う意識の高い地域です。今後も、豊かな自然や恵まれ

た広域交通環境の活用とともに、地域コミュニティや地域内に立地する施設などとの

連携により、地域間交流や都市と農村との交流など、活力を生み出すまちづくりを目

指します。 

 

（３）まちづくりの方針 

①土地利用の方針 

【利便性の高い地域中心の形成】 

○ 行政・文化機能を有し、地域内で最も商業施設が集積している妙法地区を、雄和地

域の地域中心に位置づけます。 
 

○ 地域住民の身近な生活拠点として、既存の行政・文化機能を活かしながら、日常の

買い物をまかなう商業機能や飲食店などの娯楽機能の充実に向けた環境整備を促進

します。 
 

○ 地域中心にふさわしい秩序ある市街地形成に向けて、用途地域の新規指定など、計

画的な土地利用誘導方策の導入を検討します。 
 

○ 秋田空港や秋田空港 I.C に近接する地域特性を活かし、商業・業務機能などの進出を

促す環境整備を促進します。 
 

○ 地域内人口の減少や高齢化を見据え、地域中心への都市機能の充実と連携し、既存

ストックを活用しながら、地域内における定住人口の確保のための緑に囲まれたゆ

とりのある良好な居住環境の形成をはかります。 

○ 雄和市民サービスセンターを拠点に、地域における市民協働・都市内地域分権を推

進するとともに、地域内の交流強化、市民や来訪者への地域情報の発信拠点として

の活用等を進めます。 

 

【計画的な土地利用の誘導】 

○ コンパクトな市街地形成による持続可能な都市の実現に向けて、市街化を促進する

市街化区域と、市街化を抑制する市街化調整区域を区分する「線引き都市計画区域」

である秋田都市計画区域との統合を検討します。 
 

○ 線引き都市計画区域への移行による、無秩序な開発行為等の防止と地域中心への都

市機能の集積をはかるとともに、郊外の既存集落の維持・活性化に資する都市計画

制度の導入を検討します。 
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【自然環境の保全・管理】 

○ 市民や行政など多様な主体の連携・協働により、無秩序な開発の抑制とともに適正

な維持管理を行いながら、山林の豊かな森林環境や雄物川などの河川環境の保全活

動を促進します。 
 

○ 高尾山をはじめとする山林や雄物川沿いに広がる田園空間など、良好な自然景観の

保全をはかります。 
 

○ ホタルや白鳥などが生息する雄物川などの水辺環境については、良好な環境を保全

し、地域資源を活かした地域の魅力づくりにつとめます。 

 

【田園環境の保全・管理】 

○ 雄物川などの河川沿いに広がる田園地帯については、無秩序な開発の抑制により良

好な営農環境の維持・保全をはかるとともに、農道・水路等の農業基盤の適切な維

持・改修により農業生産環境の向上を促進し、優良農地の保全を目指します。 
 

○ 農業従事者の高齢化や後継者不足などを背景として、増加傾向にある耕作放棄地に

ついては、多様な作物の栽培による新たな特産品づくりなど、農業の活性化に取り

組むとともに、田園環境の維持・保全を図ります。 

 

【郊外既存集落の維持・活性化】 

○ 生活道路の改修や上下水道の整備など、生活環境の維持・改善に向けた取組を推進

します。 
 

○ 既存集落の維持・活性化に向けて、他都市からの住み替えや U･I･J ターンなどの新た

な人口流入の促進に寄与する都市計画制度等の導入を検討します。 
 

○ 一層の増加が懸念される空き家や耕作放棄地については、都市計画制度等の導入に

より、農家民宿など都市・農村交流拠点としての有効活用を促進します。 

 

②交通体系の整備方針 

【安全で快適な道路環境づくり】 

○ 通学路などにおける街灯や防犯灯の設置などによる、安全な道路環境づくりを進め

ます。 
 

○ 山間部における冬期の安全対策の充実などによる、安全で快適な自動車移動のため

の道路改良を促進します。 
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【持続可能な公共交通の確保】 

○ マイタウン・バスの路線網再編やタクシーなどの利活用を含めた、民間活力の導入

などによる公共交通の充実をはかります。 
 

○ パークアンドライドやライドアンドライドなど、都心部までのアクセス性向上に向

けた、周辺鉄道駅における交通結節機能の充実を促進します。 

 

③その他の方針 

【地域特性を活かした活力の創出】 

○ 交流人口の拡大による地域活力の創出を目指し、秋田空港からのアクセス性の維

持・充実をはかるとともに、空港利用者の地域内への誘導に向けた観光拠点の整備

と PR の充実、秋田空港から観光拠点を有機的に結ぶ観光ルートの設定などを促進

します。 
 

○ 県立中央公園については、スポーツ・レクリエーションの拠点として、その機能の

充実をはかり、県内外の交流人口の拡大に向けた積極的な利活用を促進します。 
 

○ 地域の豊かな自然環境や農業環境を活かしながら、空き家や耕作放棄地を活用した

農家民宿や体験農園など、グリーンツーリズムの場の整備を促進します。 
 

○ 秋田空港に近接する特性を活かし、新たなイベントなど市民の国際交流の場を創出

します。 
 

○ 国際教養大学と地域との交流・連携、学生と住民との交流の場の創出による地域活

力づくりを促進します。 
 

【安全安心なまちづくり】 

○ 河川や山林の防災対策の充実とともに、緊急時の避難場所など防災拠点となる施設

の適切な配置と機能の充実をはかり、安全安心なまちづくりを目指します。 
 

○ 充実した地域コミュニティを活かし、防災・防犯活動や除雪作業など、住民同士が

支えあう地域コミュニティの連携強化によるまちづくり活動を促進します。 
 

○ 高齢者が安心して住み続けることができるように、高齢者の買物や通院を助ける地

域内の移送ボランティア組織など、地域コミュニティ内での自助組織の設立や、移

動販売などの買物支援サービスの充実を促進します。 
 

○ 新たなイベントなどの実施による、住民間の交流機会の充実をはかり、地域コミュ

ニティの一層の強化を促進します。 

 



 

 ■ 雄和地域構想図 

【地域中心（妙法地区）の都市機能】 

○ 地域住民の身近な生活拠点として、既存の行政・

文化機能を活かしながら、日常の買い物をまかな

う商業機能や飲食店などの娯楽機能の充実に向け

た環境整備の促進 

○ 地域中心にふさわしい秩序ある市街地形成に向け

て、用途地域の新規指定など、計画的な土地利用誘

導方策の導入の検討 

○ 秋田空港や秋田空港 I.C に近接する地域特性を活か

し、住民の就業の場となる企業等の誘致や地域への

進出を促す環境整備を促進 

○ 地域内における定住人口の確保に向けて、既存スト

ックを活用しながら、緑に囲まれたゆとりのある良

好な居住環境を形成 

【計画的な土地利用の誘導】 

○ コンパクトな市街地形成による持続可能な都市の実現

に向けて、線引き都市計画区域である秋田都市計画区

域との統合を検討 

○ 線引き導入による無秩序な開発行為等の防止と地域中

心への都市機能の集積 

○ 線引き導入と同時に、郊外の既存集落の維持・活性化

に資する都市計画制度の導入を検討 

【地域の高齢化を見据えたまちづくり】 

○ 高齢者の買物や通院を助ける地域コミュニティ内での

自助組織の設立を促進 

○ 青空市や移動販売などの買物支援サービスの充実 

○ 新たなイベントなどの実施による、住民間の交流機会の

創出と連携強化 

【持続可能な公共交通の確保】 

○ マイタウン・バスの路線網再編やタクシーなどの利活用

を含めた、民間活力の導入などによる公共交通の充実 

○ 都心部までのアクセス性向上に向けた、周辺鉄道駅にお

ける交通結節機能の充実（パークアンドライド・ライド

アンドライドの促進） 

【郊外既存集落の維持・活性化】 

○ 生活道路の改修や上下水道の整備など、生活環境の維

持・改善に向けた取組の推進 

○ 既存集落の維持・活性化に向けて、都心部からの住み替

えや U･I･J ターンなどの新たな人口増加に寄与する都市

計画制度等の導入を検討 

○ 空き家や耕作放棄地の管理・活用による、農家民宿など

都市・農村交流拠点づくりの促進 

○ 国際教養大学と地域との交流・連携

による地域活力づくり 

○ 学生と住民との交流の場の創出 

【自然環境の保全・管理】 

○ 無秩序な開発の抑制や市民や行政など多様な主体の連

携・協働による、豊かな森林・河川環境の保全・管理 

○ ホタルや白鳥など、貴重な生物の生育の場の保全と、地

域資源を活かした地域の魅力づくり 

○ 高尾山をはじめとする山林や雄物川沿いに広がる田園

空間など、良好な自然景観の保全 

【田園環境の保全・管理】 

○ 無秩序な開発の抑制による良好な営農環境の維持・保全

○ 農道・水路等の農業基盤整備による農業生産環境の向上

○ 耕作放棄地の多角的な活用による田園環境の維持・保全

○ 多様な作物の栽培による新たな特産品づくり、農産物の

ブランド化による農業の活性化 

○ 交流人口の拡大による地域活力の創出を目

指し、空港利用者の地域内への誘導に向けた

観光拠点の利活用と秋田空港からのアクセ

ス性の維持・充実 

○ 秋田空港から観光拠点を有機的に結ぶ観光

ルートの設定 

【安全で快適な道路環境づくり】 

○ 通学路などにおける街灯や防犯灯の設置などに

よる安全な道路環境づくり 

○ 山間部における、冬期の安全対策の充実など、安

全な自動車移動に向けた道路改良の促進 

○ 県立中央公園については、スポーツ・レクリ

エーションの拠点として、その機能の充実を

はかり、県内外の交流人口の拡大に向けた積

極的な利活用を促進 

○ 秋田空港に近接する特性を活かし、新たなイ

ベントなど市民の国際交流の場を創出 

【安全安心なまちづくり】 

○ 緊急時の避難場所など、防災拠点となる施設の適切な

配置と機能の充実 

○ 河川・山林の防災対策の充実 

○ 充実したコミュニティを活かした、防犯活動や除雪作

業など、地域コミュニティの連携強化によるまちづく

り活動の促進 
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実現化方策とは、本市の将来都市像である『暮らし・産業・自然の調和した持続可

能な都市』の実現に向けて、本計画で掲げたまちづくりの方針を具体化していくための

主な方策を示すものです。 

 

１ 多様な主体の協働によるまちづくりの推進 

 

少子高齢化や人口減少社会の到来、分権型社会への転換など、社会経済構造が大き

く変化する中で、まちづくりにおいても、従来の『行政主導型』から、地域住民や地

域内の事業者、NPO をはじめとする各種団体など、多様な主体との協力・連携によ

る『協働型』への転換が進められています。 

 本計画においても、市民・事業者・行政の協働・連携を前提としたまちづくり方針

や施策を掲げていることから、将来都市像の実現に向けては、各主体がお互いの役割

を認識し、市が目指すまちづくりへの理解を深めた上で、積極的なまちづくり活動に

取り組んでいく体制が必要となります。 

  

（１）市民の役割 

市民は、まちづくりの主役であり、これからの協働型のまちづくりにおいては、より

主体的な取組が期待されます。 

まちづくりに大きな影響を与える開発・建築行為にあたっては、国土利用計画

や本計画をはじめとする土地利用関連計画を遵守するとともに、周辺の環境や景

観、既存ストックの有効活用に配慮した建築活動が求められます。 

また、低炭素型まちづくりに向けた公共交通の積極的な利用によるマイカー利

用の抑制、豊かな自然環境等の維持・保全に向けた地域独自のまちづくりルー

ル・協定等の提案・締結など、自分達のまちは市民自らがつくりあげるという意識と

責任を持ち、行政を活用しながら、積極的にまちづくり活動へ参加していくことが大

切です。 

 

（２）事業者の役割 

   事業者は、日頃の事業活動を通して、市や地域の活性化に貢献するとともに、市

が目指す将来像の理解につとめ、市民や行政が進めるまちづくり活動に積極的に参

加・協力していくことが期待されます。 

   



 137

 

 

 

事業所等の開発・建築行為にあたっては、市民同様、土地利用関連計画の遵守

や既存ストックの活用につとめるとともに、敷地内緑化の推進や緩衝帯の設置など、

周辺環境へのより一層の配慮が求められます。 

また、積極的な CSR（企業の社会的責任・貢献）活動の展開による里地里山・

森林等の管理や地域住民との交流の場の創出、独自の専門性を活かしたまちづくり

活動の展開など、事業者ならではのアプローチでまちづくり活動に取り組んでいくこと

が重要です。 

 

（３）行政の役割 

市は、市民生活に必要不可欠な都市基盤整備を推進するとともに、国・県が定め

る上位計画や市民意向をふまえ、多様な制度を活用しながら、計画的かつ効率的な

まちづくりに向けた規制・誘導を実施していくことが求められます。 

また、市民や NPO、事業者など、多様な主体による協働のまちづくりを牽引する役

割も担っており、各主体の自発的なまちづくり活動の展開に向けて、育成・支援体制

の充実をはかっていく必要があります。 

育成・支援にあたっては、ホームページの活用やシンポジウム等の開催により、ま

ちづくりに関する積極的な情報提供をはかりながら、まちづくり意識の醸成を促進する

とともに、定期的な市民意識調査や懇談会等の実施により、市民ニーズや地域課題

を把握・検証することが重要です。 

 

 

 

２ 将来都市像の実現に向けた施策展開の方向性 

 

本市が掲げる将来都市像の実現に向けて、都市計画制度の導入など都市計画として

対応すべき事項を、短期（3 年以内）、中期（5 年）、長期（10 年）に期間を区分し、

本市の共通課題となる政策テーマごとに、いつまで何を実施するのかをパッケージン

グしながら概ねのスケジュールを定め、本計画で掲げた主要施策の実効性を高めます。 

 なお、市街地開発事業や都市計画道路整備などについては、関係者との十分な調整

をはかった上で、現時点での着手時期の目処を示します。 

 以下に、政策テーマごとに都市計画として対応・検討すべき主要な施策を整理しま

す。なお、取り上げた施策については、複数の政策テーマにまたがるものもあります

が、ここでは最も関係性の強い政策テーマと連動させて記載しています。 
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【政策テーマ①】旧 3 市町が一体となった都市構造の形成 

○ 集約型都市構造の形成に向けた“線引き都市計画区域への統合” 

・ 規制強度が異なる２つの都市計画区域を有する本市においては、成熟した一

つの都市としての一体性の確立と、効率的な都市経営に向けた集約型都市構

造の形成を目指し、郊外地域における無秩序な都市化の抑制に資する線引き

都市計画区域への統合に向けた取組を進めます。 
 

○ 既存集落の維持・活性化に向けた“市街化調整区域における開発許可等の基準設定” 

・ 都市と農村が共生したまちづくりを見据え、線引き都市計画区域への統合と

並行して、市街化調整区域の既存集落における定住人口の確保や地域コミュ

ニティの維持・活性化に資する「都市計画法第 34 条第 11 号」の導入に向け

た調査・検討を、河辺・雄和地域を含む市全体を対象として実施します。 
 

○ 3 環状放射道路網の充実と長期未着手路線の見直し 

・ 交通需要や財政状況をふまえ、3 環状放射道路網(外周部環状道路、市街地環

状道路、都心環状道路、放射道路)を構成する、都市計画道路(大浜上新城線、

外旭川新川線、川尻広面線、神内和田線)の整備を進めるとともに、長期未着

手路線(下新城中野線、飯島相染線、壱騎町御蔵町線、土崎環状線、泉高梨線、

新屋十軒町線、新屋浜田線、新屋豊岩線、上北手雄和線、前田和田１号線)に

ついては、廃止を見据えた見直しを行います。 

 

【政策テーマ②】コンパクトな市街地を基本とした 

にぎわいある中心市街地と地域中心の形成 
 

○ 土地利用の混在解消や地域活力の創出に向けた“地域地区の見直し” 

・ 市民生活や産業活動の中心となる既存市街地のうち、指定された地域地区と

実際の土地利用状況に乖離や不都合が生じている地域については、地域特性

に応じた土地の有効活用を目指し、用途地域や風致地区等の検証・見直しと

ともに、必要に応じて日影規制の導入や建ぺい率・容積率の引き下げ等につ

いても検討を進めることとします。 
 

○ 既存市街地の有効活用に向けた“逆線引きの導入検討” 

・ 市街化区域に残された一団の低未利用地のうち、今後も有効利用の見込みが

立たないエリアについては、将来的な土地利用動向に考慮しながら、市街化

調整区域への逆線引きについても検討することとします。 
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○ 地域特性に応じた開発誘導に向けた“特別用途地区の見直し検討” 

・ 広域幹線道路の沿道地域を中心に形成される沿道型サービス施設については、

周辺の地域中心の都市機能や都市全体の商業機能のバランスに配慮した立地

が求められるため、大規模集客施設のみならず、市民が日常的に利用するス

ーパー等の立地誘導に向けて、開発規模等を制限する特別用途地区の見直し

について検討を進めます。 

・ 公共交通軸を中心とした生活利便性の高い沿道型居住市街地の形成には、周

辺の既存都市機能や居住環境への影響に配慮した沿道施設の誘導が求められ

ることから、適切な用途・規模の誘導に向けて特別用途地区の見直しについ

て検討を進めます。 
 

○ にぎわいと活力の創出に向けた“中心市街地活性化の推進” 

・ 本市のみならず、県全体の中心拠点となる秋田駅周辺の中心市街地について

は、平成 20 年 7 月に認定された中心市街地活性化基本計画に掲載されている

市街地再開発事業などの個別事業の計画的かつ円滑な展開を目指します。 
 

○ 市街地の高度利用と活力創出に向けた“市街地開発事業の計画的な実施・見直し” 

・ 市街地開発事業のうち現在着手している事業については、中心市街地活性化

基本計画との連動をはかりながら、引き続き計画的な整備を進めます。また、

着手の見込みが立たない地区については、本市を取り巻く社会経済情勢をふ

まえながら、整備手法の見直しを含めた検討を進めます。 

 

【政策テーマ③】環境の保全・創造による低炭素型まちづくり 

○ 自然環境の維持・保全に向けた“新たな土地利用誘導施策の導入検討” 

・ 線引き都市計画区域への統合により、市街化調整区域においては原則として

開発が抑制されるため、郊外部の良好な自然環境の保全が期待されます。そ

の一方で、都市計画や農地法など、土地利用関連法の制限のかからない地域

については、引き続き無秩序な開発の恐れが潜在することになります。 

・ 本市では、線引き統合に向けた取組を契機と捉え、住民説明会等によるまち

づくりに対する市民意識の醸成をはかるとともに、線引き統合による影響を

十分に調査・検証した上で、必要に応じてよりきめ細やかな誘導に向けた、

市独自のまちづくり条例の運用についても検討を進めることとする。 
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○ マイカー依存からの脱却に向けた 

“パークアンドライドおよびライドアンドライドの促進” 
 

・ 現在のマイカー依存から公共交通を中心とした低炭素型の移動手段への移行

に向けて、ノーマイカーデーの継続的な実施とともに、鉄道やバス事業者な

ど関係団体との調整をはかりながら、パークアンドライドやライドアンドラ

イドの促進に資する駅前環境の整備やバス路線の再編など、必要な取組を進

めます。 
 

○ 低炭素型まちづくりに向けた“地区計画等と連動した低炭素モデル街区指定の検討” 

・ 現在、全国各地で低炭素化を担保・誘導するまちづくりプランの策定につい

て検討が進められています。本市においても、市街地開発事業や民間活力に

よる大型開発を対象として、地区計画等の都市計画制度と連動した、交通や

再生可能エネルギーの利用など、地区全体のエリアマネジメントに基づいた

低炭素化方策の導入手法について検討を進めます。 

 

【政策テーマ④】市民の暮らしを守る安全・安心なまちづくり 

○ 安全で快適な市民生活の確保に向けた“都市施設の計画的な整備” 

・ 下水道施設や公共公益施設等の都市施設については、市民生活の利便性向上

や災害時の防災拠点としての機能の充実、ライフラインの耐震化などに向け

て、適切かつ計画的な整備に向けた取組を進めます。 
 

○ 安全・安心な都市環境づくりに向けた“都市のバリアフリー化・耐震化の促進” 
 

・ 少子高齢社会を見据えた公共施設や住宅のバリアフリー化、震災による被害

抑制に向けた建築物の耐震化については、現在実施している補助事業や税制

優遇措置等の支援方策の周知・展開をはかるとともに、社会経済情勢等に応

じて支援内容の見直し・充実に向けた取組を進めます。 

 

○ 災害危険区域での適切な土地利用誘導に向けた 

“新たな土地利用誘導施策の導入検討” 
 

・ 急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流、地すべり危険箇所、浸水の恐れが

あるエリアなど、災害の危険性が高い地域については、安全性の確保の観点

から、適切な土地利用誘導が求められます。 
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・ 災害危険箇所のうち、現行制度により建築等が制限されるものについては、

引き続き制限に基づく指導を行うこととしますが、制限のない地域について

は、災害危険箇所における立地規制等を盛り込んだ、まちづくり条例などの

新たな土地利用誘導施策への展開を見据え、必要な調査・検討を進めること

とします。 
 

○ 街なか居住と防犯・防災性の向上に向けた 

“既存住宅ストックの有効活用方策の検討” 
 

・ 本市では、超高齢社会の到来により犯罪や火災などの災害の温床となりやす

い空き家・空室の更なる発生が見込まれます。そのため、防犯・防災性の向

上による安全・安心なまちづくりに向けて、市街地内に発生している空き家・

空室などの既存住宅ストックの有効活用をはかり、郊外に居住する高齢者な

どの街なか居住促進に向けた支援策の調査・研究を進めながら、効果的な誘

導方策の導入を目指します。 

 

【政策テーマ⑤】秋田の風土・文化を映し出す緑豊かなまちづくり 

○ 緑豊かな都市空間の形成に向けた“都市計画公園の整備” 

・ 都市計画公園は、市民の憩いの場として、また日常生活にうるおいを与える

貴重な緑空間として、今後も計画的な整備と維持・管理をはかります。 
 

○ 良好な都市景観の形成に向けた“景観計画の推進と地区計画等の活用” 

・ 観光・交流型まちづくりの促進に向けて、線引き都市計画区域の統合に伴う

計画的な土地利用誘導による自然環境の保全・管理とともに、地域の歴史的

資源や良好な自然環境などの地域資源を活かした景観づくりを進めます。 

・ 景観づくりにあたっては、地域住民の手による主体的かつ継続的な活動を目

指し、市民意識の醸成に取り組むとともに、景観計画や地区計画、建築協定

など、地域の特性や熟度に合わせた手法を選択し、運用に向けた検討を進め

ることとします。 
 

○ 本市ならではの景観の維持・保全に配慮した“建築物の高さ制限導入の検討” 

・ 太平山をはじめ、本市が誇る良好な自然景観を将来にわたって維持・保全し

ていくため、景観づくりに対する市民の意識啓発を進めるとともに、良好な

景観や居住環境を阻害する突出した建築物の発生防止に向けて、高度地区等

の建築物の高さ制限の導入について検討を進めることとします。 
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■ 将来都市像の実現に向けた施策展開スケジュール（政策テーマ別）

中   期 短   期 長   期 

中   期 

(都)外旭川新川線、新屋土崎線 

(都)秋田環状線 

(都)泉外旭川線、千秋広面線、川尻広面線 

 

3 環状放射道路網を形成

する個別路線の事業予定 
 

中心市街地への公的住宅整備 

中通地区公共公益施設整備事業 千秋公園整備事業 

 
 

市内および近隣自治体における商業動向の把握 

 

地域特性に応じた商業規模の

誘導に向けた特別用途地区の

見直し検討 

 

土地利用の混在解消や地域活

力の創出に資する地域地区の

見直し 

 

旧
３
市
町
が
一
体
と
な
っ
た
都
市
構
造
の
形
成 

コ
ン
パ
ク
ト
な
市
街
地
を
基
本
と
し
た 

に
ぎ
わ
い
あ
る
中
心
市
街
地
と
地
域
中
心
の
形
成 

 

都市計画としての主な対応 短   期 長   期 

 
線引き都市計画区域への統合 

 
都市計画道路の整備・見直し 

関係機関との調整 

線引き統合に関する住民説明 

都市計画変更（県作業） 

指定区域および制度設計案の作成 条例整備

制度内容に関する住民説明 

 
 

制度の運用 

市街化調整区域における 

開発許可等の基準設定 

（都市計画法第 34 条第

11 号） 

 

 

 

 

 

 

 

次 期 総 合 都

市 計 画 の 策

定 に 向 け た

実 態 調 査 お

よ び 効 果 の

検証 

 
 

制度の運用 

 
必要に応じて指定区域および

制度内容の見直し 

長期未着手路線等の見直し 

都市計画道路整備プログラムの作成 

事業化路線および重点路線の計画的な整備 

 
 

効率的・効果的な道路網の整備の推進 

 

中心市街地活性化基本計画

に基づく個別事業の推進 

 

市街地開発事業の計画的な

実施・見直し 

 

現況調査 

都市計画変更 

タウンビークル環境整備事業 

中通一丁目地区市街地再開発事業 

現況調査 

見直し内容の設定 

効果の検証 

関係団体との調整 

 
 

地区計画や建築協定など、より詳細な土地利用ルールの導入の検討 

 

 

 

 

 

 

 

次 期 総 合 都

市 計 画 の 策

定 に 向 け た

実 態 調 査 お

よ び 効 果 の

検証 

 
必要に応じて見直し 

（住民説明および都市計画変更） 

 

都市計画としての主な対応 

住民説明 

見直し箇所・新規指定区域の設定

関係機関との調整

タウンビークル運行スタートアップ事業 

秋田駅西北地区土地区画整理事業 

秋田駅東第三地区土地区画整理事業 

景観整備促進助成事業 

(都)秋田環状線 
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災害危険区域の把握 

ハザードマップの整備等 

 
バリアフリー化および耐震化の促進に向けた 

補助事業や税制優遇措置等の支援施策の展開 

現況調査 効果の検証 

関係団体との調整 

 
 

状況に応じた支援施策の検討・展開 市民意向把握

中   期 短   期 長   期 

パークアンドライドおよびラ

イドアンドライドの促進（駅前

環境の整備およびバス路線の

再編） 

 

自然環境の維持・保全に向けた

土地利用誘導施策の展開 

環
境
の
保
全
・
創
造
に
よ
る 

低
炭
素
型
ま
ち
づ
く
り

 

地区計画と連動した低炭素モ

デル街区指定の検討 

現況調査 

現況調査 重点整備箇所の抽出 

効果の検証 関係団体との調整 

 
・線引き都市計画区域への統合 

・市街化調整区域における開発許可等の基準の設定 

 

 

 

 

 

次 期 総 合 都

市 計 画 の 策

定 に 向 け た

実 態 調 査 お

よ び 効 果 の

検証 

都市計画としての主な対応 

 

安全・安心なまちづくりに向け

た土地利用誘導施策の展開 

 

公共施設および住宅のバリア

フリー化・耐震化の促進 

市
民
の
暮
ら
し
を
守
る 

安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

 

既存住宅ストックの有効活用

方策の検討 

現況調査・市民意向の把握 

関連団体との情報共有体系の構築 

街なか居住の促進に向けた支援方策の検討 

 

 

 

 

 

次 期 総 合 都

市 計 画 の 策

定 に 向 け た

実 態 調 査 お

よ び 効 果 の

検証 

都市計画としての主な対応 

 

・ 景観形成に対する市民への意識啓発 

・ 本市における建築動向の把握 

 

本市ならではの景観の維持・保

全に配慮した建築物の高さ制

限導入の検討 

 

景観計画および地区計画・建築

協定等に基づく良好な都市景

観づくり 

秋
田
の
風
土･

文
化
を
映
し
出
す 

緑
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り  

現況調査 

都市計画決定等 

現況調査 

市民意向の把握

効果の検証 

関係団体との調整 

 
・他地域における展開促進 

・景観計画の検証・見直し 

 

 

次 期 総 合 都

市 計 画 の 策

定 に 向 け た

実 態 調 査 お

よ び 効 果 の

検証 

 
必要に応じて本格導入の検討 

（住民説明および都市計画変更） 

 

都市計画としての主な対応 

制度内容に対する住民説明・勉強会 

モデル区域の検討・抽出 

 

必要に応じて 

環境保全に向けた 

上乗せ基準の検討 
制度設計案の作成 条例整備

住民説明 

実証実験  
 

実証実験の検証結果に応じて本格導入を推進 バス路線の再編 

 
検証結果に応じて 

本格導入を検討 

先進事例の調査等 

導入効果の検証（シミュレーション） 

本市における導入モデルの検討 

現況調査 

計画案の作成 都市計画決定

住民説明 対象地区の選定 

計画案の検討 

計画案の作成 

中   期 短   期 長   期 

中   期 短   期 長   期 

効果の検証 

モデル事業の実施  
 

検証結果に応じて本格導入を検討

現況調査  

必要に応じて災害 

危険区域における 

上乗せ基準の検討 
制度設計案の作成 条例整備

住民説明 

先進事例調査・研究 

関係団体との調整 

市民意向把握
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３ 総合都市計画の評価・管理 

 

（１）計画の進捗管理と成果指標の設定 

   本市のまちづくりは、本計画で掲げられた方針等に基づいて、様々な制度・事

業等を活用して進めていくことになります。 

そのため、計画で示したまちづくりがどの

程度の進捗状況にあるのかを把握するととも

に、それをふまえた計画管理を行っていくこ

とが重要となります。 

計画の実効性を高めていくためには、市

民・事業者・行政が様々な視点から評価を行

いながら、計画の更なる改善に向けた段階

的・継続的な取組が必要となることから、本

計画においては、計画策定（Plan）後の実施

（Do）を受けて、その効果を評価（Check）

し、必要に応じて見直す（Action）といった

『PDCA サイクル』により、計画の管理と質

の確保をはかることとします。 

 

計画の進捗管理にあたっては、前項で政策テーマごとに整理した施策展開の方

向性をふまえ、「改善されているもの」と「改善が不十分なもの」が明確に把握

できるように、各種事業の実施状況をベースとした『アウトプット指標』、施策

展開によってもたらされる成果をベースとした『アウトカム指標』、市民アンケ

ートなどによる定期点検をベースとした『モニタリング指標』の 3 つの指標を設

定し、それをもとに本計画の評価・管理を行うこととします。 

なお、計画の評価についても、住民参加の視点から市民アンケートに基づくま

ちづくりの満足度などをモニタリング指標として設定することで、市民の実感に

基づいた、市民目線での計画評価に取り組むこととします。 

《 PDCA サイクルの概念図 》 
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【政策テーマ①】旧 3 市町が一体となった都市構造の形成 

《施策展開の方向性》 

○ 集約型都市構造の形成に向けた“線引き都市計画区域への統合” 

○ 既存集落の維持・活性化に向けた“市街化調整区域における開発許可等の基準設定” 

○ 3 環状放射道路網の充実と長期未着手路線の見直し 

 

 

    アウトプット指標  

① 線引き都市計画区域への統合に係る都市計画決定 

【現状】 － 

【目標】秋田市都市計画区域（線引き都市計画区域）への統合完了 

（平成 32 年） 
 

② 法第 34 条第 11 号に基づく指定集落数 

【現状】なし（平成 22 年） 

【目標】 － 
 

③ 都市計画道路の整備進捗率（％） 

【現状】75.0％（平成 21 年） 

【目標】 － 
 

 ア ウ ト カ ム 指 標  

① 農地転用の件数、面積（ha）、分布状況 

・農地転用の動向から、市街地の拡散の要因となる農地の無秩序な転用

が、線引き都市計画区域への統合によって抑制されているかを検証し

ます。 
 

【現状】転用件数 56 件、転用面積 2.8 ha（平成 19 年） 

【目標】 －（転用用途や場所等から総合的に評価） 
 

② 市街化調整区域における開発許可件数、面積（ha）、分布状況 

 ・郊外既存集落における開発の動向から、定住人口の確保、維持・活性

化に向けた、都市計画法第 34 条第 11 号の効果を検証します。 
 

【現状】3 件（平成 20 年） 

【目標】 －（開発用途や場所等から総合的に評価） 
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③ 土地利用規制に関する理解度 

    ・市民意識調査から、線引き制度や各種土地利用誘導施策の内容に関す

る理解度を評価し、市民のまちづくり意識の醸成に向けた行政側の取

組の効果を検証します。 
 

【現状】 － （該当データなし） 

【目標】現状以上 (平成 32 年) 
 

 モニタリング指標  

① 土地利用区分別面積（ha） 

・自然的土地利用と都市的土地利用の面積動向から、線引きと都市計画

区域への統合や都市計画法第 34 条第 11 号など各種土地利用誘導施策

の効果を検証します。 
 

【現状】第 3 次秋田市国土利用計画参照（平成 19 年） 

【目標】第 3 次秋田市国土利用計画に準じる（平成 32 年） 
 

② 主要路線の渋滞損失時間 

 ・3 環状放射道路を構成する主要路線の渋滞損失時間から、本市における

道路体系の整備効果を検証します。 
 

【現状】11,063 万人時間（平成 19 年） 

【目標】9,101 万人時間※（平成 27 年） 
※秋田市総合交通戦略の目標値を踏襲 
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【政策テーマ②】コンパクトな市街地を基本とした 

にぎわいある中心市街地と地域中心の形成 

《施策展開の方向性》 

○ 土地利用の混在解消や地域活力の創出に向けた“地域地区の見直し” 

   ○ 既存市街地の有効活用に向けた“逆線引きの導入検討” 

    ○ 地域特性に応じた開発誘導に向けた“特別用途地区の見直し検討” 

○ にぎわいと活力の創出に向けた“中心市街地活性化の推進”  

○ 市街地の高度利用と活力創出に向けた“市街地開発事業の計画的な実施・見直し” 

 

 

 アウトプット指標  

① 地域地区等に係る都市計画決定 
 

【現状】 － 

【目標】地域地区等の見直し済み（平成 32 年） 
 

② 土地区画整理事業の進捗率※（％） ※事業費ベース 
 

【現状】秋田駅東第三地区 約 44％（平成 22 年） 

    秋田駅西北地区  約 47％（平成 22 年） 

【目標】 － 
 

 ア ウ ト カ ム 指 標  

① 工業系用途地域※内の未利用地面積（ha） ※工業地域、工業専用地域 

    ・他要因による影響に考慮しながら、既存工業団地等における未利用地

の解消状況から、地域地区等の見直しによる土地活用への効果を検証

します。 
 

【現状】80.8 ha（平成 19 年） 

【目標】21.8 ha※（平成 32 年） 
※第 3 次秋田市国土利用計画の目標値を踏襲 

 

② 地域別小売業店舗数 

    ・市民生活を支える小売業店舗の動向から、都心および地域中心におけ

る商業機能の充足状況を検証します。 
 

【現状】中央：1,372 店、東部：354 店、西部：200 店、南部：419 店 

北部：  802 店、河辺：  95 店、雄和：  88 店（平成 19 年） 

【目標】 －（地域中心での立地状況等から総合的に評価） 
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③ 店舗面積 1,000 ㎡以上の小売店舗の立地件数、分布状況 

    ・大規模小売店舗の立地動向から、特別用途地区の見直しによる地域中

心および沿道における商業機能の立地誘導効果について検証します。 
 

【現状】82 店（平成 22 年） 

【目標】 －（立地状況等から総合的に評価） 
 

④ 地価※（円/㎡）※地価調査用途別平均価格 

 ・都心および地域中心の地価動向から、コンパクトな市街地形成が土地

の評価にもたらす効果を検証します。 
 

【現状】住宅地：43,400 円/㎡ 商業地：78,500 円/㎡（平成 22 年） 

【目標】現状の水準を維持 
 

⑤ 都市インフラに係る維持更新費※（円/年） 
※国土交通省都市・地域整備局都市計画課『都市経営コスト算出のための標準試算モデル（素案）』より 

    ・コンパクトな市街地形成が、道路や下水道整備などにかかる都市経営

コストにもたらす効果を検証します。 
 

【現状】約 440.7 億円（平成 22 年） 

【目標】現状より削減 
 

 モニタリング指標  

① 地域別人口、世帯、人口密度（人/ha） 

・都心および地域中心への人口の集約が進んでいるかを検証します。 
 

【現状】中央：74,511 人、東部：64,986 人、西部：36,753 人 

南部：50,048 人、北部：82,491 人、河辺：  9,558 人 

雄和：  7,490 人（平成 21 年 10 月） 

【目標】 －（地域中心への集積状況等から総合的に評価） 
 

② DID 面積（ha）、人口、人口密度（人/ha） 

    ・DID の動向から、コンパクトな市街地形成の進捗状況を検証します。 
 

【現状】5,360 ha、2,635 千人、49.2 人/ha（平成） 

【目標】－（各指標の動向から総合的に評価） 
 

③ 都心および地域中心に関する満足度※   
※市民意識調査において満足、やや満足と回答した割合 

 

【現状】中央：34.9％、東部：28.1％、西部：20.8％、南部：29.4％ 

北部：20.5％、河辺：12.1％、雄和： 9.1％（平成 21 年） 

【目標】現状より上昇（平成 32 年） 
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【政策テーマ③】環境の保全・創造による低炭素型まちづくり 

《施策展開の方向性》 

○ 自然環境の維持・保全に向けた“新たな土地利用誘導施策の導入検討” 

○ マイカー依存からの脱却に向けた“ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞおよびﾗｲﾄﾞｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞの促進”  

○ 低炭素型まちづくりに向けた“地区計画等と連動した低炭素モデル街区指定の検討” 

 

 

 アウトプット指標  

① 自然環境の維持・保全に向けた土地利用誘導に係る施策導入の有無 
 

【現状】なし（平成 22 年） 

【目標】施策導入済み（平成 32 年） 
 

② 低炭素モデル街区の指定件数 
 

【現状】0 件（平成 22 年） 

【目標】 － 
 

 ア ウ ト カ ム 指 標  

① 都市計画区域外における国土利用計画法に基づく土地売買等届出件数（件/年） 

    ・都市計画区域外における土地売買等届出件数から、新たな土地利用誘

導施策の導入の緊急性・必要性を検証するとともに、導入時における

効果について検証します。 
 

【現状】4 件/年（平成 21 年） 

【目標】 －（地域中心での立地状況等から総合的に評価） 
 

② 公共交通（鉄道・バス）の利用者数 

 ・実際の公共交通の利用者数から、公共交通機関の利用促進に向けた総

合的な取組の効果を検証します。 
 

【現状】鉄道：平均利用者数 20,150 人/日（平成 19 年） 

バス：年間利用者数 8,467 千人/年（平成 20 年） 

【目標】現状より増加 
 

③ 秋田市住宅用太陽光発電システム設置件数（件/年） 

 ・自然エネルギーシステムの導入件数から、市民・事業者への意識啓発

を含む、低炭素型まちづくりに向けた総合的な取組状況を評価します。 
 

【現状】66 件/年（平成 21 年） 

【目標】 －（累計件数等から総合的に評価） 
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 モニタリング指標  

① 土地利用区分別面積（ha） 

・農地や森林などの自然的土地利用の面積動向から、土地利用誘導施策

の導入効果等について検証します。 
 

【現状】第 3 次秋田市国土利用計画参照（平成 19 年） 

【目標】第 3 次秋田市国土利用計画に準じる（平成 32 年） 
 

② 運輸部門における CO2 排出量 

 ・交通に係る CO2 の排出量から、マイカー移動から公共交通利用への移

行促進の進捗状況、ならびに CO2 の削減効果について検証します。 
 

【現状】82 万３千 t‐CO2（平成 19 年） 

【目標】現状より削減（平成 32 年） 
 

③ 公共交通の利便性に関する満足度 
   

【現状】22.6％（平成 21 年） 

【目標】現状より上昇（平成 32 年） 
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【政策テーマ④】市民の暮らしを守る安全・安心なまちづくり 

《施策展開の方向性》 

○ 安全で快適な市民生活の確保に向けた“都市施設の計画的な整備” 

○ 安全・安心な都市環境づくりに向けた“都市のバリアフリー化・耐震化の促進” 

○ 災害危険区域での適切な土地利用誘導に向けた“新たな土地利用誘導施策の導入検討” 

○ 街なか居住と防犯・防災性の向上に向けた“既存住宅ストックの有効活用方策の検討” 

 

 

 アウトプット指標  

① 公共下水道普及率（％） 
 

【現状】87.7％（平成 20 年） 

【目標】 － 
 

② 災害危険区域における土地利用誘導に係る施策導入の有無 
 

【現状】なし（平成 22 年） 

【目標】施策導入済み（平成 32 年） 
 

③ 既存住宅ストックの有効活用に係る施策導入の有無 
 

【現状】なし（平成 22 年） 

【目標】施策導入済み（平成 32 年） 
 

 ア ウ ト カ ム 指 標  
 

① 市内建築物の耐震化率（％） 

 ・市内建築物の耐震化率の状況から、建築物の耐震化に係る啓発や補助

事業等、総合的な取組の効果を検証します。 
 

【現状】81.7％（平成 21 年） 

【目標】83.0％※（平成 27 年） 
※秋田市総合計画の成果指標を踏襲 

 

② 地域づくり組織の結成数 

 ・地域コミュニティ活動の主体となる地域づくり組織の結成数から、市

民のまちづくり意識の醸成など、住民主体のまちづくりに向けた取組

状況を評価します。 
 

【現状】1 組織（平成 21 年） 

【目標】4 組織※（平成 27 年） 
※秋田市総合計画の成果指標を踏襲 
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 モニタリング指標  

① バリアフリー化された戸建住宅の割合（％） 

    ・戸建住宅のバリアフリー化率から、高齢者にやさしいエイジフレンド

リーシティの形成に向けた取組状況を評価します。 
 

【現状】61.7％（平成 20 年） 

【目標】現状以上（平成 32 年） 
 

② 市内における空き家率（％） 

・犯罪や火災の温床となり得る空き家の発生状況から、安全・安心なま

ちづくりに向けた取組状況を評価します。 
 

【現状】14.3％（平成 20 年） 

【目標】現状以下（平成 32 年） 
 

③ 地域の安全・安心に関する満足度 
 

【現状】防災面の安全性：23.2％（平成 21 年） 

防犯面の安全性：17.9％（平成 21 年） 

【目標】防災面の安全性：現状より上昇（平成 32 年） 

防犯面の安全性：現状より上昇（平成 32 年） 
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【政策テーマ⑤】秋田の風土・文化を映し出す緑豊かなまちづくり 

《施策展開の方向性》 

○ 緑豊かな都市空間の形成に向けた“都市計画公園の整備” 

○ 良好な都市景観の形成に向けた“景観計画の推進と地区計画等の活用” 

○ 本市ならではの景観の維持・保全に配慮した“建築物の高さ制限導入の検討” 

 

 

 アウトプット指標  

① 都市計画公園の整備進捗率（％） 
 

【現状】28.6％（平成 21 年） 

【目標】 － 
 

② 景観形成に配慮した地区計画および景観協定などを定めている地区数 
 

【現状】0 件（平成 22 年） 

【目標】1 件以上（平成 32 年） 
 

③ 高度地区導入の有無 
 

【現状】なし（平成 22 年） 

【目標】施策導入済み（平成 32 年） 
 

 ア ウ ト カ ム 指 標  

① 年間観光入込客数 

 ・本市への年間の観光入込客数から、本市ならではの風土・文化を活か

した景観の形成や観光型まちづくりに向けた取組の効果を検証します。 
 

【現状】約 887 万人（平成 21 年） 

【目標】現状の水準を維持 
 

② 市街地における緑地率（％） 

    ・市街地における緑地率から、都市計画公園の整備状況、景観計画や地

区計画等の活用による緑豊かなまちづくりに向けた取組の効果を評価

します。 
 

【現状】約 23％（平成 19 年） 

【目標】約 24％※（平成 29 年） 
※秋田市緑の基本計画の目標値を踏襲 
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③ 景観重要建造物および景観重要樹木の指定数 

    ・地域住民に親しまれ、景観づくりの核となる建造物や樹木の指定数か

ら、本市における景観形成の取組状況を評価します。 
 

【現状】なし（平成 22 年） 

【目標】現状以上（平成 32 年） 
 

 

④ 高層建築物（6 階以上）の立地件数（件/年） 

    ・高層建築物の立地状況から、太平山をはじめとする良好な自然的景観

の眺望点の確保に向けた、高度地区等の建築物の高さ制限導入の必要

性や、導入時における効果を検証します。 
 

【現状】5 件/年（平成 21 年） 

【目標】 －（立地状況等から総合的に評価） 
 

 モニタリング指標  

① 景観形成に関する満足度 
  

【現状】自然景観の美しさ：29.2％（平成 21 年） 

街並みの美しさ ：18.0％（平成 21 年） 

【目標】自然景観の美しさ：現状より上昇（平成 32 年） 

街並みの美しさ ：現状より上昇（平成 32 年） 
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（２）総合都市計画の見直し 

   本計画は、計画期間の半分となる10年が経過した時点、また、5年後のモニタ

リング指標を用いた計画の進捗管理の結果を受けて見直しを検討するほか、総合

計画や国土利用計画などの上位計画の変更・見直し、関連法制度等の改正など、

本市を取り巻く諸情勢に大きな変化があった場合に見直しを検討することとし

ます。 

見直しの内容としては、新たな都市計画制度等の導入や本市の発展に資する新

規開発の誘導、PDCAサイクルによる計画管理の中での実現化施策や評価指標の

変更などが想定されます。 

計画の見直しにあたっては、事務局で見直しの必要性について検討した上で、

見直し箇所に係る部分的な改訂でよいのか、計画全体の見直しが必要なのかを客

観的に判断するため、秋田市都市計画審議会に見直しの是非を諮ることとします。 

全体的な見直しが必要と判断された場合は、外部委員を含む策定委員会を設置

し、見直し内容について協議・検討し、その内容を改めて都市計画審議会に諮る

こととします。反対に、見直し箇所に係る部分的な改訂のみで問題ないと判断さ

れた場合は、通常の都市計画決定手続きと同等の手順によって都市計画審議会で

意見を聞き、部分改訂を行うこととします。 

なお、部分改訂の目安としては、新たな都市計画手法の活用・導入に向けた、

より詳細な方針の追加などが考えられます。本市においては、今後の検討事項と

している高度地区の導入などが想定されます。 

 

《本計画の見直しフロー》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期見直し 

（10 年後） 

モニタリング指標等

評価（５年後） 

策定委員会による 

見直し案の作成 

個別開発案件の誘導・実現 

実現化に向けた具体方策の変更 等 

まちづくり目標や将来都市構造、全体構想の見直しが必要 

全体・部分見直しに関する都市計画審議会への意見聴取 

部分見直し 

全体見直し 

策定委員会の設置 事務局による見直し案の作成 

見直し案の公表・パブリックコメントの実施 

都市計画審議会での審議 

改   訂 
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■ 計画の進捗管理に向けた指標一覧 

政策 

テーマ 
指標（案） 分類 現況 目標 

線引き都市計画区域への統合に係る都市計画

決定 
アウトプット － 

秋田市都市計画区域（線引き都市

計画区域）への統合完了 

（平成 32 年） 

法第 34 条第 11 号に基づく指定集落数 アウトプット なし（平成 22 年） － 

都市計画道路の整備進捗率（％） アウトプット 75.0％（平成 21 年） － 

農地転用の件数、面積（ha）、分布状況  
転用件数 56 件、転用面積 2.8 ha

（平成 19 年） 

転用用途や場所等から総合的に

評価 

市街化調整区域における開発許可件数、面積

（ha）、分布状況 
アウトカム 3 件（平成 20 年） 

開発用途や場所等から総合的に

評価 

土地利用規制に関する理解度 アウトカム － （該当データなし） 現状以上 

土地利用区分別面積（ha） モニタリング
第 3 次秋田市国土利用計画参照

（平成 19 年） 

第 3 次秋田市国土利用計画に準

じる（平成 32 年） 

旧
３
市
町
が
一
体
と
な
っ
た
都
市
構
造
の
形
成 

主要路線の渋滞損失時間 モニタリング 11,063 万人時間（平成 19 年） 9,101 万人時間（平成 27 年） 

地域地区等に係る都市計画決定 アウトプット － 
地域地区等の見直し済み 

（平成 32 年） 

土地区画整理事業の進捗率（％） アウトプット

秋田駅東第三地区：約 44％ 

秋田駅西北地区：約 47％ 

（平成 22 年） 

－ 

工業系用途地域※内の未利用地面積（ha） アウトカム 80.8 ha（平成 19 年） 21.8 ha（平成 32 年） 

地域別小売業店舗数 アウトカム 

中央：1,372 店、東部：354 店 

西部：200 店、南部：419 店 

北部：802 店、河辺：95 店 

雄和：88 店、（平成 19 年） 

地域中心での立地状況等から総

合的に評価 

店舗面積 1,000 ㎡以上の小売店舗の立地件数、

分布状況 
アウトカム 82 店（平成 22 年） 立地状況等から総合的に評価 

地価（円/㎡） アウトカム 

住宅地：43,400 円/㎡  

商業地：78,500 円/㎡ 

（平成 22 年） 

現状の水準を維持 

都市インフラに係る維持更新費※（円/年） アウトカム 約 440.7 億円（平成 22 年） 現状より削減 

地域別人口、世帯、人口密度（人/ha） モニタリング

中央：74,511 人 

東部：64,986 人 

西部：36,753 人 

南部：50,048 人 

北部：82,491 人 

河辺：  9,558 人 

雄和：  7,490 人 

（平成 21 年 10 月） 

地域中心への集積状況等から総

合的に評価 

DID 面積（ha）、人口、人口密度（人/ha） モニタリング

5,360 ha 

2,635 千人 

49.2 人/ha 

（平成 17 年） 

各指標の動向から総合的に評価 

コ
ン
パ
ク
ト
な
市
街
地
を
基
本
と
し
た
に
ぎ
わ
い
あ
る
中
心
市
街
地
と
地
域
中
心
の
形
成 

都心および地域中心に関する満足度 モニタリング

中央：34.9％、東部：28.1％

西部：20.8％、南部：29.4％ 

北部：20.5％、河辺：12.1％ 

雄和： 9.1％（平成 21 年） 

現状より上昇（平成 32 年） 

自然環境の維持・保全に向けた土地利用誘導に

係る施策導入の有無 
アウトプット なし（平成 22 年） 施策導入済み（平成 32 年） 

低炭素モデル街区の指定件数 アウトプット 0 件（平成 22 年） 1 件以上（平成 32 年） 

都市計画区域外における国土利用計画法に基

づく土地売買等届出件数（件/年） 
アウトカム 4 件/年（平成 21 年） 

地域中心での立地状況等から総

合的に評価 

公共交通（鉄道・バス）の利用者数 アウトカム 

【鉄道】（平成 19 年） 

平均利用者数 20,150 人/日 

【バス】（平成 20 年） 

年間利用者数 8,467 千人/年 

現状より増加 

秋田市住宅用太陽光発電システム設置件数 

（件/年） 
アウトカム 66 件（平成 21 年） 累計件数等から総合的に評価 

土地利用区分別面積（ha） モニタリング
第 3 次秋田市国土利用計画参照

（平成 19 年） 

第 3 次秋田市国土利用計画に準

じる（平成 32 年） 

運輸部門における CO2 排出量 モニタリング 82 万３千 t‐CO2（平成 19 年） 現状より削減（平成 32 年） 

環
境
の
保
全
・
創
造
に
よ
る
低
炭
素
型
ま
ち
づ
く
り 

公共交通の利便性に関する満足度 モニタリング 22.6％（平成 21 年） 現状より上昇（平成 32 年） 
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政策 

テーマ 
指標（案） 分類 現況 目標 

公共下水道普及率（％） アウトプット 87.7％（平成 20 年） － 

災害危険区域における土地利用誘導に係る施

策導入の有無 
アウトプット なし（平成 22 年） 施策導入済み（平成 32 年） 

既存住宅ストックの有効活用に係る施策導入

の有無 
アウトプット なし（平成 22 年） 施策導入済み（平成 32 年） 

市内建築物の耐震化率（％） アウトカム 81.7％（平成 21 年） 83.0％（平成 27 年） 

地域づくり組織の結成数 アウトカム 1 組織（平成 21 年） 4 組織（平成 27 年） 

バリアフリー化された戸建住宅の割合（％） モニタリング 61.7％（平成 20 年） 現状以上 

市内における空き家率（％） モニタリング 14.3％（平成 20 年） 現状以下（平成 32 年） 

 

市
民
の
暮
ら
し
を
守
る 

安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り 

 

地域の安全・安心に関する満足度 モニタリング

防災面の安全性：23.2％ 

防犯面の安全性：17.9％ 

（平成 21 年） 

防災面の安全性：現状より上昇 

防犯面の安全性：現状より上昇

（平成 32 年） 

都市計画公園の整備進捗率（％） アウトプット 28.6％（平成 21 年） － 

景観形成に配慮した地区計画および景観協定

などを定めている地区数 
アウトプット 0 件（平成 22 年） 1 件以上（平成 32 年） 

高度地区導入の有無 アウトプット なし（平成 22 年） 施策導入済み（平成 32 年） 

年間観光入込客数 アウトカム 約 887 万人（平成 21 年） 現状の水準を維持 

市街地における緑地率（％） アウトカム 約 23％（平成 19 年） 約 24％（平成 29 年） 

景観重要建造物および景観重要樹木の指定数 アウトカム なし（平成 22 年） 現状以上（平成 32 年） 

高層建築物（6 階以上）の立地件数（件/年） アウトカム 5 件/年（平成 21 年） 立地状況等から総合的に評価 

秋
田
の
風
土
・
文
化
を
映
し
出
す 

緑
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り 

景観形成に関する満足度 モニタリング

自然景観の美しさ：29.2％ 

街並みの美しさ：18.0％ 

（平成 21 年） 

自然景観の美しさ：現状より上昇 

街並みの美しさ ：現状より上昇 

（平成 32 年） 
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【参考】都市計画制度の概要 

 

■ 都市計画提案制度                                                              

都市計画の提案制度は、地域住民やまちづくり組織等が主体的にまちづくりに

参加できるよう、土地所有者やまちづくり NPO、民間事業者等が、一定規模以上

の一団の土地について、土地所有者などの 3 分の 2 以上の同意など一定の条件を

満たした場合に、都市計画の決定や変更を提案することができる制度です。 

本市においても、多様な主体の協働によるまちづくりを実現していくため、提

案制度の周知に取り組むとともに、適切な運用のもとで活用の推進をはかります。 

 

《都市計画提案制度のフロー》 
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■ 地区計画制度                                 

地区計画制度は、地区の特性や実情に応じて、建築物の建築形態や、道路・公

園の配置等きめ細やかな計画を定め、地区内の生活環境を保全・整備していくた

めの計画です。地区計画を定め、その内容を建築条例に位置づけることにより、

従来のルールである建築基準法等の制限の一部が地区計画の内容に置き換えられ、

建築行為や開発行為を行う際に守らなくてはいけない地区独自のルールが決定さ

れることとなります。 

本市では、現在、19 地区において地区計画が指定されており、地区独自で定め

たルールに基づいてまちづくりが進められています。 

今後も、狭隘道路の多い住宅地や建物用途の混在が見られる市街地などを中心

として、地区計画制度を活用しながら、地域の特性に応じた良好な生活環境の形

成を目指します。 

 

 

 地区計画の構成  

 

 

 

 

 

 地区整備計画で定められる内容  

   地区整備計画で定める内容は、地区の状況に応じて、以下の項目から選択して定めることが

できます。 
   

  １．地区施設の配置・規模 

   皆さんが利用する道路・公園等を地区施設として定めることができます。 
 

  ２．建築物やその敷地などの制限に関すること 

   ① 建築物等の用途の制限      ⑦ 壁面後退区域における工作物の設置の制限 

   ② 容積率の最高限度・最低限度   ⑧ 建築物等の高さの最高限度・最低限度 

   ③ 建ぺい率の最高限度             ⑨ 建築物の緑化率の最低限度 

   ④ 建築物の敷地面積の最低限度   ⑩ 建築物の形態・意匠の制限 

   ⑤ 建築面積の最低限度       ⑪ かき・さくの構造の制限 

   ⑥ 壁面の位置の制限 
 

  ３．その他、土地利用の制限 

   現存する樹林地、草地等の良好な環境を守り、壊さないよう制限することができます。 

 

 

地区計画の方針 まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計画の

目標や地区の整備、開発及び保全の方針を定めます。 

地区計画の方針に従って、建築物等に関する制限や道

路・公園などの配置に関する具体的なルールを定めます。 
地区整備計画 

地
区
計
画
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■ 都市計画法第 34 条第 11 号                           

当該制度は、原則として開発が抑制される市街化調整区域において、一定規模以

上の既存集落については、人口の確保や集落環境の向上に資する計画的な開発を許

可する制度です。 

これにより、市街化調整区域内の地域コミュニティの維持・活性化や、線引き都市

計画区域への移行に伴い土地利用規制が現行よりも強化されることになる河辺・雄和

両地域においても、住民との合意形成の円滑化が期待できます。 

なお、運用にあたっては、具体的な集落や区域の指定を行うなど、郊外での無秩

序な開発の抑制・防止に十分配慮することとします。 

 

【都市計画法第 34 条 11 号の運用イメージ】 
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※１「都市計画法第 18 条の 2」 

（市町村の都市計画に関する基本的な方針）  

第十八条の二  市町村は、議会の議決を

経て定められた当該市町村の建設に関

する基本構想並びに都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針に即し、当該

市町村の都市計画に関する基本的な方

針（以下この条において「基本方針」

という。）を定めるものとする。  

２  市町村は、基本方針を定めようとす

るときは、あらかじめ、公聴会の開催

等住民の意見を反映させるために必要

な措置を講ずるものとする。  

３  市町村は、基本方針を定めたときは、

遅滞なく、これを公表するとともに、

都道府県知事に通知しなければならな

い。  

４  市町村が定める都市計画は、基本方

針に即したものでなければならない。 
 

※２「都市経営コスト」 

公共施設や行政サービスのうち、保育所、

幼稚園、小学校、中学校、給食センター、

公民館、道路橋梁（街路含む）、公園、下水

道、上水道、ごみ収集、消防署、公共交通

（バス）の維持・実施に係る年間経常経費

と更新費（本計画では、国土交通省都市・

地域整備局都市計画課から提供された「都

市経営コスト算出のための標準試算モデル

(素案)」を用いて試算。） 
 

※３「中心市街地」 

平成 20 年７月に内閣総理大臣に認定さ

れた「秋田市中心市街地活性化基本計画」

において設定した、秋田駅周辺から通町ま

での区域（約 119ha）。 
 

※４「エリアマネジメント」 

地域における良好な環境や地域の価値を

維持・向上させるための、住民・事業主・

地権者等による主体的な取組。 
 

※５「都市計画法第 34 条第 10 号」 

  市街化調整区域における開発許可基準。 

市街化調整区域において、地区計画又は

集落地区計画の区域（地区整備計画又は集

落地区整備計画が定められている区域に限

る。）内で、当該地区計画又は集落地区計画

に定められた内容に適合する建築物又は第

１種特定工作物の建築又は建設の用に供す

る目的で行う開発行為については、無秩

序・無計画な土地利用が進展するおそれが

ないことから許容するもの。 
 

※６「都市計画法第 34 条第 11 号」 

  市街化調整区域における開発許可基準。 

市街化区域に隣接又は近接し、一体的な

日常生活圏を構成している市街化の進行し

た一定の区域（概ね 50 以上の建築物（市街

化区域内に存するものを含む。）が連たんし

ている地域）を条例で指定し、周辺環境と

調和する用途の建築物の建築等については

許容するもの。 

 

※７「五地域区分」 

  都道府県が策定する土地利用基本計画に

おいて区分される、都市計画区域に相当す

る「都市地域」、農業振興地域に相当する「農

業地域」、国有林、地域森林計画対象民有林

に相当する「森林地域」、国立公園、国定公

園、都道府県立自然公園に相当する「自然

公園地域」、原生自然環境保全区域、自然環

境保全区域、都道府県条例の自然環境保全

地域に相当する「自然保全地域」の 5 つの

地域。 
 

※８「逆線引き」 

市街化区域の計画的整備をはかるため、

農地等の未利用地が多く残り、計画的市街

地整備の見通しが明確でない区域を市街

化調整区域に編入する方法。 
 

※９「ＣＳＲ」 

  企業の社会的責任・貢献。 
 
※10「特別用途地区」 

  都市計画法に定める「地域地区」のひと

つで、用途地域内の一定の地区における当

該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、

環境の保護等の特別の目的の実現をはかる

ため当該用途地域の指定を補完して定める

地区。 
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※11「グリーンツーリズム」 

  農山漁村地域において自然、文化、人々

との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。 
 

※12「パークアンドライド」 

最寄り駅まで自動車でアクセスし駅に近

接した駐車場に駐車し、公共交通機関（主

に鉄道やバス）に乗り換えて、勤務先まで

通勤する方法。 
 

※13「ライドアンドライド」 

鉄道・バス相互の乗り継ぎ。 
 

※14「ＴＤＭ」 

  交通需要マネジメント。 

自動車の効率的利用や公共交通への利用

転換など、交通行動の変更を促し、発生交

通量の抑制や集中の平準化など交通需要の

調整を行うことにより、道路交通混雑を緩

和していく取組。 
 

※15「モビリティマネジメント」 

多様な交通施策を活用し、個人や組織・

地域のモビリティ（移動状況）が社会にも

個人にも望ましい方向へ自発的に変化する

ことを促す取組（例えば、過度な自動車利

用から公共交通（電車やバスなど）自転車

等を適切に利用する方向） 
 

※16「シームレス化」 

  シームレスとは「継ぎ目のない」を意味

する。交通のシームレス化は、複数の交通

手段の接続性を改良することを指す。 
 

※17「ビオトープ」 

環境共生の理念のもとで保全・復元され

た野生生物の生息空間。 

 

※18「ユニバーサルデザイン」 

  改造または特殊化された設計の必要なし

で、できるだけ多くの人が利用可能である

ように製品、建物、空間をデザインするこ

と。 

 

 

 

※19「エイジフレンドリー」 

  高齢者が住み慣れた地域の中で元気に

生き生きと生活し、知識や経験を生かして

社会参加することができるような、高齢者

にやさしい環境づくり。 
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